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概
要

監
査

結
果

[評
価

計
算

に
関

す
る

も
の

(
土

地
)
1
 

隣
接

地
で

家
屋

の
建

替
え

が
行

わ
れ

、
当

該
土

地
当
該
土

地
及

び
隣

接
地

は
所
有
者
も

別
で
あ
り

、

も
含
め
て

2
筆

同
一

評
価

さ
れ

た
結

果
、

小
規

模
住

コ
ン

ク
リ

ー
ト

壁
で

区
分

も
さ

れ
て

お
り

、
ど
の
よ

宅
用

地
の

課
税

標
準

の
特

例
(
6
分

の
1
)

が
正

確
う
な
経
緯
で

2
筆

同
一

評
価

が
な

さ
れ

た
の

か
不
明

に
適

用
さ
れ
ず

、
一

般
住

宅
用

地
の

課
税

標
準

の
特

で
あ
る

。

例
(
3
分

の
け

が
適

用
さ

れ
て

税
額

が
高

額
と

な

っ
た
も
の

。

[評
価

計
算

に
関

す
る

も
の

(
家

屋
)
1
 

所
有

者
か

ら
、

近
隣

家
屋
と

比
較

し
、
評

価
額

が
当

該
家

屋
は

昭
和

4
9
年

に
建

築
さ

れ
、
-

_
e
_
非
課

高
額

で
あ

る
旨

の
申

出
が

あ
っ

た
た

め
、

調
査

を
行

税
と
な
っ
た
後
、
昭
和

62
年

か
ら

再
度

、
課

税
対

象

っ
た
と
こ
ろ

、
錯
誤

が
判

明
し

た
も
の

。
と
な
っ
た

。

そ
の

際
、

昭
和

4
9

年
建

築
の

家
屋

と
し

て
昭

和

4
8
年

基
準

に
よ

り
評

価
す

べ
き

と
こ

ろ
、
昭
和

4
7

年
以

前
に

建
築

さ
れ

た
建

物
と

し
て

評
価

し
た

た

め
、
昭
和

4
5
年

基
準

か
ら

昭
和

4
8
年

基
準

に
お

け

る
再

建
築

費
評

点
補

正
率

(
こ

の
間

の
建

築
物

価
上

昇
分

)
を

乗
算

す
る

こ
と

と
な

り
、
再

建
築

費
評

点

数
に

誤
り

が
生

じ
、

近
隣
建

物
と
の
評
価

額
に

差
が

生
じ

た
も

の
で

あ
る

。

[評
価

計
算

に
関

す
る

も
の

(
家

屋
)
1
 

家
屋

の
外

部
に

あ
た

る
箇

所
を

部
屋

と
し

て
評

価
現

地
調

査
の
際
に

、
当

該
箇

所
が

家
屋

外
部

で
あ

し
た
た
め

、
評
価
額

に
錯

誤
が

生
じ
た

も
の

。
る

こ
と

を
確

認
し

て
い

た
が

、
図

面
へ

の
記

入
を

失

念
し

て
い

た
た

め
、

部
屋

と
し

て
評

価
し
た

も
の

で

あ
る

。

[現
況

地
目

に
関

す
る

も
の

(
土

地
)
1
 

宅
地

と
し
て
評

価
さ

れ
て

い
た

土
地

が
、

所
有

者
宅

地
に

隣
援

す
る

田
に

つ
い

て
、

現
地

調
査

し
た

か
ら

の
申

告
に

よ
っ

て
調

査
し
た

結
果

、
畑

で
あ
る

時
点

で
擁

壁
が

築
造

中
で

あ
っ

た
こ

と
か

ら
、

農
地

こ
と
が
判

明
し
、
価
格

を
修
正
し
た
も
の

。
il去

用
が

確
実

に
見

込
ま

れ
る

土
地

(介
在
回
)

と
判

断
さ

れ
た

が
、

農
地

転
用

の
申

請
は

さ
れ

ず
、

閏
か

ら
畑

へ
の

変
更

で
あ

っ
た

こ
と

が
判
明

し
た

。

聞
き

取
り

調
査

や
農

地
転

用
の

申
請

書
類

の
確

認

が
適

切
に

行
わ

れ
て

い
れ

ば
、
過

誤
を

防
く

こ
と
が

で
き

た
と

考
え

ら
れ

る
。

り
申

告
さ

れ
た

内
容

の
照

合
確

認
を

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
が

、
減

価
償

却
明

細
書

の
写

し
が

提
出

さ
れ
て
い

る
割

合
が

少
な

い
状

況
に

あ
っ

た
。

ま
た

、
新

た
な

申
告
者

を
把
握
す
る

た
め
に

、
金

沢
税

務
署

資
料

の
閲

覧
調

査
は

行
わ

れ
て

い
る

が
、
一

部

の
中

核
市

で
行

わ
れ

て
い

る
、

税
務

署
資

料
と

市
に

提
出

さ
れ

た
償

却
資

産
申

告
書

の
突

き
合

わ
せ

確
認

は
行

わ
れ

て
い

な
い

。

減
価

償
却

明
細

書
の

写
し

の
提

出
に

つ
い

て
、

所
有

者
の

協
力

を
よ

り
求

め
る

ほ
か

、
国

へ
の

申
告

内
容
と

の
突

き
合

わ
せ

確
認

な
ど

、
他

都
市

の
取

組
も

参
考

に
し

た
上

で
、

よ
り

正
確

に
対

象
資

産
を

把
握

す
る

た
め

の
対

策
を

検
討

す
る

必
要
が
あ
る

。

【意
見

】

減
価
償

却
明
細

書
の
写
し

の
提

出
に
つ

い
て
、
所

有
者

の
協

力
を
よ
り
求
め
る
ほ
か
、

他
都

市
の

取
組

も
参

考
に

し
た

上
で
、
よ
り

正
確

に
対

象
資

産
を

把
握

す
る

た
め

の
対

策
を

検
討

す
る

必
要

が
あ

る
。

②
非

課
税

に
つ

い
て

平
成

27
年

度
の

非
課

税
申

告
書

か
ら

土
地

10
件、

家
屋

5
件

、
償

却
資

産
5
件

を
無

作
為

に
抽

出
し

た
ほ

か
、
非
課
税

の
用

途
確

認
の

た
め

の
実

地
調

査
報

告
書

を
無

作
為
に

5
件

抽
出

し
、
非
課
税

で
あ

る
こ

と
の

妥

当
性

を
確

認
し

た
が

、
い

ず
れ

も
適

正
に
処
理
さ

れ
て
お
り

、
問
題

点
は

検
出

さ
れ
な
か
っ
た

。

③
減

免
に

つ
い

て

平
成

27
年

度
の

減
免

実
績

か
ら

土
地

及
び

家
屋

30
件

、
償

却
資

産
5
件

を
無

作
為

に
抽

出
し

、
申

請
か

ら

承
認

ま
で

の
関

連
資

料
を

確
認

し
た

。
な
お
、
土

地
及

び
家

屋
30

件
の

内
訳

は
、

生
活

減
免

8
件、

公
益

減
免

15
件
、
災

害
減

免
1
件

、
特

別
減

免
6
件

で
あ

り
、

償
却

資
産

5
件

の
内

訳
は

、
公

益
減

免
3
件

、
特
別

減
免

2
件

で
7
あ
っ
た
が

、
い

ず
れ

も
適

正
に

行
わ

れ
て
お
り

、
問

題
点

は
検

出
さ

れ
な

か
っ

た
。

ー l ωω ー ー

④
更

正
に

つ
い

て

更
正

は
価

格
等

の
錯

誤
を

正
す

も
の

で
あ

る
が

、
固

定
資

産
税

は
、

市
税

全
体

の
中

で
最

も
更

正
額

が
大

き

い
。

そ
の

原
因

は
、
償

却
資

産
の

申
告

漏
れ

な
ど

、
所

有
者

の
誤

り
に

よ
る

も
の

や
、
配

分
等

の
時
期

的
な
要

因
で

必
然

的
に
更

正
す

る
も

の
等

が
あ

る
が

、
一

方
で

市
の

事
務

処
理

が
原

因
と

な
る

可
能

性
も

あ
る

。

課
税

事
務

に
は

慎
重

さ
が

求
め

ら
れ

る
こ

と
か

ら
、
適

正
に
事
務
を
行
っ
た
上
て
‘
の
更
正
で
あ
っ
た
か
を

検

証
す

る
た

め
、

過
去

5
年
間
の
更
正
事
案
か
ら
、
更
正
事
由
が
「
所
有
者
及
び
賦
課
に
関
す
る
も
の
」
、
「
評

{ill
i

計
算

に
関

す
る

も
の

」
、

「現
況

地
目

に
関

す
る

も
の
J

を
重

点
的

に
調

査
す

る
こ

と
と

し
た

。

「所
有

者
及

び
賦

課
に

関
す

る
も

の
」

に
つ

い
て
は

5
件、

「評
価

計
算

に
関

す
る

も
の

」
に

つ
い

て
は

13

件、
「現

況
地

目
に

関
す

る
も

の
J
に

つ
い

て
は

4
件

を
無

作
為

に
抽

出
し

、
関

係
資

料
を

閲
覧

し
た

結
果

、
以

下
の
と
お
り

、
市

の
事

務
処

理
が

原
因

と
考

え
ら

れ
る

事
案

が
数
件

見
受

け
ら

れ
た

。

概
要

~
査
結
果

[所
有

者
及

び
賦

謀
に

関
す

る
も

の
]

前
年

度
中

に
売

買
さ

れ
、

所
有

権
移

転
登

記
も

済
事

務
処

理
が

原
因

の
更

正
で

あ
る

。

ん
で

い
た

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

前
所

有
者

に
納

税
通

知
書

が
届

い
た

も
の

。
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軽

自
動

車
税

(
1
 )

概
要

①
軽

自
動

車
税

の
概

要

軽
自

動
車

税
と

は
、

原
動

機
付

自
転

車
、

軽
自

動
車

、
小

型
特

殊
自

動
車

及
び

2
輪

の
小

型
自

動
車

(
以

下

「
軽
自
動
車
等
」
と
し
づ

。
)

を
所

有
し

て
い

る
者

に
対

し
て

課
税

す
る

も
の

で
あ

る
。

ア
納

税
義

務
者

(
地

方
税

法
第

4
4
2
条
の

2
、

条
例

第
6
6
条
)

4
月

1
日

現
在

、
市

内
に

主
た

る
定

置
場

の
あ

る
軽

自
動

車
等

を
所

有
し

て
い

る
者

減 N ∞ 哩 ∞ 羽 E q ω 闘争 う省 卦 bラ 期

車
種

区
分

平
成

2
7
年
度

の
税

率

(
円
)

総
排

気
量

5
0
c
c
以

下
1，
0
0
0
 

原
動

機
{寸

自
転
車

総
排

気
量

5
0
c
c
超

9
0
c
c
以

下
1，
2
0
0
 

総
排

気
量

9
0
cc

超
12
5c
c
以

下
1 ，
6
0
0
 

ミ
ニ
カ
ー

2
，5
0
0
 

2
輪

(
総

排
気

量
12
5
cc

超
2
5
0
c
c
以

下
)

2
，4
0
0
 

2
輪

(
被

け
ん
引
車
)

2
，4
0
0
 

自
動
車
検

査
在

の
初

度
検

査
年

月
が

平
成

27
年

3
月

ま
で

の
場

合

3
輸

3
，
10
0
 

4
輸

乗
用

営
業
用

5
，5
0
0
 

自
家
用

7
，2
0
0
 

軽
自

動
車

4
輪

貨
物

用
営
業
用

3
，0
0
0
 

自
家
用

4
，0
0
0
 

自
動
車
検

査
証

の
初

度
検

査
年

月
が

平
成

27
年

4
月

以
降

の
場

合

3
輪

3
，9
0
0
 

4
輪
乗
用

営
業
用

6
，9
0
0
 

自
家
用

10
，8

0
0
 

4
輪

貨
物

用
営
業
用

3
，8
0
0
 

自
家
用

5
，0
0
0
 

小
型

特
殊

自
動

車
農

耕
作

業
用

1，
6
0
0
 

そ
の

他
4
，
70
0 

2
輸

の
小

型
自

動
車

総
排

気
量

2
5
0
c
c
を

超
え

る
も

の
4
，0
0
0
 

税
率

(
地

方
税

法
第

44
4
条

、
条

例
第

68
条
)

イ

概
要

監
査

結
果

[現
況

地
目

に
関

す
る

も
の

(
土

地
)
1

 
現

況
地

目
が

宅
地

と
な

っ
て

い
た

が
、
畑

に
修

正
1
筆

の
土

地
を

分
筆

し
た

後
、
一

方
の

土
地

に
は

し
た
も
の

。
住

宅
を

建
築

し
、

も
う

一
方
の

土
地

は
却

11
と
す
る
た

め
に

整
地

を
し

て
い

た
が

、
両

方
と

も
宅

地
と

し
て

認
定

し
た

も
の

で
あ

る
。

畑
の

方
は

農
地

転
用

の
申

請
が

な
さ

れ
て

お
ら

ず
、

所
有

者
へ

の
聞

き
取

り
調

査
や

農
地

転
用

の
申

請
書

類
の

確
認

が
適

切
に

行
わ

れ
て

い
れ

ば
、

過
誤

を
防

ぐ
こ

と
が

で
き

た
と

考
え

ら
れ

る
。

[現
況

地
目

に
関

す
る

も
の

(
土

地
)
1

 

現
況

地
目

が
畑
と

な
っ

て
い

る
が

、
所

有
者

の
親

か
な

り
古

く
か

ら
宅

地
と

し
て

利
用

さ
れ

て
い

た

族
か

ら
の

情
報

に
よ

り
、
宅

地
で
あ
る
こ

と
が
判

明
と

思
わ

れ
る

が
、

ど
の

よ
う

な
経

緯
で

畑
と

さ
れ

た

し
た
も
の

。
か
不

明
で
あ
る

。

原
因

が
不

明
の

も
の

も
あ

る
が

、
確
認

作
業

を
行

う
こ

と
に
よ
り

、
更

正
を

未
然

に
防
ぐ
こ

と
が
で
き
た
と

考
え

ら
れ

る
事

案
も

見
受

け
ら

れ
た

。
今

後
、

同
様

の
事

案
が

発
生

し
な
い
よ
う

、
原

因
を

十
分

に
究

明
す
る

と
と

も
に

、
課

内
研

修
等

に
よ

り
情

報
共

有
を

図
る

な
ど
、
改

め
て

正
確

か
つ

慎
重

な
事

務
を

徹
底

し
、

再
発

防
止

に
努

め
る

必
要

が
あ

る
。

【意
見
】

更
正
と

な
っ

た
原

因
を

十
分

に
究

明
す

る
と
と
も
に

、
課
内

研
修

等
に
よ
り

情
報

共
有

を
図

る
な

ど
、

改
め

て
正

確
か

つ
慎

重
な

事
務

を
徹

底
し

、
再

発
防

止
に

努
め

る
必

要
が

あ
る

。

⑤
不

服
申

立
制

度
に

つ
い

て

過
去

5
年

間
に

不
服

申
立

て
が

あ
っ

た
全

4
件

の
申

立
て

か
ら

処
理

に
至

る
ま

で
の

関
連

資
料

を
確

認
し

た

が
、

い
ず

れ
も

適
正

に
行
わ
れ
て
お
り

、
問

題
点

は
検

出
さ

れ
な

か
っ

た
。

な
お

、
平

成
2
8
年

度
か

ら
、
3
輪

以
上

の
軽

自
動

車
の

一
部

を
除

い
て

税
率

が
引

き
上

げ
ら

れ
て

い
る

。

ウ
非

課
税

及
び

課
税

免
除

(地
方
税

法
第

4
4
3
条

、
条

例
第

6
6
条

の
2
及

び
第

6
7
条
)

園
、
国

立
大

学
法

人
、

都
道

府
県

、
市

町
村

、
地

方
独

立
行

政
法

人
等

の
ほ

か
、
日

本
赤

十
字

社
が

所
有

す
る

軽
自

動
車

等
の

う
ち

直
接

そ
の

本
来

の
事

業
の

用
に

供
す

る
救

急
用

の
も

の
等

は
、
地
方
税

法
に
よ
り

、
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③
課

税
事

務
の

流
れ

納
税

義
務

者
等

か
ら

の
申
告

に
基

づ
き

、
所

有
者

の
住

所
や

氏
名

、
軽

自
動

車
等

の
種

別
、
車
名

、
車

台
番

号
、
総

排
気

量
、
登

録
年

月
日

等
の

情
報

を
把
握
し

、
シ
ス
テ
ム
に
入
力
す
る
。

毎
年、

賦
課

期
日

で
あ
る

4
月

1
日
現

在
の

所
有

者
に

対
し
て

、
軽

自
動

車
税

の
賦

課
決

定
を

行
い

、
当

該

納
税

義
務

者
に

対
し

て
5
月

上
旬
に
納
税
通
知
書
を
発
送
す
る
。

軽
自

動
車
税
が
非
課
税
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た

、
商

品
て
、あ

っ
て

使
用

し
な

い
も

の
や

、
私

立
学

校
で

専
ら

生
徒

の
教

育
練

習
の

用
に
供

す
る
も
の

は
、
条
例
に
よ
り

、
軽

自
動

車
税

が
課

税
免

除
と

さ
れ

て
い

る
。

減 N ∞ 哩 ∞ 羽 E q ω

④
減

免
制

度

軽
自

動
車

税
は

、
条

例
第

7
2
条

の
2
及

び
第

72
条

の
3
並

び
に

施
行

規
則

第
8
条
の

2
に

お
い

て
、
減

免

制
度

が
規

定
さ

れ
て
お
り

、
減

免
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
、

納
期

限
の

5
目
前

ま
で

に
減

免
申

請
書

を
提

出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

な
お

、
平

成
2
8
年

度
か

ら
、

減
免

の
申

請
期

限
は

納
期

限
ま
で
と
な
っ
て
い
る
。

エ
申

告
(
地

方
税

法
第

4
4
7
条

、
条
例

第
71

:条
)

軽
自

動
車

等
を

取
得

し
た

者
は

15
日
以

内
に

、
軽

自
動

車
等

を
所

有
し

な
く

な
っ

た
者

は
3
0
日
以

内
に、

そ
の

旨
を

市
に

申
告

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

具
体

的
に

は
、
原

動
機
付

自
転
車
及

び
小

型
特
殊
自

動
車

に
つ

い
て

は
、

市
に

直
接

申
告

し
、
軽
自

動
車

と
2
輸

の
小

型
自

動
車

に
つ

い
て

は
、

そ
れ

ぞ
れ

の
ナ

ン
バ

ー
プ
レ

ー
ト

(
車

両
番

号
標

)
の

交
付

窓
口
で

あ
る

北
陸

信
越

運
輸

局
石

川
運
輸

支
局
や
軽
自

動
車

検
査

協
会

石
川
|
事
務
所
に

併
設

さ
れ

て
い

る
一

般
社

団

法
人

石
川

県
自

動
車

会
議

所
に

申
告
し
、

同
会

議
所

が
市

に
申

告
書

を
送
付

す
る
こ
と
と
な
る
。

闘争 卦 bラう省

減
免

の
概

要

区
分

対
象

減
免

額

公
益

減
免

公
益

の
た

め
直

接
専

用
す

る
も

の
と

認
め

る
軽

自
動

車
等

身
体

障
害

者
又

は
精

神
障

害
者

(
以

下
「身

体
障

害
者

等
J

と
い
う
。
)
が

所
有

す
る

軽
自

動
車

等
で

、
身

体
障

害
者

等
、
身

体
障

害
者

等
の

た
め

に
当

身
体

障
害

者
等

減
免

該
身

体
障

害
者

等
と

生
計

を
ー

に
す

る
者

又
は

当
該

身
体

障
害

者
等

の
た

全
額

め
に

当
該

身
体
|障

害
者
等
を

常
時

介
護

す
る

者
が

運
転

す
る

も
の

の
う

ち
、

市
長

が
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

も
の

(
1
台
に

限
る。

)

構
造

減
免

そ
の

構
造

が
専

ら
身

体
障

害
者

等
の

利
用

に
供

す
る

た
め

の
も

の
で

あ
る

軽
自

動
車
等

ア

オ
徴

収
等

(
地

方
税

法
第

4
4
5
条
及

び
第

4
4
6
条

、
条

例
第

69
条

及
び

第
70

条
の

2
)

普
通

徴
収

の
方

法
に

よ
っ

て
、

納
期

は
5
月

10
日
か
ら

同
月

31
日
ま
で
と
さ
れ
て
い
る
。

②
過

去
5
年

間
の
決

算
の
状

況

ー l ω 日 ー ー

期
件

又
は

円
)

~
 

減
免

事
由

公
益

減
免

身
体

陣
術
者

等
植

免
構

造
減

免
合

計

減
免

件
数

21
 

7
4
2
 

8
1

 
84

4
 

平
成

2
3
年

度
減

免
額

12
2
，
4
0
0
 

4
，
9
0
8
，
4
0
0
 

57
0
，
0
0
0
 

5
，
6
0
0
，
8
0
0
 

減
免

件
数

26
 

8
0
6
 

10
0 

9
3
2
 

平
成

2
4
年

度
減

免
額

14
5
，
6
00
 

4
，
4
4
8
，
8
0
0
 

1，
62
1
，
0
0
0
 

6
，
2
15

，
4
0
0
 

減
免

件
数

30
 

8
4
6
 

10
6 

98
2
 

平
成

2
5
年

度
減

免
額

17
4
，
4
0
0
 

5
，
6
6
0
，
6
0
0
 

74
6
，
6
00
 

6
，
5
8
1
，
6
0
0
 

平
成

2
6
年

度
減

免
件

数
3
1

 
9
4
0
 

11
5 

1
，
0
8
6

 

減
免

額
18

1，
6
0
0
 

6
，
32

5
，
4
0
0
 

8
0
4
，
2
0
0
 

7
，
3
11

，
2
0
0
 

減
免

件
数

35
 

1，
00
1 

13
0 

1，
16
6
 

平
成

2
7
年

度
減

免
額

2
10

，
4
0
0
 

6
，
8
14

，
4
0
0
 

91
3
，
5
00
 

7
，
9
38

，
3
0
0
 

(単
位

減
免

実
績

イ
(

単
位

台
又

は
千

円
)

区二
--
--
--
--
--
之と

平
成

2
3年

度
平

成
24

年
度

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
27

年
度

E県
税

台
数

測
定

額
眼

税
台

数
測

定
額

課
税

台
数

欄
定

額
眼

視
台

数
制

定
額

奴
税

台
数

測
定

額

胤動a転付車白限
5
0
c
c
以

下

16
，
0
9
0
 

16
，
0
9
0
 

15
，
3
7
2

 
15
，3

7
2

 
14
，
63

7
 

14
，6
3
7
 

13
，
9
4
8
 

13
，9
4
8
 

13
，
19
2 

13
，
19
2 

9
0
c
c
以

下
1，
15
7 

1，
3
8
8
 

1，
0
8
6
 

1，
3
0
3
 

1，
0
5
8
 

1，
2
6
9
 

1，
0
0
0
 

1，
2
0
0
 

93
1 

1，
11
7 

12
5c
c
以

下
1. 
2
2
5
 

1. 
9
6
0
 

1. 
35
1 

2.
16
2 

1. 
4
6
3
 

2.
34

1
 

1. 
5
5
7
 

2
.
4
9
1

 
1. 
6
7
2
 

2
.
6
7
5
 

ミ
ニ

カ
ー

18
1

 
4
5
3
 

17
8 

4
4
5

 
17
6 

4
4
0
 

18
4 

4
6
0
 

18
1 

4
5
3
 

小
宮
十

18
，
6
5
3
 

19
，
89
1 

17
，
9
8
7
 

19
，2
8
2
 

17
，
3
3
4
 

18
，6
8
7
 

16
，
6
8
9
 

18
，0
9
9
 

15
，9

7
6
 

[7
，
4
3
7
 

2
輪

(2
50

c
c
以

下
)

3
，
6
9
6
 

8
，
8
70

 
3
，
6
2
8
 

8
，
70

7
 

3
，
6
0
5
 

8
，6
5
2
 

3
.
5
6
3
 

8
.
5
5
1

 
3
，
5
5
7
 

8
，
53

7
 

2
輪

(
融

け
ん

引
車

)
3
5
6
 

85
4 

35
1 

8
4
2

 
3
5
7
 

8
5
7
 

35
1 

8
4
2
 

3
5
7
 

8
5
7
 

軽動車自

3
輪

17
 

53
 

17
 

5
3
 

16
 

5
0
 

13
 

4
0
 

13
 

4
0
 

乗
営

農
用

14
 

77
 

14
 

77
 

13
 

7
1

 
15
 

8
3
 

12
 

6
6
 

用
自

家
用

74
，9
2
6
 

5
3
9
，
4
6
7
 

77
，
3
3
6
 

5
5
6
.8
1
9
 

8
0
，
7
6
4
 

58
1
，5
01
 

84
，
3
4
7
 

6
0
7
，2
9
9
 

8
7
，
7
1
7
 

63
1
，
5
8
8
 

4
輪

貨物
歯

車
用

B
I
6
 

2
.
4
4
8
 

8
3
6
 

2
，5
0
8
 

8
1
9
 

2
，4
5
7
 

7
8
0
 

2
.
3
4
0
 

7
6
5
 

2
，
2
9
5
 

自
家

用
21

，
0
9
3
 

8
-1，

3
7
2
 

20
，
9
8
6
 

8
3
，9
44
 

20
，
6
8
2
 

8
2
，
7
2
8
 

20
，
5
8
6
 

8
2
，3
4
4
 

20
，
10
2 

80
，
4
1
0
 

小
計

10
0
，9
1
8
 

6
3
6
，
14
1 

10
3
，
16
8 

6
5
2
，9
5
0
 

10
6
，
2
5
6
 

6
7
6
，3
1
6
 

10
9
，
6
5
5
 

70
1
，4
9
9
 

11
2
，
5
2
3
 

7
2
3
，
7
9
3
 

3
4
6
 

5
5
4
 

3
5
6
 

5
7
0
 

3
6
2
 

5
7
9
 

3
6
7
 

5
8
7

 
3
7
8
 

6
0
5
 

1 ，
2
5
7
 

5
，
9
0
8
 

1，
2
9
3
 

6
.0
7
7
 

1，
3
4
5
 

6
，3
2
2
 

1，
3
8
2
 

6
，4
9
6
 

1，
4
5
2
 

6
，8
2
4
 

小
計

1，
5
0
3
 

6
，
4
6
2
 

1，
6
4
9
 

6
，6
4
7

 
1，
7
0
7
 

6
，9
01
 

1，
7
4
9

 
7
，0
8
3
 

1，
8
3
0
 

7
，
4
2
9
 

2
輪

小
型

自
動

車
(
2
5
0
c
c
趨

)
4
.
1
4
0
 

16
，
5
6
0
 

4
，
15
7 

16
，6
2
8
 

4
，
2
2
0
 

16
，8
8
0
 

4
，
2
4
0

 
16
，9
6
0
 

4
，
25

4
 

17
，
0
1
6
 

合
計

12
5
，
31
4 

6
7
9
，
0
5
4
 

12
6
，
96
1 

6
9
5
，5
0
7
 

12
9
，
5
1
7
 

7
18
，7
8
4
 

13
2
，
3
3
3
 

7
4
3
，6
4
1

 
13
4
，
5
8
3
 

7
6
5
，
6
7
5
 

納
税

義
務

者
数

(
人

)
9
6
，
5
3
5
 

9
7
，
6
0
6
 

9
9
，
4
3
6
 

10
1
，
2
5
0
 

10
2
，
75
8 

現
年

眼
視

分
調

定
額

の
内

訳
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②
減

免
に

つ
い

て

平
成

27
年

度
に

新
た

に
減

免
さ

れ
た

も
の

か
ら

、
無

作
為

に
26

件
(

公
益

減
免

2
件

、
身

体
障

害
者

等
減

免
2
0
件

、
構

造
減

免
4
件

)
を

抽
出

し
、

申
請

か
ら

承
認

ま
で

の
関

連
資

料
を

確
認

し
た

が
、

い
ず

れ
も

適
正

に
処

理
さ

れ
て

お
り

、
問

題
点

は
検

出
さ

れ
な

か
っ

た
。

し
か
し
、
よ
り
効
率
的
か
っ
正
確
な
事
務
を
徹
底
す
る
た
め
、
以
下
の
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る

。

近
年

の
減

免
実

績
を

確
認

し
た

と
こ

ろ
、

身
体

障
害

者
等

減
免

の
件

数
が

突
出

し
て

い
る

が
、

こ
の

区
分

に

よ
り

、
既

に
減

免
を

受
け

て
い

る
者

が
継

続
し

て
減

免
を

受
け

よ
う

と
す

る
場

合
は

、
申

請
事

項
に

変
更

が
な

い
限

り
、

毎
年

度
の

申
請

は
不

要
と

さ
れ

て
い

る
。

市
で

は
当

該
継

続
制

度
を

担
保

す
べ

く
、

毎
年

1
月

に
、

当
年

度
の

対
象

者
情

報
を

管
理

し
て

い
る

軽
自

動

車
税

減
免

決
定

一
覧

表
と

、
障

害
の

内
容

や
等

級
等

の
変

更
履

歴
を

管
理

し
て

い
る

障
害

者
等

異
動

者
リ

ス
ト

と
を

照
合

し
、

当
年

度
の

対
象

者
が

次
年

度
も

引
き

続
き

減
免

対
象

と
な

る
か

を
確

認
し

て
お

り
、

減
免

対
象

外
と

な
る

者
に

対
し

て
は

、
減

免
非

該
当

の
通

知
を

し
て

い
る

。

シ
ス
テ
ム
に
は
、
身
体
障
害
者
等
減
免
、
公
益
減
免
及
び
構
造
減
免
の

3
区
分
の
情
報
は
登
録
し
て
い
る
が
、

障
害

の
内

容
や

等
級

等
の

情
報

は
登

録
し

て
い

な
い

た
め

、
毎

年
、

次
年

度
の

一
覧
表
を
作
成
す
る
際
、

l
年

前
に

障
害

の
内

容
や

等
級

の
情

報
を

手
書

き
し

て
作

成
し

た
軽

自
動

車
税

減
免

決
定

一
覧

表
の

内
容

を
、

次
年

度
用

の
一

覧
表

に
、

全
て

転
記

す
る

こ
と
か
ら
作
業
を
始
め
て
い
る

。

身
体

障
害

者
等

減
免

の
件

数
は

毎
年

増
加

傾
向

に
あ

る
こ

と
か

ら
、

転
記

作
業

も
約

8
0
0
件

と
か

な
り

膨
大

で
あ

り
、

転
記

誤
り

や
転

記
漏

れ
が

生
じ

る
リ

ス
ク

も
大

き
く

な
っ

て
き

て
い

る
。

仮
に

、
誤

っ
た

情
報

を
転

記
し
た
場
合
は
、
入
念
な
確
認
、
作

業
を

行
わ

な
い

限
り

、
以

降
の

課
税

及
び

徴
収

に
誤

り
が

生
じ

る
恐

れ
が

あ

る
た

め
、

効
率

性
及

び
正

確
性

の
観

点
か

ら
、

シ
ス

テ
ム

で
の

一
括

処
理

や
デ

ー
タ

化
を

検
討

す
る

必
要

が
あ

る
。

ウ
減

免
に

係
る

事
務

の
流

れ

納
税

義
務

者
か

ら
提

出
さ

れ
た

減
免

申
請

書
を

受
け

付
け

、
減

免
の

要
件

を
満

た
す

か
審

査
す

る
。

要
件

を
満

た
し

た
場

合
は

、
減

免
決

定
と

な
り

、
申

請
者

に
対

し
て

減
免

決
定

通
知

書
を

送
付

す
る

。

(
2
 )

監
査

手
続

①
軽

自
動

車
税

の
課

税
事

務
に

つ
い

て
、

税
務

課
へ

の
質

問
及

び
関

連
資

料
の

閲
覧

を
行

う
こ

と
に

よ
り

、
概

要
を

把
握

し
た

。

②
納

税
義

務
者

の
特

定
が

適
正

に
行

わ
れ

、
申

告
さ

れ
た

内
容

が
シ

ス
テ

ム
に

適
正

に
入

力
さ

れ
て

い
る

か
機

認
す

る
こ

と
に

よ
り

、
軽

自
動

車
税

に
係

る
課

税
事

務
の

正
確

性
に

つ
い

て
検

証
し

た
。

③
軽
自
動
車
税
の
減
免
に
つ
い
て
、
平
成

27
年

度
に

新
規

で
申

請
の

あ
っ

た
も

の
か

ら
無

作
為
に
数
件
抽
出
し
、

申
請

か
ら

承
認

ま
で

の
手

続
が

適
正

に
行

わ
れ

て
い

る
か

検
証

し
た

。

④
市

の
窓

口
で

交
付

及
び

回
収

さ
れ

る
ナ

ン
バ

ー
プ

レ
ー

ト
(

標
識

)
の

管
理

が
適

正
に

行
わ

れ
て

い
る

か
検

言
正
し
た

。

閲
覧

資
料

市
税

概
要

、
軽

自
動

車
税

申
告

書
兼

標
識

交
付

申
請

書
、

軽
自

動
車

税
廃

車
申

告
書

兼
標

識
返

納

書
、
減

免
申

請
書

、
減
免

対
象

表
、
軽

自
動

車
税

申
告

書
(

報
告

書
)
、
軽
自
動

車
税

減
免

決
定

一

覧
表

、
障

害
者

等
異

動
者

リ
ス

ト
、

減
免

確
認

作
業

報
告

書
、
公

示
送

達
リ

ス
ト

、
決

裁
伺

書
等

卦 期bラ
【
意
見
]

軽
自

動
車

税
に

係
る

身
体

障
害

者
等

減
免

の
継

続
審

査
に

つ
い

て
は

、
効

率
性

及
び

正
確

性
の

観
点

か
ら

、
シ

ス

テ
ム

で
の

一
括

処
理

や
デ

ー
タ

化
を

検
討

す
る

必
要

が
あ

る
。

③
ナ

ン
バ

ー
プ

レ
ー

ト
の

管
理

に
つ

い
て

軽
自

動
車

等
の

う
ち

、
原

動
機

付
自

転
車

及
び

小
型

特
殊

自
動

車
を

購
入

、
廃

棄
、

譲
渡

し
た

場
合

や
、

所

有
者

が
転

入
及

び
転

出
し

た
場

合
は

、
市

の
窓

口
で

申
告

を
行

う
必

要
が

あ
り

、
こ

の
際

に
ナ

ン
バ

ー
プ

レ
ー

ト
の
交
付
や
回
収
が
行
わ
れ
る

。

交
付

前
の

ナ
ン

バ
ー

プ
レ

ー
ト

の
一

部
は
施
錠
保
管
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

一
部
は
デ
ス
ク
横
の
段
ボ
ー
ノ
レ

箱
で
保
管
さ
れ
て
お
り

、
回

収
済

み
の

ナ
ン

バ
ー

プ
レ

ー
ト

も
受

付
カ

ウ
ン

タ
ー

内
で

保
管

さ
れ

て
い

た
。
ま

た
、

交
付

前
の

ナ
ン

バ
ー

プ
レ

ー
ト
、
回
収
し
た
ナ
ン
バ

ー
プ
レ

ー
ト

を
管

理
す

る
た

め
の

台
帳

も
作

成
さ

れ

て
い

な
か

っ
た

。

交
付

前
の

ナ
ン

バ
ー

プ
レ

ー
ト

に
つ

い
て

は
、

連
番

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

事
後

的
に

紛
失

や
盗

難
が

確
認

さ

れ
る

可
能

性
は

あ
る

が
、

回
収

し
た

ナ
ン

バ
ー

プ
レ

ー
ト

に
つ

い
て

は
、

そ
の

台
帳

が
な

い
こ

と
か
ら
、
紛
失

や
盗

難
に

気
付

く
の

は
困

難
な

状
況

に
あ

る
。

紛
失

や
盗

難
の

リ
ス

ク
を

防
ぐ

た
め

に
も

、
ナ

ン
バ

ー
プ

レ
ー

ト
の

取
扱

い
に

関
す

る
方

針
を

明
確

に
定

め

る
ほ

か
、

管
理

台
帳

を
作

成
す

べ
き

で
あ

る
。

ま
た

、
回

収
時

に
は

ナ
ン

バ
ー

プ
レ

ー
ト

に
穴

を
開

け
、

再
利

用
が

で
き

な
い

よ
う

に
し

た
上

で
、

施
錠

可

(
 3
)

監
査

結
果

①
課

税
事

務
の

正
確

性
に

つ
い

て

原
動

機
付

自
転

車
、

軽
自

動
車

及
び

2
輸

の
小

型
自

動
車

に
つ

い
て

は
、

新
た

に
購

入
し

た
場

合
な

ど
所

有

し
た

時
点

で
所

有
者

や
販

売
者

等
か

ら
確

実
に

申
告

が
な

さ
れ

、
納

税
義

務
者

が
適

正
に

特
定

で
き

る
体

制
が

整
っ
て
お
り
、
ま
た
、
申
告
内
容
も
シ
ス
テ
ム
に
適
切
に
入
力
さ
れ
て
お
り
、
問
題
点
は
検
出
さ
れ
な
か
っ
た

。

し
か

し
、

農
耕

ト
ラ

ク
タ

ー
や

コ
ン

パ
イ

ン
、

フ
ォ

ー
ク

リ
フ

ト
等

の
小

型
特

殊
自

動
車

に
つ

い
て

は
、

所

有
し

た
時

点
で

申
告

が
必

要
で

あ
る

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

遅
れ

て
申

告
が

な
さ

れ
た

事
例

が
見

受
け

ら
れ

た
。

こ
れ

は
、

公
道

を
走

行
す

る
必

要
が

生
じ

た
た

め
、

申
告

に
来

た
も

の
で

あ
り

、
公

道
の

走
行

予
定

が
な

い
場

合
は

申
告

が
不

要
と

い
う

誤
っ

た
認

識
を

し
て

い
た

こ
と

に
よ

る
も

の
で

あ
っ

た
が

、
そ

も
そ

も
公

道
の

走
行

有
無

に
か

か
わ

ら
ず

、
所

有
し

た
時

点
で

申
告

が
必

要
と

い
う

制
度

の
周

知
が

十
分

に
な

さ
れ

て
い

な
い

た
め

に
生

じ
た

事
案

と
言

え
る

。

ま
ず

は
、

農
業

協
同

組
合

等
の

小
型

特
殊

自
動

車
の

販
売

庖
等

に
協

力
を

依
頼

し
、

販
売

時
に

お
け

る
購

入

者
へ

の
説

明
を

徹
底

す
る

ほ
か

、
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
や

ポ
ス

タ
ー

等
で

も
申

告
の

必
要

性
を

十
分

に
周

知
す

る
必

要
が
あ
る

。

【意
見】

小
型

特
殊

自
動

車
に

係
る

申
告

に
つ

い
て

は
、

販
売

庖
等

に
協

力
を

依
頼

し
、

販
売

時
に

お
け

る
購

入
者

へ
の

説

明
を

徹
底

す
る

ほ
か

、
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
等

に
お

い
て

も
申

告
の

必
要

性
を

十
分

に
周

知
す

る
必

要
が

あ
る

。
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5
 
市

た
ば

こ
税

(
1

 )
概

要

①
市

た
ば

こ
税

の
概

要

市
た

ば
こ

税
と

は
、
製

造
た

ば
こ

の
製

造
者

、
特

定
販

売
業

者
文

は
卸

売
販

売
業

者
が

市
内

の
小

売
販

売
業

者
に

製
造

た
ば

こ
を

売
り

渡
し

た
場

合
に

課
税

す
る

も
の

で
あ

る
。

な
お

、
た

ば
こ

の
製

造
及

び
流

通
に

は
、
市

た
ば
こ

税
の

ほ
か

、
地

方
税

法
第

7
4
条

の
規

定
に

基
づ

く
道

府

県
た

ば
こ

税
(

以
下

「県
た
ば
こ

税
」
と
い
う

。
)
、

た
ば
こ

税
法
等
に
基
づ
、
く
国
税
で
あ
る
た
ば
こ
税

(以
下

「国
た
ば
こ
税
」
と
し
づ

。
)

も
課

税
さ

れ
て

い
る

。

能
な
保

管
場

所
で

管
理

し
、

回
収

し
た

ナ
ン

バ
ー

プ
レ

ー
ト

を
処

分
業

者
に

売
却

す
る

際
も
、
引

き
渡
す
ナ
ン

ノ
〈
ー
プ
レ
ー

ト
の

一
覧

を
渡

す
な

ど
、
不
正
に
利

用
さ
れ
な

い
よ

う
厳

重
な

管
理

を
徹

底
す

る
必

要
が
あ
る

。

【意
見

】

ナ
ン

バ
ー

プ
レ

ー
ト

の
紛

失
や

盗
難

、
不

正
利

用
等

を
防

止
す

る
た

め
、

交
付

及
び

回
収

に
係

る
取

扱
方

針
を

明

確
に

定
め

る
ほ

か
、

管
理

台
帳

を
作

成
す

る
な

ど
、

厳
重

な
管

理
を

徹
底

す
る

必
要

が
あ

る
。

減 N ∞ 哩 ∞ 羽 E q ω

ア
納

税
義

務
者

(
地

方
税

法
第

4
6
5
条

、
条
例

第
74

条
)

製
造

た
ば

こ
の

製
造

者
、
特

定
販

売
業

者
又

は
卸

売
販

売
業

者

税
率

(
地

方
税

法
第

4
6
8
条

、
条

例
第

77
条
)

区
分

|
 
平

成
27

年
度

の
税

率

紙
巻

た
ば

こ
|
川

0
0
本
に
つ
き

5
，2

6
2
円

旧
3
級

品
の

紙
巻

た
ば

こ
1
1，
0
0
0
本
に
つ
き

2
，4

9
5
円

イ

闘争 う省 卦

紙
巻

た
ば

こ
と

は
、パ

イ
プ

た
ば

こ
、葉

巻
た

ば
こ

及
び
刻

み
た

ば
こ

の
喫
煙

用
の

製
造

た
ば

こ
の

ほ
か

、

か
み

用
の

製
造

た
ば

こ
、

か
ぎ

用
の

製
造

た
ば

こ
の

こ
と

で
あ

る
。

旧
3
級

品
の

紙
巻

た
ば

こ
と

は
、

専
売

納
付

金
制

度
下

に
お

い
て

3
級

品
と

さ
れ

て
い

た
、

わ
か

ば
、

し

ん
せ
い

、
エ
コ
ー

、
ゴ
ー
ル
デ
ン
パ
ッ
ト

、ノ
ミ
イ

オ
レ

ッ
ト

及
び

う
る

ま
の

6
銘

柄
の

こ
と

で
あ

る
。

な
お

、
平

成
2
7
年

度
に

お
け

る
市

た
ば
こ

税、
県

た
ば

こ
税

及
び

国
た

ば
こ

税
の

全
体

は
以
下
の
と
お
り

で
あ
る

。
bラ 期

区
分

た
ば
こ

1.
0
0
0
本

に
つ
き

紙
巻

た
ば

こ
旧

3
級

品
の

紙
巻

た
ば

こ

市
た
ば
こ

税
5
，
26

2
円

2
，4
9
5
円

県
た
ば
こ

税
86

0
円

4
11

円

固
た

ば
こ

税
6
，
12
2
円

2
，9

0
6
円

言十
12
，2
4
4
円

5
，8

12
円

ま
た

、
旧

3
級

品
の

紙
巻

た
ば

こ
に

係
る

市
た

ば
こ

税
に

つ
い

て
は

、
平
成

28
年
度
よ
り

、
以

下
の

と
お

り
段

階
的

に
税

率
が

改
正

さ
れ

て
い

る
。

区
分

1，
0
0
0
本
に
つ
き

ウ
申

告
(
地

方
税

法
第

4
73

条
、

条
例

第
8
0
条
)

納
税

義
務

者
は

、
毎
月

1
か

月
分

の
売

渡
し

本
数

の
合

計
数

及
び

こ
れ

に
係

る
税

額
を

記
載

し
た

申
告

書

を
翌

月
末

ま
で

に
市

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
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ま
た

、
市

で
は

、
こ
れ

ら
の

確
認

の
ほ

か
、
納
税

義
務

者
ご

と
に

前
月

比
及

び
前

年
同

月
比

の
比
較

を
行

い
、

大
き

な
増

減
が

な
い

か
の

確
認

を
行

っ
て

お
り

、
申

告
内

容
の

正
確

性
を

客
観

的
な
視

点
で

も
検

証
し
て
い
る

と
言
‘え

る
。

エ
徴

収
等

(
地

方
税

法
第

4
72

条
、

条
例

第
7
9
条
)

申
告

納
付

の
方

法
に

よ
っ

て
、

徴
収

す
る
。

減 N ∞ 哩 ∞ 羽 E q ω

(1
ji
位

千
円

)

注
ぐ

捌
定

額
収

入
額

不
納
欠
t
t
1
額

収
入

来
済

額

現
年

課
税

分
滞

納
繰

趨
分

計
製
作

Z
齢
俊
分

滞
納
繰
越
分

計
現
'
"
課
税
分

滞
納
繰

III
分

官十
E見

年
敵
役
分

滞
納
繰

III
分

百十

平
成

23
年

度
3.
54
8.

18
3 

27
1 

3
.
5
4
8
.
2
1
0
 3
.
5
4
7
.
9
0
6
 

10
1 

3
.
5
4
7
.9

16
 

27
7 

17
 

2
9
4
 

平
成

24
'手

且
=

3
，4
91

，3
33
 

29
3 

3
，4
91

，6
2
6
 3
，4

9
1，
3
3
3
 

29
3
1

 3
.
4
9
1.
62
6 

平
成

25
年

度
3
，7

9
8
，9
27
 

-
1

 3
.
7
9
8
.
9
2
7
 3
，7

9
8
，9
27
 

-
1

 3
.
7
9
8
.
9
2
7
 

平
成

2
6
年

度
3
.6
7
9
.1
70
 

-
I

 3
.6
7
9
.1
70
 3
，6

7
9
，
17
0 

-
I

 3
.6
7
9
.1

70
 

平
成

27
年

度
3
，6
0
0
，3
29
 

-
I

 3
，6
0
0
，

 
32
9 
3
.
6
0
0
，3
2
9
 

3
.
6
0
0
，3
2
9
 

~
過
去

5
年
間
の
決
算
の
状
況

闘争

{
単

位
入

、
千

本
、

千
円

)

よ
て

納
税

品
務

者
数

紙
巻

た
ば

こ
旧

3
級

品
の

紙
巻

た
ば

こ
合

計

必
捜

し
本

数
制

定
制

フ
ヒ
渡
し
本
数

制
定

額
先

渡
し

本
数

制
定

制

平
成

23
年

度
9
 

7
5
8
.
9
19
 

3
.5
0
3
.8
7
4
 

2
0
.2
3
3
 

44
.
30
9 

7
7
9
，
15
2 

3
.5
4
8
.
1
8
3
 

平
成

2
4
~
主
度

8
 

7
4
5
，
14
4 

3
，4
41

，0
74
 

2
2
.
9
4
9
 

5
0
.
2
5
9
 

7
6
8
，0

9
3
 

3
，4
91

，3
3
3
 

平
成

25
年

度
8
 

7
1
7
，8

4
0
 

3
，7

3
8
，7
52
 

24
，3

5
3
 

6
0
，
17
5 

7
4
2
，
19
3 

3
，7
9
8
，9
2
7
 

平
成

2
6
年

度
9
 

6
8
7
，2

5
3
 

3
，6

16
，3
2
3
 

2
5
，
18
9 

6
2
，8
4
7
 

7
12
.
4
4
2
 

3
.6
7
9
，
17
0 

平
成

2
7
年

度
10
 

6
7
2
，2

7
2
 

3
，
5
3
7
，4

98
 

2
5
，
18
3 

6
2
.
8
3
1
 

6
9
7
，4

5
5
 

3
，6

0
0
，3

2
9
 

現
年

謀
説

分
制

定
額

の
内

訳

う省 卦 bラ

③
課

税
事

務
の

流
れ

市
は

、
申

告
さ

れ
た

内
容

が
正

確
か

ど
う

か
、

石
川

県
か

ら
提

供
さ

れ
る

た
ば

こ
税

市
町

村
別

事
業

者
別

売

渡
本

数
明

細
表

と
の

突
き

合
わ

せ
に

よ
り

確
認

し
て

い
る

。

な
お

、
国

た
ば

こ
税

と
県

た
ば

こ
税

も
同

じ
課

税
客

体
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
市

た
ば

こ
税

の
売

渡
し

本
数

に

つ
い
て
の
実
態
調
査
は
行
っ
て
は
い
な
い
。

期

(
2
 )

監
査
手
続

①
市

た
ば

こ
税

の
課

税
事

務
に

つ
い

て
、
税

務
課

へ
の

質
問
及

び
関

連
資

料
の

閲
覧

を
行

う
こ

と
に

よ
り

、
概

要
を

把
握

し
た

。

②
平

成
2
7
年

度
分

の
申

告
書

と
石

川
県

か
ら

提
供

さ
れ

る
た

ば
こ

税
市

町
村

別
事

業
者

別
売

渡
本

数
明
細

表

を
照

合
す

る
こ

と
に

よ
り

、
課

税
事
務

の
正

確
性

を
検

証
し

た
。

閲
覧
資

料
市

税
概

要
、

市
町

村
た

ば
こ
税

の
申

告
書

、
課

税
申

告
書

一
覧

、
た

ば
こ

税
市

町
村

別
事

業
者

別

売
渡

本
数

明
細

表
等

(
3
 )
監
査
結

果

①
課

税
事

務
の

正
確

性
に

つ
い

て

金
沢

市
に

お
け

る
平

成
2
7
年

度
の

市
た

ば
こ

税
の

納
税

義
務

者
は

10
人

で
あ

り
、

そ
れ

ら
全

て
の

申
告

書

と
石

川
県

か
ら

提
供

さ
れ

る
た

ば
こ

税
市

町
村

別
事

業
者
別

売
渡

本
数

明
細

表
が

一
致

し
て

い
る

か
確

認
し

た

が
、
突

合
す

べ
き

数
値

は
、
全
て

致
し
て
お
り

、
問

題
点

は
検
出
さ
れ
な
か
っ
た
。
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②
過

去
5
年

間
の

決
算

の
状

況
6

 
入

湯
税

(
1
)
概
要

①
入

湯
税

の
概

要

入
湯

税
と

は
、

鉱
泉

浴
場

の
入

湯
客

に
対

し
て

課
税

す
る

も
の

で
あ

り
、

環
境

衛
生

施
設

、
鉱

泉
源

の
保

護

管
理

施
設

及
び

消
防

施
設

そ
の

他
消

防
活

動
に

必
要

な
施

設
の

整
備

並
び

に
観

光
の

振
興

に
要

す
る

費
用

に
充

て
る

た
め

に
設

け
ら

れ
た

目
的

税
で

あ
る

。

減 N ∞ 哩 ∞ 羽 E q ω

ア
納

税
義

務
者

(
地

方
税

法
第

70
1
条

、
条

例
第

11
7
条
)

鉱
泉

浴
場

の
入

湯
客

税
率

(
地

方
税

法
第

70
1
条
の

2
、

条
例

第
11
7
条
の

3
)

 

区
分

|
 

税
率

宿
泊

の
場

合
I

 
1
泊
に
つ
き

問
円

日
帰
り
の
場
合

I
 
1
回
に
つ
き

10
0
円

イ

闘争

③
課

税
事

務
の

流
れ

入
湯

税
の

特
別

徴
収

義
務

者
で

あ
る

公
衆

浴
場

の
経

営
者

等
か

ら
、

毎
月

提
出

さ
れ

る
納

入
申

告
書

に
基

づ

き
、

日
々

の
入

湯
客

数
、

入
湯

税
額

等
の

内
容

を
精

査
し

た
上

で
、

賦
課

決
定

を
行

う
。

う省 卦 bラ

(
2
)

捻
査

手
続

①
入

湯
税

の
課

税
事

務
に

つ
い

て
、

税
務

課
へ

の
質

問
及

び
関

連
資

料
の

閲
覧

を
行

う
こ

と
に

よ
り

、
概

要
を

把
握

し
た

。

ウ
課

税
免

除
(

条
例

第
11
7
条

の
2
、

施
行

規
則

第
14

条
の

2
)

 

以
下

の
者

に
は

、
入

湯
税

が
課

税
さ

れ
な

い
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
。

年
齢

12
歳

未
満

の
者

u
 
共

同
浴

場
又

は
般

公
衆

浴
場

に
入

湯
す

る
者

出
学
校
(
学
校
教
育
法
第

1
条
に
規
定
す
る
学
校
(
大
学
を
除
く

。
)
を
い
う

。
)
の
行
事
と
し
て
行
わ
れ

る
修

学
旅

行
等

で
教

職
員

が
引

率
し

て
行

わ
れ

る
も

の
に

参
加

す
る

児
童

、
生

徒
又

は
学

生

lV
 

日
帰

り
の

入
湯

に
係

る
料

金
の

額
が

し
00
0
円

以
下

(
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
の

額
を

除
い

た
金

額
)

の
鉱

泉
浴

場
に

日
帰

り
で

入
湯

す
る

者

期

②
特

別
徴

収
義

務
者

が
、

入
湯

客
数

を
正

確
に

把
握

し
た

上
で

、
申

告
し

て
い

る
か

検
証

し
た

。

関
覧

資
料

。
市

税
概

要
、

入
湯

税
納

入
申

告
書

、
入

湯
税

納
入

明
細

書
、

入
湯

税
に

係
る

特
別

徴
収

義
務

者
の

経
営

申
告

書
、

入
湯

税
申

告
一

覧
、

入
湯

税
の

取
扱

い
の

お
知

ら
せ

等

③
特
別

徴
収

義
務

者
を

正
確

に
把

握
し

て
い

る
か

検
証

し
た

。
エ

申
告

(
地

方
税

法
第

70
1
条

の
4
、

条
例

第
11
7
条
の

5
)

鉱
泉

浴
場

の
経

営
者

等
は

、
毎

月
15

日
ま
で
に
、
前
月

l
日

か
ら

同
月

末
日

ま
で

に
徴

収
す

べ
き

入
湯

税

に
係

る
課

税
標

準
額

、
税

額
そ

の
他

必
要

な
事

項
を

記
載

し
た

納
入

申
告

書
を

市
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら

な
い

。

(
3
)

監
査

結
果

①
入

湯
客

数
の

把
握

に
つ

い
て

入
湯

税
は

、
特

別
徴

収
義

務
者

か
ら

の
入

湯
客

数
及

び
徴

収
額

の
申

告
に

よ
り

納
付

さ
れ

る
が

、
申

告
書

に

は
、

日
ご

と
の

入
湯

客
数

及
び

税
額

等
が

記
載

さ
れ

て
い

る
。

こ
の

申
告

制
度

を
担

保
す

べ
く

、
条

例
第

11
7
条

の
8
に

お
い

て
は

、
特

別
徴

収
義

務
者

に
対

し
て

、
毎

日

の
入

湯
客

数
、

入
湯

料
金

及
び

入
湯

税
額

を
記

載
し

た
帳

簿
の

作
成

と
1
年

間
の

保
存

義
務

を
課

し
て

い
る

。

し
か

し
、

市
で

は
実

際
に

申
告

さ
れ

た
内

容
と

帳
簿

の
突

き
合

わ
せ

を
行

っ
て

お
ら

ず
、

帳
簿

が
正

し
く

作

成
さ
れ
て
い
る
か
確
認
す
る
た
め
の
実
地
調
査
も
行
っ
て
い
な
し
、

。

ま
ず
は
、
特
別
徴
収
義
務
者
に
対
す
る
実
地
調
査
を
行
い
、
入
湯
税
に
係
る
帳
簿
に
記
載
さ
れ
た
入
湯
客
数
、

入
湯

料
金

及
び

入
湯

税
額

と
、

売
上

記
録

等
が

記
載

さ
れ

た
会

計
帳

簿
と

の
突

き
合

わ
せ

に
よ

り
、

申
告

内
容

の
正

確
性

を
検

証
す

る
必

要
が

あ
る

。

オ
徴

収
等

(
地

方
税

法
第

70
1
条
の

3
及

び
第

70
1
条

の
4
、
条
例
第

11
7
条
の

4
及

び
第

1
17

条
の

5
)

入
湯

税
は

、
特

別
徴

収
の

方
法

に
よ

っ
て

徴
収

す
る

。
鉱

泉
浴

場
の

経
営

者
は

特
別

徴
収

義
務

者
と

し
て

指
定

さ
れ

、
入

湯
客

か
ら

入
湯

税
を

徴
収

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
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市
は

、
毎

年
3
月

上
旬

に
、

特
別

徴
収

義
務

者
に

対
し

て
、

制
度

内
容

を
文

書
に

て
周

知
し

て
い

る
が

、
十

分
に

制
度

が
理

解
さ

れ
て

お
ら

ず
、

ま
た

、
市

と
し

て
も

、
そ

の
状

況
を

抱
握

し
て

い
な

か
っ

た
と

言
わ

ざ
る

を
得

な
い

。

今
回

の
事
例

を
踏

ま
え

、
改

め
て

、
特

別
徴

収
義

務
者

そ
の

他
鉱

泉
浴

場
の

経
営

者
に

対
し

て
制

度
を

分
か

り
や

す
く

丁
寧

に
周

知
す

る
と

と
も

に
、

実
態

調
査

を
適

宜
実
施

す
る

な
ど

、
申

告
漏

れ
を

防
ぐ

た
め

の
対

策

を
講

じ
る

必
要

が
あ

る
。

【意
見】

特
別

徴
収

義
務

者
に

対
す

る
実

地
調

査
を

行
い

、
入

湯
税

に
係

る
帳

簿
と

、
会

計
帳

簿
と

の
突

き
合

わ
せ

に
よ

り
、

申
告

内
容

の
正

確
性

を
検

証
す

る
必

要
が

あ
る

。
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【意
見】

特
別

徴
収

義
務

者
等

に
対

し
て

、
分

か
り

や
す

く
丁

寧
に

制
度

を
周

知
す

る
と

と
も

に
、

実
態

調
査

を
適

宜
実

施

す
る

な
ど

、
申

告
漏

れ
を

防
ぐ

た
め

の
対

策
を

講
じ

る
必

要
が

あ
る

。

②
特
別

徴
収

義
務

者
の

把
握

に
つ

い
て

入
湯
税

は
、

特
別

徴
収

の
方

法
に

よ
り

徴
収

さ
れ

る
こ

と
か
ら

、
特

別
徴

収
義

務
者

が
正

確
に

把
握

さ
れ

て

い
る
必

要
が

あ
る

。

入
湯
税

の
対

象
と

な
る

鉱
泉

浴
場

を
経

営
し

よ
う

と
す

る
者

は
、

市
に

経
営

申
請

書
を

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
が

、
市

で
は

こ
の

他
に
も

、
鉱

泉
浴

場
経

営
者

か
ら

保
健
所

に
別

途
提

出
さ

れ
る

温
泉

利
用

許
可

書
の

確
認

、
新

聞
広

告
や

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

な
ど

に
よ

り
、

特
別

徴
収

義
務

者
の

把
握

に
努

め
て

い
る

。

特
別

徴
収

義
務

者
か

ら
の

月
々

の
徴

収
記

録
と

し
て

作
成

さ
れ

て
い

る
申
告

書
一

覧
を
閲
覧
し
た
と
こ
ろ
、

鉱
泉

浴
場

経
営

者
A

が
記

載
さ

れ
て

い
た

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

同
様

の
業

態
で

あ
る

B
の

記
載

が
な

か
っ

た
た

め
、

入
湯

税
の

対
象

施
設

が
ど

の
よ

う
に

判
断

さ
れ

る
か

、
そ

の
基

準
を

確
認

し
た

。

闘争
|

 
入

湯
税
の

問
|

 
う省 卦

l
IDll'm

:5tl~ 

N
o
 

|
鉱

泉
伽

|
 

↓
Y
e
s
 

ム
透
盈
2
主
盆

一
般

公
衆

浴
場

か

(物
価

統
制

令
に

よ
り

入
浴

料
金

が
統

制
さ

れ

て
い

る
か

)

ー l 品。 ーー
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|

 課
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Y
e
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Y
e
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 課

税
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Y
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(1
，0
0
0
円
超

)

昨 町 小
免

税
課

下

o 以

N 円
↓ ∞  

ハ リ

入
湯
料

金
が

、
税

抜
で

1，
0
0
0

円
を

超
え

る
施

設
か
。

も
し

く
は

税
抜

で
1，
0
0
0

円
を

超
え

る

場
合

が
あ

る
施

設
か
。

B
が

経
営

す
る

鉱
泉

浴
場

は
、

一
般

公
衆

浴
場

で
は

な
く

、
宿

泊
施

設
も

所
有

し
て

お
ら

ず
、

ま
た

、
入

湯

料
金

が
税

抜
で

1，
0
00

円
以

下
で

あ
っ

た
こ

と
か

ら
、
課

税
免

除
と

判
断
さ

れ
て

い
た

。

し
か
し

、
B

は
、
開

業
後

、
宿

泊
施

設
を

新
た

に
設

置
し

て
い

た
た

め
、

詳
細

に
調

査
し

た
と

こ
ろ

、
宿

泊

施
設

の
設

置
に
伴

い
、

課
税
対

象
と

な
る

こ
と

が
判

明
し
た
ほ
か
、

料
金

体
系

の
面

か
ら
も
、

開
業

当
初

か
ら

一
部

課
税

対
象

と
な

る
可

能
性

が
あ

る
こ

と
が

判
明

し
た

。

宿
泊

施
設

の
設

置
に

関
し
て
は

、
頻

繁
に

行
わ

れ
る

こ
と
で

は
な

い
が

、
料
金

体
系

の
変

更
は

、
社
会

経
済

情
勢

の
変

化
等

に
伴

い
、
今

後
、

他
の
施

設
で

も
発

生
す

る
可

能
性

が
あ

る
と

考
え

ら
れ

る
。
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区
分

象
適

用
の

有
無

N
o
 

対
資
産
害

11
従

業
者

割

9
 

保
護

施
設

有
有

10
 

小
規
模

保
育

事
業

用
施

設
有

有

11
 

児
童

福
祉

施
設

有
有

12
 

認
定

こ
ど

も
園

有
有

13
 

老
人

福
祉

施
設

有
有

14
 

障
害

者
支

援
施

設
有

有

15
 

社
会

福
祉

事
業

用
施

設
有

有

16
 

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

有
有

家
庭

的
保

育
事

業
・
居

宅
訪

問
型

保
育

事
業

・
事

有
有

17
 

業
所

内
保

育
事

業
用

施
設

都
18

 
卸

売
市

場
等

有
有

市
19
 

葬/
¥供

給
事

業
用

施
設

有
有

施
2
0
 

電
気

事
業

用
施

設
有

有

設
2
1

 
ガ

ス
事

業
用

施
設

有
有

2
2
 

鉄
道

事
業

用
施

設
有

有

2
3
 

一
般

貨
物

自
動

車
運

送
事

業
等

施
設

有
有

2
4
 

自
動
車
タ
ー
ミ
ナ
/
レ
用
施
設

有
有

2
5

 
国

際
路

線
航

空
事

業
用

施
設

有
有

2
6
 

特
定

事
業

者
の

電
気

事
業

用
施

設
有

有

2
7

 
一

般
信

書
便

事
業

の
用

に
供

す
る

施
設

有
有

2
8
 

郵
便

事
業

用
施

設
有

有

2
9
 

路
外

駐
車

場
有

有

3
0

 
原

動
機

付
自

転
車

等
駐

車
場

有
有

3
1

 
両

速
道

路
事

業
用

施
設

有
有

3
2
 

農
林

漁
業

生
産

施
設

有
有

股
林

漁

3
3
 

農
業

協
同

組
合

等
共

同
利

用
施

設
有

有
業

関
連

3
4
 

農
業

倉
庫

有
有

中
小

企
3
5
 

経
営

基
猿

強
化

事
業

用
施

設
有

有

業
関

連
3
6
 

中
小

企
業

向
度

化
事

業
用

施
設

有
有

3
7

 
公

衆
浴

場
有

有
そ

勤
労

者
の

福
利

厚
生

施
設

有
有

3
8
 

の
3
9
 

消
防

用
設

備
等

及
び

防
災

施
設

等
有

他
4
0
 

港
湾

運
送

事
業

用
施

設
有

7
 
事

業
所

税

(
1
 )
概

要

①
事

業
所

税
の

概
要

事
業

所
税

と
は

、
市

内
の

事
務

所
や

事
業

所
に

お
い

て
事

業
を

行
う

法
人

等
に

対
し

て
課

税
す

る
も

の
で

あ

り
、

事
業

所
床

面
積

に
課

税
す

る
資

産
害

11
と

、
従

業
者

給
与

総
額

に
課

税
す

る
従

業
者

割
が

あ
る

。

事
業

所
税

は
、

人
口

や
企

業
が

過
度

に
都

市
部

に
集

中
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
発

生
す

る
交

通
問

題
や

公
害

問

題
、

ご
み

処
理

の
問

題
な

ど
、

い
わ

ゆ
る

都
市

問
題

の
解

決
を

図
り

、
都

市
環

境
の

整
備

及
び

改
善

に
必

要
な

費
用

に
充

て
る

た
め

に
設

け
ら

れ
た

目
的

税
で

あ
り

、
人

口
3
0
万

人
以

上
の

都
市

等
が

課
税

団
体

と
な

っ
て

い

る
。 ア

納
税

義
務

者
(

地
方

税
法

第
70
1
条

の
3
2
、

条
例

第
11
7
粂

の
10

)

市
内

の
事

務
所

又
は

事
業

所
に

お
い

て
事

業
を

行
う

法
人

又
は

個
人

イ

従
業

者
給

与
総

額
の

0
.
2
5
%

な
お

、
資

産
割

に
つ

い
て

は
、

法
人

の
場

合
は

事
業

年
度

終
了

の
日

現
在

、
個

人
の

場
合

は
12

月
3
1
日

現
在

に
お

け
る

事
業

所
床

面
積

が
課

税
標

準
と

な
り

、
従

業
者

君
主

|
に

つ
い

て
は

、
法

人
の

場
合

は
事

業
年

度

中
に

、
個

人
の

場
合

は
1
月

1
日
か
ら

12
月

3
1
日

ま
で

に
支

払
わ

れ
た

従
業

者
給

与
総

額
が

課
税

標
準

と

な
る

。

ま
た

、
地

方
税

法
第

7
0
1
条

の
4
3
及

び
条

例
第

1
17

条
の

16
の

規
定

に
基

づ
き

、
資
産
審
lは

事
業

所
床

面
積

が
1，
0
0
0
rrf
以

下
の

場
合

、
従

業
者
害

11
は
従

業
者

数
が

10
0
人

以
下

の
場

合
、
課

税
さ

れ
な

い
。

ウ
非

課
税

(
地

方
税

法
第

70
1
条

の
34
)

事
業

所
税

の
非

課
税

の
対

象
と

な
る

の
は

、
以

下
の

と
お

り
全

4
0
種

類
あ

り
、

地
方

税
法

で
規

定
さ

れ
て

し、
る

。

エ
申

告
(

地
方

税
法

第
70

1
条

の
4
6
及

び
第

70
1
条

の
4
7
、

条
例

第
11
7
条

の
18
)

納
税

義
務

者
が

法
人

の
場

合
、

事
業

年
度

終
了

の
日

か
ら

2
か

月
を

経
過

し
た

日
の

前
日

ま
で

に
申

告
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
個

人
の

場
合

は
、

各
個

人
に

係
る

課
税

標
準

の
算

定
期

間
の

属
す

る
年

の
翌

年
3
月

区
分

対
象

適
用

の
有

無
N
o
 

資
産
寄
l

従
業

者
割

国
1

 
国

及
び

公
共

法
人

有
有

等
2
 

公
益

法
人

等
有

有

3
 

教
育

文
化

施
設

有
有

都
4
 

と
畜
場

有
有

市
5
 

死
亡

獣
畜

取
扱

場
有

有

施
6

 
水

道
施

設
有

有

設
7

 
一

般
廃

棄
物

処
理

施
設

有
有

8
 

病
院

・
診

療
所

等
有

有
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-
建

築
確

認
申

請
が

出
さ

れ
た

事
業

所
用

家
屋

を
把

握

賃
貸

減 N ∞ 哩 ∞ 羽 E q ω

~
l 

次
回

申
告

書
発

送
時

に
通

知
|

 

※
資

産
割

の
免

税
点

は
、

事
業

を
行

っ
て

い
る

自
己

所
有

及
び
賃
借
家
屋
の
床
面
積
を
合
算
し
て
判
定
す
る
。

一
一
一
一
川

家
屋

デ
ー

タ
と

し
て

蓄
積

|
 

以
下

イ
建

築
確

認
申

請
の

確
認

新
築

増
築

事
業

所
用

家
屋

の
把

握

1
5
日

ま
で

に
申

告
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

な
お

、
免

税
点

以
下

の
場

合
で

あ
っ

て
も

、
課

税
標

準
の

算
定

期
間

の
末

日
に

お
い

て
事

業
所

床
面

積
が

8
0
0
 rrf

超
又

は
従

業
者

数
が

8
0
人

超
の

場
合

は
、

申
告

す
る

必
要

が
あ

る
。

オ
徴

収
等

(
地

方
税

法
第

7
0
1
条

の
4
6
及

び
第

7
0
1
条

の
4
7
、

条
例

第
1
1
7
条

の
1
8
)

申
告

納
付

の
方

法
に

よ
っ

て
、

徴
収

す
る

。

②
過

去
5
年

間
の

決
算

の
状

況

闘争
ま

た
、

課
税

客
体

を
確

実
に

把
握

す
る

た
め

、
毎

年
、

固
定

資
産

税
の

家
屋

名
寄

せ
か

ら
、

事
業

所
用

家

屋
を

8
0
0
rrf
以

上
所

有
し

て
い

る
者

を
抽

出
し

、
事

業
所

税
の

申
告

の
有

無
を

確
認

し
て

い
る

。

(
単

位
円

、
千
d

、
千

円
}

割
句

Z
飢

脱
分

制
定

額
の

内
駅

う省 卦

④
減

免
制

度

事
業

所
税

は
、

条
例

第
1
1
7
条

の
2
1
及

び
施

行
規

則
第

1
5
条

の
3
に

お
い

て
、

減
免

制
度

が
規

定
さ

れ
て

お
り

、
減

免
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
、

納
期

限
ま

で
に

減
免

申
請

書
を

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

ぷ
資

産
制

従
業

者
御
l

Aロ
~
ι
 

l
 

何
聖
女

床
本
業
而
所積

眼
担

傑
術

開
定

制
ドi

数
給

与
総

額
眼
視
際
金
値

制
定

制
件

数
制

定
制

平
成

2
3
年

度
1，
05
4 

4
，
52

7
 

3
，
42
0 

2
，
04
6
，
93
1 

18
4
1
 
16
4
，
74
1
，0
72
 

14
2
，
02
8
，
64
1 

35
5
，0
67
 

1，
23
8 

2
，
40
1
，
99
8 

平
成
24
年

度
1，
03
4 

4
，
63
6 

3
，
47
9 

2
，
08
7
，
15
9
 

19
41
 

16
8
，
97
8
，
20
2 

14
4
，
05
6
，
14
0 

36
0
，
13
5 

1，
22
8 

2.
44
7
，
29
4 

平
成
25
年

度
1，
03
3 

4
.
6
1
3
 

3
，
44

<1 
2
.
0
6
5
.
7
0
4
 

18
9
1
 
16
0
，
36
3
，
19
0 

13
9.
23
3.
09
6 

34
7
，
37
1 

1，
22
2 

2.
41
3
，
07
5 

平
成

26
i f
.度

1，
03
5 

4
，
66
3 

3
，
50
0 

2
，
09
9
，
70
4 

18
6
1
 
16
1
，
92
2
，6
34
 

14
0
，
37
1
，
05
7 

35
0
，
9
2
3
 

1，
22
1 

2
，
4
5
0
，
62
7 

平
成
2
7年

度
1， 
04
2 

4.
76
3
 

3.
55
6 

2
，
13
1
，
6
0
8
 

18
11
 

16
9
，
35
2
，
52
5 

14
6
，
78
0
，
0
5
6
 

36
6
，9
4
5
 

1.
22
3 

2
.
4
9
8
，
55
3 

bラ 期
減

免
の

対
象

と
な

る
施

設
等

減
免

事
由

減
免

額

災
害

に
よ

り
著

し
い

被
害

を
受

け
災

害
免

除
市

長
が

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
傾

た
事

業
所
用

家
屋

学
術

文
化

の
振

興
等

に
寄

与
す

る
指

定
自

動
車

教
習

所
資
産
審
l及

び
従

業
者

割
の

2
分

の
1
の
額

も
の

と
認

め
ら

れ
る

施
設

資
産

割
及

び
従

業
者

割
に

、
学

校
利

用
申
l

学
生

の
旅

行
の

用
に

供
さ

れ
る

施
設

合
に

2
分

の
1
を

乗
じ

て
得

た
制

合
を

乗

じ
た
領

中
小
企
業
対
策
等
の
産
業
仮
!
l
I
l
政

卸
売

業
に

係
る

酒
類

保
管

倉
庫

資
産
調
|
の

2
分

の
1
の

額

策
上

特
に

配
慮

の
必

要
が

あ
る

と
タ

ク
シ

ー
の

台
数

が
2
5
0
台
以

下
で

あ
る

も
の

資
産
調
l及

び
従

業
者

割
の

全
額

認
め

ら
れ

る
施

設
中

小
企

業
近

代
化

資
金

等
助

成
法

融
資

施
設

資
産

~I
及
び
従
業
者
割
の
全
額

産
業

阪
興

資
金

融
資

条
例

に
基

づ
く

融
資

施
設

資
産

t~
1及
び
従
業
者
割
の

3
分
の

2
の
額

市
分
設
工
業
団
地
内
(
中
小
企
業
)

資
産
寄
|
及
び
従
業
者
割
の

3
分

の
2
の
額

市
分
綴
工
業
団
地
内
(
大
企
業
)

資
産
齢
l及

び
従

業
者

割
の

2
分

の
1
の
椋

繊
維

製
品

原
材

料
保

管
施

設
資
産
jljll
及

び
従

業
者

割
の

2
分

の
1
の
額

農
林

漁
業

協
同

組
合

連
合

会
の

共
同

利
用

施
設

資
産
寄
l及

び
従

業
者

割
の

全
額

統
合

前
に

免
税

点
以

下
で

あ
っ

た
農

協
組

合
施

設
資
産
審
|
の
全
額

生
鮮

2
品
(
生
鮮
魚
介
類
野
菜
)
の
販
売
庖
舗

資
産

¥':'
1
の

2
分

の
l
の

額

減
免

の
概

要
ア

③
課

税
事

務
の

流
れ

法
人

等
に

よ
り

事
業

年
度

が
異

な
る

こ
と

か
ら

、
事

業
所

税
の

諜
税

事
務

は
月

単
位

を
基

本
と

し
て

お
り

、

そ
の

概
要

は
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。 -
初

申
告

、
床

面
積

の
増

減
、

減
免

等
は

併
せ

て
通

知 -
随

時
電

話
催

告

・
必
要
に
応
じ
て
文
害
、

訪
問

に
よ

る
催

告

-
決

算
期

末
日

の
2
か

月
後

・
減

免
受

付
(

納
期

限
ま

で
)

査正

・-

有

‘
一一
一一
一一
一
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区
分

対
象

免
除

割
合

No
 

資
産
害

'1
従
業
員
害

'1

組
合

等
l

 
協

同
組

合
等

1
/

2
 

1
/

2
 

2
 

各
種

学
校

等
1
/

2
 

1
/

2
 

都
3

 
産

業
廃

棄
物

収
集
運

搬
事

業
用

施
設

等
3

/
4

 
1
/

2
 

市
4

 
港

湾
施

設
の

う
ち

一
定

の
も

の
1
/

2
 

1
/

2
 

施
5

 
タ
ク
シ

一
事

業
用

施
設

1
/

2
 

1
/

2
 

設
6

 
公

共
飛

行
場

設
置

施
設

1
/

2
 

1
/

2
 

7
 

流
通

業
務

地
区

内
の

貨
物

積
卸

施
設

等
1
/

2
 

1
/

2
 

広
8

 
家

畜
市

場
3

/
4

 

大
9

 
生

鮮
食

料
品

価
格

安
定
用

施
設

3
/
4

 

な
10

 
醸

造
業

の
製

造
用

施
設

3
/

4
 

面
11 

木
材

市
場

、
木

材
保

管
施

設
3

/
4

 

積
12

 
ホ

ァ
ル

・
旅

館
営

業
用

施
設

1
/

2
 

を
13

 
港

湾
施

設
の

上
屋

・
倉

庫
3

/
4

 
1
/

2
 

要
14

 
外

国
貿

易
用

コ
ン

テ
ナ

ー
貨

物
荷

さ
ば

き
用

施
設

1
/

2
 

す
15

 
港

湾
運

送
事

業
用

上
屋

1
/

2
 

る
16

 
倉

庫
業

者
の

営
業

用
倉

庫
3

/
4

 

者
17

 
流

通
業

務
地

区
内

の
倉

庫
業

者
の

営
業

用
倉

庫
3
/

4
 

1
/

2
 

18
 

公
害

防
止

施
設

3
/
4

 
そ

特
定

信
書

便
事

業
の

用
に

供
す

る
施

設
1
/

2
 

1
/

2
 

19
 

の
20
 

心
身

障
害

者
多

数
雇

用
事

業
1
/

2
 

他
2
1

 
特

定
農

産
加

工
業

者
等

の
経

営
改

善
措

世
用

等
施

設
1
/

4
 

⑤
課

税
標

準
の

特
例

制
度

事
業

所
税

の
減

免
制

度
は

、
地

方
税

法
第

70
1
条

の
57

の
規
定
に
基
づ
き
、
条
例
及
び
施
行
規
則
に
お
い
て
、

そ
の

対
象

者
等

を
市

が
定

め
る

も
の

で
あ

る
が

、
課
税
標
準
の
特
例
制

度
は

、
地
方
税
法

第
7
0
1
条
の

4
1
の

規

定
に
基
づ
き

、
事

業
所
税

の
一

部
を

免
除

す
る

制
度

で
あ
り

、
そ

の
概

要
は

以
下

の
と

お
り

で
あ

る
。

⑥
未

申
告

法
人

等
へ

の
対

応

市
民
税
課
で
は
、

事
業

所
税

賦
課

処
理

索
引

簿
を

作
成

し
、

対
象

者
の

全
体

を
管

理
し

て
お

り
、

未
申

告
法

人
に

対
し

て
は

、
随

時
電

話
催

告
を

行
っ

て
い

る
ほ

か
、
必

要
に

応
じ

て
文

書
や

訪
問

に
よ

る
催

告
を

行
っ

て

い
る

。

事
業

所
の

新
設

、
増

築
及

び
異

動
の

把
握

に
つ

い
て

は
、

主
と

し
て

建
築

確
認

申
請

の
情

報
を

利
用

し
て

お

り
、

そ
の

他
に

も
法

人
市

民
税

異
動

届
、

保
健

所
営

業
許

可
の

情
報

も
活

用
し

て
い

る
。

ま
た

、
参
考
情
報
と

し
て

、
経

済
誌

や
新

聞
広

告
も

活
用

し
、

情
報

把
握

に
努

め
て

い
る

。

(
注

)
特

定
農

産
加

工
業

者
等

の
経

営
改

善
措

置
用

等
施

設
に

つ
い

て
は

、
平

成
30

年
3
月

3
1
日
以
前
の

終
了

事
業

年
度

ま
で

と
適

用
年

限
が

定
め

ら
れ

て
い

る
。

云ご
!

施
設

分
類

災
害

家
屋

学
術

文
化

産
業

振
興

特
別

配
慮

市
長

特
認

合
計

振
興

23
 

減
免

件
数

。
3
 

74
 

16
 

6
 

99
 

年 度
減

免
額

67
7
，
36
7 

48
，
24
8
，
32
7 

4
，
9
8
2
，
66
7 

4
，
48

7
，
02
5 

58
，
39
5
，
38
6 

24
 

減
免

件
数

。
3
 

70
 

16
 

7
 

96
 

年 度
減

免
額

68
1，
78
7 

38
，
30
6
，
58

1
 
5
，

 14
2
，
06
3 

5
，
34

5
，
37
3

 4
9
，
47
5
，
8
04
 

25
 

減
免

件
数

。
3
 

71
 

16
 

9
 

99
 

年 度
減

免
額

6
7
6
，
81
1 

39
，9
38

，
35

1
 
5
，

 15
3
，
93
5 

7
，
8
0
3
，
0
8
1

 5
3
，
57
2
，

 17
8 

26
 

減
免

件
数

。
3
 

71
 

15
 

7
 

96
 

年 度
減

免
額

6
8
6
，
00
2 

39
，4
3
6
，
71
4 

5
，
2
19

，
 16
5 

5
，
34
5
，
37
3 

50
，
68
7
，
25
4 

27
 

減
免

件
数

。
3
 

70
 

15
 

9
 

97
 

年 度
減

免
額

63
1，
26
8 

38
，
26
8
，
9
1
9
 

5
，
8
78

，
87
3 

5
，
9
9
2
，
74
3 

50
，
77
1
，
8
03

 

減
免

の
対

象
と

な
る

胞
設

等
減
免
事
由

減
免

額

中
小

企
業

対
策

等
の

産
業

振
興

政
果

実
飲

料
又

は
炭

敵
飲

料
の

保
管

倉
庫

資
産

割
の

2
分
の

1
の

額

策
上

特
に

配
慮

の
必

要
が

あ
る

と
倉

庫
業

者
の

営
業

倉
庫

で
3
万

円
f来

満
の

も
の

資
産

割
及

び
従

業
者

割
の

全
額

認
め

ら
れ

る
施

設
金
沢
テ
ク
/
ハ
.

タ
内
の
施
設
(
中
小
企
業
)

資
産

制
及

び
従

業
者

割
の
3
分
の

2
の

傾

金
沢
テ
ク
/
ハ
.→

内
の
緬
殻
(
大
企
業
)

資
産

割
及

び
従

業
者

割
の
2
分
の

1
の

額

事
業

の
目

的
及

び
営

業
の

形
態

上
ピ
ノ
レ
消
掃
業

従
業

者
割

の
全

額

特
別
の
配
地
、
を
必
要
と
す
る

も
の

古
紙

保
管

施
設

資
産

割
の

2
分

の
1
の

額

製
紙

業
者

の
古

紙
又

は
バ

ル
7'

の
保

管
施

設
資

産
制

の
2
分

の
1
の

額

家
具

保
管

施
設

資
産

制
の
2
分

の
1
の

額

家
具

販
売

応
舗

資
産

割
の
4
分

の
1
の

額

漬
物

製
造

施
設

資
産

割
の
4
分

の
3
の

額

市
長

が
特

に
減

免
の

必
要

が
あ

る
と

都
市

計
画

区
域

外
の

施
設

資
産

制
及

び
従

業
者

割
の
2
分
の

1
の

額

認
め

る
施

設
市

長
が

特
に

必
嬰

あ
る

と
認

め
る

施
設

市
長

が
必

繋
が

あ
る

と
認

め
る

額

ウ
減

免
に

係
る

事
務

の
流

れ

納
税

義
務

者
か

ら
提

出
さ

れ
た

減
免

申
請

書
を

受
け

付
け

、
減

免
の

要
件

を
満

た
す

か
審

査
す

る
。

要
件

を
満

た
し

た
場

合
は

、
減

免
決

定
と

な
り

、
申

請
者

に
対

し
て

減
免

決
定

通
知

書
を

送
付

す
る

。イ
牛
文
は
円
)

(
単
位

減
免

実
績

イ
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対
象

適
用

対
象

根
拠

非
課

税
明

細
N
o
 

(
地
方
税
法
)

書
の

提
出

一
般

貨
物

自
動

車
運

送
事

業
等

施
設

資
産
割
、
従
業
者
害

11

第
70
1
条

の
3
4

有
l

 
第

3
項

第
2
1
号

農
業

協
同

組
合

等
共

同
利

用
施

設
資
産
割
、
従
業
者
害

11

第
70

1
条

の
3
4

有
2
 

第
3
項

第
12

号

病
院

・
診

療
所

等
資
産
害

'1
、
従
業
者
害

'1

第
70

1
条

の
3
4

3
 

第
3
項

第
9
号

老
人

福
祉

施
設

資
産
割
、
従
業
者
害

11

第
70

1
条

の
34

4
 

第
3
項

第
10

号
の

5

(
 2
)

散
査

手
続

①
事

業
所

税
の

課
税

事
務

に
つ

い
て

、
市

民
税

課
へ

の
質

問
及

び
関

連
資

料
の

閲
覧

を
行

う
こ

と
に

よ
り

、
概

要
を

把
握

し
た

。

②
事

業
所

税
申

告
書

を
無

作
為

に
数

件
抽

出
し

、
申

告
書

に
記

載
さ

れ
て

い
る

数
値

と
関

述
書

類
と

の
突

き
合

わ
せ

を
行

う
こ

と
に

よ
り

、
事

業
所

税
に

係
る

課
税

事
務

の
正

確
性

に
つ

い
て

検
証

し
た

。

N
o
.

 1
及

び
N
o
.
2
に

つ
い

て
は

、
非

課
税

明
細

舎
が

提
出

さ
れ

、
非

課
税

で
あ

る
こ

と
が

確
実

に
把

握
で

き

て
お

り
、

問
題

点
は

検
出

さ
れ

な
か

っ
た

。

し
か
し
、

N
o
.
3
及

び
N
o
.
4
に

つ
い

て
は

、
対

象
が

民
間

団
体

で
あ

る
が

、
病

院
又

は
老

人
福

祉
施

設
以

外

の
施

設
及

び
人

員
を

ほ
と

ん
ど

所
有

し
て

お
ら

ず
、
事

業
所

税
の

非
課

税
対

象
と

な
る

こ
と
が
確
実
で
あ
る
と

判
断

し
、

非
課

税
明

細
書

の
提

出
を

受
け

て
い

な
か

っ
た

。

公
立

病
院

又
は

社
会

福
祉

法
人

で
あ

る
場

合
は

、
団

体
と

し
て

非
課

税
と

な
る

た
め

、
非

課
税

明
細

書
の

提

出
は

不
要

と
考

え
ら

れ
る

が
、

対
象

者
が

民
間

団
体

で
あ

る
場

合
は

、
事

業
所

税
の

申
告

の
際

に
、

非
課

税
明

細
書

の
提

出
を

必
要

に
応

じ
て

求
め

、
非

課
税

の
対

象
で

あ
る

こ
と

を
慎

重
に

判
断

す
る

必
要

が
あ

る
。

③
事

業
所

税
の

減
免

に
つ

い
て

、
無

作
為

に
数

件
抽

出
し

、
申

請
か

ら
承

認
ま

で
の

手
続

が
適

正
に

行
わ

れ
て

い
る

か
検

証
し

た
。

市
税

概
要

、
事

業
所

税
申

告
の

手
引

、
事

業
所

税
申

告
書

、
事

業
所

税
賦

課
処

理
索

引
簿

、
貸

付

申
告

書
、

法
人

建
屋

図
面

、
法

人
異

動
届

、
事

業
所

税
減

免
申

請
書

、
事

業
所

税
課

税
標

準
の

特

例
明

細
書

、
事

業
所

税
非

課
税

明
細

書
等

④
課

税
標

準
の

特
例

に
つ

い
て

、
無

作
為

に
数

件
抽

出
し

、
特

例
の

適
用

が
適

正
に

行
わ

れ
て

い
る

か
検

証
し

た
。

⑤
事

業
所

税
の

非
課

税
に

つ
い

て
、

無
作

為
に

数
件

抽
出

し
、

非
課

税
で

あ
る

こ
と

の
妥

当
性

を
検

証
し

た
。

⑥
未

申
告

法
人

等
へ

の
対

応
が

適
切

に
行

わ
れ

て
い

る
か

検
証

し
た

。

閲
覧

資
料

卦 bラ
【意

見
】

民
間

団
体

に
対

す
る

事
業

所
税

の
非

課
税

適
用

に
つ

い
て
は
、
非
課
税

明
細

書
な

ど
の

提
出

を
必

要
に

応
じ

て
求

め
、

慎
重

に
判

断
す

る
必

要
が

あ
る

。

期
⑤

未
申

告
法

人
等

へ
の

対
応

に
つ

い
て

市
民

税
課

で
は

、
申

告
義

務
者

と
な

る
可

能
性

が
あ

る
者

の
リ

ス
ト

で
あ

る
事

業
所

税
賦

課
処

理
索

引
簿

を

作
成

し
て

お
り

、
当

該
索

引
簿

で
全

体
を

管
理

し
て

い
る

。
前
述
の
と
お
り
、
索
引
簿
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、

建
築

確
認

申
請

や
法

人
市

民
税

異
動

届
の

確
認

な
ど

、
多

様
な

手
法

に
よ

り
、

網
羅

的
な

情
報

把
握

に
努

め
て

い
る

。

申
告

が
あ

っ
た

者
に

つ
い

て
は

、
索

引
簿

の
所

定
欄

に
申

告
書

受
理

日
が

押
印

さ
れ

て
お

り
、

過
年

度
資

料

か
ら

変
更

情
報

が
な

い
な

ど
、

申
告

不
要

と
判

断
で

き
る

者
に

つ
い

て
は

、
同

欄
に

斜
線

が
引

か
れ

て
い

た
。

免
税

点
以

下
で

あ
る

が
申

告
が

必
要

な
者

32
7
件
の
う
ち
、
申
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
な
い
者
は

17
件

で
あ

り
、

同
欄

が
空

欄
に

な
っ

て
い

た
。

そ
の
う
ち

5
件

を
抽

出
し

、
過

年
度

の
情

報
等

を
確

認
し

た
と

こ
ろ
、
全

て
免

税
点

以
下

で
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き

た
。

申
告

書
を

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
対

象
で

は
あ

る
が

、
税

額
が

発
生

し
な

い
た

め
、

市
民

税
諜

と
し

て

は
こ

れ
以

上
の

追
求

は
行

っ
て

い
な

い
と

の
こ

と
で

あ
っ

た
。

申
告

の
義

務
が

あ
る

に
も

か
か

わ
ら

ず
未

申
告

で
あ
る
者
は
、
全
体
の

1
割
未
満
と
ご
く
少
数
で
あ
る
が
、
条
例
に
お
い
て
は
、
課
税
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、

一
定

規
模

以
上

の
事

業
所

に
申

告
書

の
提

出
を

義
務

付
け

て
い

る
こ

と
か

ら
、

長
年

に
わ

た
っ

て
未

申
告

が
続

い
て

い
る

者
に

対
し

て
は

、
重

点
的

に
訪

問
し

、
そ

の
必

要
性

を
周

知
す

る
こ

と
に

よ
り

、
申

告
を

促
す

必
要

(
3
)

監
査

結
果

①
課

税
事

務
の

正
確

性
に

つ
い

て

事
業
所
税
申
告
書
か
ら
、

10
件

を
無

作
為

に
抽

出
し

、
計

算
調

べ
、

申
告

書
各

様
式

閑
の

整
合

性
、

記
載

内

容
の

正
確

性
を

確
認

し
た

。
数

値
の

合
理
性

が
判

断
で

き
な

い
も

の
に

つ
い

て
は

、
初

申
告

時
の

添
付

資
料

等

と
の

突
き

合
わ

せ
を

行
う

こ
と

に
よ

り
確

認
し

た
が

、
い

ず
れ

の
数

値
も

一
致

し
て

お
り

、
問

題
点

は
検

出
さ

れ
な

か
っ

た
。

4
込

②
減

免
に

つ
い

て

平
成

2
7
年
度
の
減
免
実
績
か
ら
、

4
件

を
無

作
為

に
抽

出
し

、
申

請
か

ら
承

認
ま

で
の

関
連

資
料

を
確

認
し

た
が

、
い

ず
れ

も
適

正
に

行
わ

れ
て

お
り

、
問

題
点

は
検

出
さ

れ
な

か
っ

た
。

③
課

税
標

準
の

特
例

に
つ

い
て

平
成

2
7
年

度
に

お
い

て
、
課
税
標
準

の
特

例
を

適
用

し
た

実
績

か
ら

、
4
件

を
無

作
為

に
抽

出
し
、
特
例
の

適
用

が
適

正
に

行
わ

れ
て

い
る

か
確

認
し

た
が

、
い

ず
れ

も
適

正
に

処
理

さ
れ

て
お

り
、

問
題

点
は

検
出

さ
れ

な
か
っ
た

。

④
非

課
税

に
つ

い
て

平
成

2
7
年
度
に
お
い
て
、
非
課
税
と
さ
れ
た
実
績
か
ら
、

4
件

を
無

作
為

に
抽

出
し

、
非

課
税

で
あ

る
こ

と

の
妥

当
性

を
検

証
し

た
。
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8
 
収

納
事

務
(

滞
納

整
理

事
務

を
除
o

(
1

 )
概

要

①
収

納
事
務
の

概
要

収
納

事
務

と
は

、
納

税
の
通

知
又

は
申
告

の
受

付
以

降
、

完
納

に
至

る
ま

で
の

一
連

の
事

務
の

こ
と

で
あ

る

が
、
督
促

や
催

告
、
滞
納
処
分

等
の

滞
納

整
理

事
務

に
つ

い
て
は

、
後

述
す

る
た

め
、
本

項
で

は
、
納
付

方
法

、

延
滞

金
及

び
還
付

金
に

つ
い

て
記
載

す
る

。

が
あ
る

。

【意
見

】

事
業

所
税

の
申

告
義
務
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

長
年

に
わ

た
り

未
申

告
で

あ
る
者

に
対

し
て

は
、
重
点
的

に

訪
問

し
、

そ
の

必
要

性
を

周
知

す
る

こ
と

に
よ

り
、

申
告

を
促

す
必

要
が

あ
る

。

減 N ∞ 哩 ∞ 羽 E q ω

②
調

定
額

、
収
入
額
及

び
収
入

率
の

過
去

5
年

間
の
推

移

景
気

の
変

動
や

固
定

資
産

の
評

価
替

え
等

に
伴

い
、
各

年
度

で
調

定
額
及

び
収

入
額

は
変

動
す

る
が

、
市
税

全
体

の
収

入
率

は
、

以
下

の
と
お
り

、
近

年
増

加
傾

向
に
あ
る

。

闘争 卦 bラ 期う省

(
単
位

千
円
又

は
%
)

区ド
で

平
成

23
年

度
平

成
24

年
度

平
成

2
5
年

度

制
定

額
収

入
額

収
入

率
調

定
額

収
入

額
収

入
率

制
定

額
収

入
額

収
入

事

個
人

市
民

税
2
6
，
5
9
7
，
7
5
3
 

24
，
 12
2
，
8
6
2
 

9
0
.
7

 
27

，
6
5
4
，
3
7
8

 
25

，
3
12

，
0
8
7
 

9
1. 
5

 
2
7
，
9
5
2
，
0
7
4
 

2
5
，
71

8
，
14
8 

92
.
0

 

問主
2
4
，
18
6
，
4
8
1

 
2
3
，
74

1，
 [
17

 
9
8
.
2
 

25
，
3
7
0
，
6
3
7
 

2
4
，9

0
5
，
5
18

 
9
8
.
2
 

2
5
，
7
2
6
，
4
0
5
 

2
5
，
2
8
1，

16
7 

9
8
.
3
 

2
，4

11
，
2
7
2

 
3
8
1，

7
4
5
 

15
.
8

 
2
.2

8
3
，
74
1 

4
0
6
，
5
6
9
 

17
.
8

 
2
，
2
2
5
，
6
6
9
 

4
3
6
，
98
1 

19
.
6

 

法
人

市
民

税
8
，
9
10

，
5
7
3

 
8
，
8
2
6
，
76

0
 

9
9
.

 I
 

9
，
2
3
3
，
9
4
5
 

9
，
14
3
，
5
3
1

 
9
9
.0
 

9
，
4
91

，
6
0
5

 
9
，
4
2
3
，
6
8
5
 

9
9.

3
 

聞記
8
，8
0
0
，
5
6
2
 

8
，
8
0
6
，
6
04
 

10
0
.

 I
 

9
，
12
7
，
2
4
8
 

9
，
 12
0
，
3
6
8
 

9
9
.9

 
9
，
3
7
6
，
3
5
8
 

9
，
3
9
2
，
0
0
2

 
10
0
.
2

 

11
0
，
 Q
ll 

2
0
，
15
6

 
18
.
3

 
10
6
，
6
9
7

 
2
3
，
16
3
 

2
1. 
7

 
11
5
，
2
4
7
 

3
1，
6
8
3
 

27
.
5

 

固
定

資
産

税
3
4
，
12
0
，
5
9
7
 

3
1，
3
2
7
，
11
5

 
9
1. 
8

 
32

，
2
9
8
，
4
6
8
 

29
，
5
7
8
，
9
3
3
 

9
1. 
6

 
3
2
，
18
3
，
16

3
 
2
9
，
7
14

，
4
0
6

 
92

.
3

 

問
主

31
，
5
8
5
，
0
5
7
 

3
0
，
8
2
0
，
4
9
6
 

9
7
.
6
 

29
，
6
1
0
，
2
6
0
 

28
，
9
7
5
，
2
8
7
 

9
7
.9

 
2
9
，
6
4
6
，
5
2
9
 

2
9
，
13
0
，
5
5
9
 

98
.
3

 

2
，
5
3
5
，
5
4
0
 

5
0
6
，
6
19

 
2
0
.
0
 

2
，
6
8
8
，
2
0
8

 
6
0
3
，
6
4
6
 

2
2
.
5

 
2
，
5
3
6
，
6
3
4
 

5
8
3
，
8
4
7
 

2
3
.
0
 

軽
自

動
車

税
7
4
3
，
4
5
5
 

6
7
0
，
2
7
3
 

9
0
.
2
 

7
5
7
，
9
3
2
 

6
8
8
，
4
8
0
 

9
0
.
8
 

7
8
0
，
6
3
5
 

7
12

，
5
2
3
 

9
1. 
3

 

臨ま
6
79

.
0
5
4

 
6
5
8
，
8
7
5

 
9
7.

0
 

6
9
5
，
5
0
7
 

6
77
. 
4
8
4
 

9
7.
4 

71
8
，
7
8
4
 

7
0
0
，
49
1 

9
7.

5
 

64
，
4
0
1

 
1
1，
3
9
8
 

17
.7
 

6
2
，
4
2
5
 

10
.
9
9
6
 

17
.
6

 
61

，
8
5
1

 
12

，
0
32
 

19
.
5
 

市
た

ば
こ

脱
3
，
5
4
8
，
2
10

 
3
，
5
4
7
，
9
16

 
10
0
.
0
 

3
，
4
9
1，
6
2
6
 

3
，
4
9
1，
6
2
6
 

10
0.

0
 

3
，
7
9
8
，
9
2
7
 

3
，
7
9
8
，
9
2
7
 

10
0.
0 

問
主

3
，
5
4
8
，
18
3 

3
，
5
4
7
，
9
0
6
 

10
0
.
0
 

3
，
4
9
1，
3
3
3
 

3
，
4
9
1，
3
3
3
 

10
0.

0
 

3
，
7
9
8
，
9
2
7
 

3
，
7
9
8
，
9
2
7
 

10
0
.
0
 

2
7
 

10
 

3
7
.
0
 

2
9
3
 

2
9
3
 

10
0
.
0
 

入
湯

税
3
1，

14
2 

2
8
，
0
0
1

 
8
9
.
9

 
3
0
，
1
19

 
2
7
，
8
4
8
 

9
2
.
5

 
2
9
，
6
8
8
 

2
7
，
2
8
6
 

9
1. 
9

 

問
主

2
5
，
9
3
5
 

24
，
2
8
6
 

9
3
.
6
 

2
6
，
9
7
9
 

2
4
，
9
18

 
92
.
4

 
2
7
，
4
13

 
2
5
，
3
5
9
 

9
2
.
5
 

5
，
2
0
7
 

3
，
7
15

 
7
1. 
4

 
3
，
14
0

 
2
，
9
3
0
 

9
3
.
3

 
2
，
2
7
5
 

1，
9
2
7
 

8
4
.
7

 

事
業

所
説

2
，
4
6
1，

10
6 

2
，
3
9
4
，
6
8
2
 

9
7
.
3

 
2
，
5
0
4
，
8
0
8

 
2
，
4
4
6
，
7
4
2
 

9
7
.
7

 
2
，
4
6
8
，
9
0
0
 

2
，
4
13

，
3
9
6
 

97
.
8

 

時ま
2
，4
0
1，
9
9
8
 

2
，
3
78

，
5
8
3
 

9
9
.
0

 
2.

44
7
，
2
9
4
 

2
，
4
3
0
，
 15
2

 
9
9
.
3

 
2
，
4
13

，
0
7
5
 

2
，
3
9
6
，
7
7
3

 
99

.
3

 

5
9
，
10
8
 

16
，
0
9
9
 

2
7
.
2
 

5
7
，
5
14

 
16

，
5
9
0
 

2
8
.9

 
5
5
，
8
2
5
 

16
，
6
2
3
 

2
9
.
8
 

都
市

計
画

税
6
，9
8
0
，
3
9
5
 

6
，
3
9
9
，
6
8
7

 
9
1. 

7
 

6
，
5
8
3
，
2
3
3
 

6
，
0
19

，
4
9
7
 

9
1.
4

 
6
，
5
4
5
，
5
7
8
 

6
，
0
3
5
，
17
4 

9
2
.
2
 

|則
明

健
分

6
，4
5
1，
6
8
4
 

6
，
2
9
4
，
0
4
7
 

9
7
.
6

 
6
，
0
2
4
，
4
6
9
 

5
，
8
9
4
，
0
2
5
 

9
7
.8

 
6
，
01

9
，
9
4
5

 
5
，
9
14

，
19

1
 

98
.
2

 

|滞
納
繰
鍾
分

5
2
8
.7
11
 

10
5
，
6
4
0
 

2
0
.
0

 
5
5
8
，
7
6
4
 

12
5
.
4
7
2

 
2
2
.
5

 
5
2
5
，
6
3
3
 

12
0
，
9
8
3
 

23
.
0
 

合
計

8
3
，
3
9
3
，
2
3
1

 
77

，
31

7
，
2
9
6
 

92
.
7

 
8
2
，
5
5
4
，
5
0
9

 
76

，
7
0
8
，
7
44
 

9
2
.
9
 

8
3
，
2
5
0
，
5
7
0

 
77

，8
4
3
，
5
4
5
 

9
3
.
5
 

問
主

77
，
6
7
8
，
9
5
4
 

7
6
，
2
7
1，
9
14

 
9
8
.
2
 

76
，
7
9
3
，
7
2
7
 

75
，
5
19

，
0
8
5
 

9
8
.
3
 

7
7
.
7
2
7
，
4
3
6
 

7
6
，
6
3
9
，
4
6
9
 

9
8
.
6
 

5
，
7
14

，
2
7
7
 

1，
0
4
5
，
3
8
2
 

18
.
3
 

5
，
7
6
0
，
7
8
2
 

1，
18
9
，
6
5
9
 

2
0.

7
 

5
，
5
2
3
，
 13
4
 

1，
2
0
4
，
0
7
6
 

2
1. 
8

 

(注
)
1

 
収

入
制

に
は

、
還

付
未

済
棋

を
古

む
。

2
 
平

成
2
3年

度
及

び
平

成
2
4
年

度
と

も
に

、
特

別
土

地
保

有
税

滞
納

繰
経

分
の

制
定

額
13
8
千

円
を

除
く

。
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の
観
点
か
ら
現
金
の
受
領
及
び
金
額
の
確
認
は
、

2
人
体
制
で
、
行
っ
て
い
る

。

納
税

者
に

は
現

金
と

引
換

え
に

領
収

証
書

を
交

付
し

、
受

領
し

た
現

金
は

職
員

が
業

務
終

了
後

に
領

収

証
書

と
と

も
に

金
融

機
関

の
夜

間
金

庫
に

預
け

入
れ

、
翌

日
、

市
所

定
の

口
座

に
入

金
さ

れ
る

。

領
収

し
た

職
員

は
、

復
命

書
を

作
成

し
、

翌
日

、
入

金
処

理
後

に
戻

っ
て

く
る

領
収

証
書

と
併

せ
て

、

係
長

と
課

長
補

佐
の

確
認

を
受

け
て

い
る

。

ま
た

、
領

収
証

書
の

控
え

に
は

通
し

番
号

を
付

し
、

毎
日

、
課

長
補

佐
の

確
認

を
受

け
て

い
る

。

減 N ∞ 哩 ∞ 羽 E q ω

日
金

融
機

関
で

の
納
付

市
か

ら
送

付
さ

れ
た

納
付

書
に

よ
り

、
納
税
者
が
金
融
機
関
で
納
付
す
る
方
法
で
、
指
定
金
融
機
関
、

指
定

代
理

金
融

機
関

文
は

収
納

代
理

金
融

機
関

(
以

下
「

指
定

金
融

機
関

等
」

と
い

う
。
)

に
て

納
付

が
で

き
る

。

納
付

し
た

金
融

機
関

か
ら

、
各

金
融

機
関

の
取

り
ま

と
め

庖
を

通
じ

て
指

定
金

融
機

関
に

領
収

済
通

知

書
が

送
付

さ
れ

、
市

所
定

の
口

座
に

送
金

さ
れ

る
。

闘争 う省 卦

山
郵

便
局

で
の

納
付

市
か

ら
送

付
さ

れ
た

納
付

警
に

よ
り

、
納

税
者

が
郵

便
局

で
納

付
す

る
方

法
で

あ
る

。
市

は
、

指
定

金

融
機

関
等

で
の

納
付

が
困

難
な

納
税

者
に

対
し

て
の

み
、
納

付
書

を
送

付
し

て
い

る
。

納
付
し
た
郵
便
局
か
ら
、
ゅ
う
ち
ょ
銀
行
金
沢
貯
金
事
務
セ
ン
タ
ー
に
送
金
さ
れ
、
市
に
払
込
取
扱
~

の
写

し
が

送
付

さ
れ

る
。

税
務

課
で

は
、

そ
の

写
し

に
よ

り
納

付
を

確
認

す
る

。
そ
の
後

、
指

定
金

融
機

関
に

小
切

手
を

振
り

出
し

、
取

立
て

を
依

頼
す

る
こ

と
に

よ
り

、
市

所
定

の
口

座
に

入
金

さ
れ

る
。

訟ぞ
そ

平
成

26
年

度
平

成
27

年
度

間
定

額
収

入
額

収
入

率
制

定
額

収
入

制
収

入
串

個
人

市
民

税
28

，
2
0
9
，8
74
 

26
，
17
2
，2
51
 

9
2
.
8
 

28
，5
1
8
，8

2
7
 

26
，
6
1
9
，6
62
 

9
3
.
3
 

|型
午

線
視

分
26

，
 12
0
，0

6
6
 

25
，
73
2
，6

1
3
 

9
8
.
5
 

2
6
，5
9
2
，9

4
9
 

26
，
19
1
，3

19
 

9
8
.
5
 

|滞
納

鰍
飽

分
2
，0

8
9
，8

0
8
 

4
3
9
，6

3
8
 

2
1. 
0

 
1，
9
25

，8
7
8
 

4
2
8
，3
43
 

2
2
.
2
 

怯
人

市
民

税
10
，
3
2
8
，3
94
 

10
，2

5
5
，
26
5 

99
.3
 

9
，9
44

，6
5
2
 

9
，
86
7
，3
03
 

9
9
.
2
 

問主
10
，
2
3
0
，8

5
7
 

10
，2

2
8
，
55
5 

10
0.
0 

9
，8
2
5
，
2
8
6
 

9
，
8
4
8
，3
47
 

10
0.
2 

97
，5

3
7
 

2
6
，
7
1
0
 

27
.

 
'1

 
11
9
，
36
6 

18
，9
56
 

15
.9
 

固
定

資
限

税
32

，
 13
4
，

 13
5

 
29

，8
7
8
，

 19
7 

9
3
.
0
 

3
1，
6
7
0
，8
31
 

29
，
73

7
，3
44
 

9
3
.
9
 

|現
年

割
悦

分
29

，
75

0
，2

8
9
 

29
，3

3
2
，4
44
 

9
8
.
6
 

2
9
，5
9
7
，9
74
 

29
，
2
4
9
，8
04
 

9
8
.
8
 

|滞
納

鰍
路

分
2
，
3
8
3
，8

4
6
 

5
4
5
，
75
3 

2
2
.
9
 

2
，0
7
2
，8

5
7
 

48
7
，5
40
 

2
3
.
5
 

軽
自

動
l!e

税
8
0
4
，2
74
 

73
9
，
21

3
 

9
1. 
9

 
82

1. 
8
7
3
 

76
2
，7
82
 

9
2
.
8
 

関誌
7
4
3
，6
4
1

 
72
7
，0

7
2
 

9
7
.
8
 

76
5
，6

7
5
 

75
0
，3
97
 

9
8
.
0
 

6
0
，
6
3
3
 

12
，
14
1 

2
0
.
0
 

56
，
19
8 

12
，3
85
 

2
2
.0

 

rl
'
i
た
ば
こ
税

3
，
6
7
9
，

 17
0 

3
，6

7
9
，
17
0 

10
0.
0 

3
，6
0
0
，
32
9 

3
，
6
0
0
，3
29
 

1
0
0
.
0
 

|刻
午

線
視

分
3
，6

7
9
，

 17
0 

3
，6

7
9
，
17
0 

10
0.
0 

3
，6
0
0
，
32
9 

3
，
6
0
0
，3
29
 

1
0
0
.
0
 

|滞
納

練
鍾

分

入
場

税
29

，0
8
5
 

29
，0

8
5
 

10
0.
0 

31
，6

7
6
 

31
，6
76
 

1
0
0
.
0
 

問主
26

，6
8
3
 

2
6
，6

8
3
 

10
0.
0 

3
1，
6
7
6
 

31
，6
76
 

1
0
0
.
0
 

2
，
4
0
2
 

2
，4

0
2
 

10
0.
0 

事
業

所
税

2
，
50
4
，
3
0
2
 

2
，4

5
9
，
7
6
0
 

9
8
.
2
 

2
，5

3
5
，
79
3 

2
，
4
9
9
，2
66
 

9
8
.
6
 

|現
年

課
税

分
2
，
4
5
0
，6

2
7
 

2
，4

4
2
，0

8
2
 

9
9
.
7
 

2
，4
98

，
55
3 

2
，
49

1，
53
9 

9
9
.
7
 

|滞
納

練
鍾

分
53

，6
7
5
 

17
，6

7
8
 

3
2
.
9
 

37
，
2
4
0
 

7
，7
27
 

2
0
.
8
 

都
市

計
画

税
6
，
5
3
3
，
3
6
1

 
6
，0

6
7
，
77
3 

9
2
.
9
 

6
，4

4
7
，
71
8 

6
，
0
4
9
，
14
5 

9
3
.
8
 

臨ま
6
，0

4
0
，5

9
0
 

5
，9
54

，9
59
 

9
8
.
6
 

6
，0
2
0
，0

2
6
 

5
，
9
4
8
，5
5
1

 
9
8
.
8
 

4
9
2
，7
71
 

11
2
，8
14
 

2
2
.
9
 

4
2
7
，6

9
2
 

10
0
，5
94
 

2
3
.
5
 

合
剖

84
，
22
2
，5

9
5
 

79
，2

8
0
，
71
4 

94
.1
 

83
，5
71

，6
9
9
 

79
，
16
7
，5
07
 

9
4
.
7
 

|現
年

課
後

分
79

，
04
1
，9
2
3
 

78
，
12
3
，
57
8 

9
8
.
8
 

78
，9

3
2
，4
68
 

78
，

 11
1
，9
62
 

9
9
.
0
 

|滞
納

線
組

分
5
，

 18
0
，6

7
2
 

1，
15
7
，
13
6 

2
2
.
3
 

4
，6
3
9
，
23
1 

1，
05

5
，5
45
 

2
2
.
8
 

(
単

位
千

円
又

は
%

)

bラ 期

町
コ
ン
ヒ
、
ニ
で
、
の
納

付

市
か

ら
送

付
さ

れ
た

納
付

書
に

よ
り

、
納

税
者

が
コ

ン
ビ

ニ
で

納
付

す
る

方
法

で
あ

る
。

各
コ

ン
ビ

ニ
庖

か
ら

コ
ン

ビ
ニ

本
部

を
通

じ
て

収
納

代
行

業
者

に
支

払
デ

ー
タ
と

収
納
金
が
送
金
さ
れ
、

収
納

代
行

業
者

か
ら

市
所

定
の

口
座

に
送

金
さ

れ
る

。

支
払

デ
ー

タ
は

収
納

代
行

業
者

か
ら

市
に

提
出

さ
れ
、
市
で
は
提
供
さ
れ
た
デ
ー
タ
を
電
算
処
理
し
、

納
付
の
確
認
を
行
う

。

コ
ン

ビ
ニ

で
の

納
付

は
平

成
24

年
度

か
ら

導
入

さ
れ

、
現

在
、

軽
自

動
車

税
、

固
定

資
産

税
及

び
都

市

計
画

税
、

個
人

市
県

民
税

(
普

通
徴

収
)

の
納

付
が

可
能

で
あ

る
。

長
亙
亙

(
注
)
収
入
額
に
は
、

i草(
，
1未

済
制

を
含

む
。

③
収

納
事

務
の

流
れ

納
税

者
の

納
付

方
法

は
、
税

目
に

よ
り

異
な

る
が

、
納

付
が

あ
っ

た
場

合
は

、
そ

れ
ぞ

れ
消

込
を

行
う

。

納
期

限
ま

で
に

納
付

が
な

い
場

合
は

、
督

促
及

び
催

告
を

行
い

、
そ

れ
で

も
納

付
が

な
さ

れ
な

い
場

合
は

、

財
産

調
査

、
差

押
え
等
を
行
う

こ
と
と
な
る

。

v
 

口
座

振
替

に
よ

る
納

付

納
税

者
か

ら
口

座
振

替
依

頼
書

の
提

出
を

受
け

る
。

税
務

課
に

お
い

て
、

口
座

振
替

依
頼

書
の

記
入

漏
れ

や
押

印
漏

れ
の

確
認

を
行

っ
た

後
、

金
融

機
関

に

口
座
振
替
依
頼
を
行
う

。
納

税
者

に
は

、
税

務
課

か
ら

口
座

振
替

開
始

の
通

知
を

行
い

、
そ

の
後

の
納
付

は
、

口
座

振
替

日
に

口
座

か
ら

自
動

引
き

落
と

し
さ

れ
る

こ
と

と
な

る
。

④
納

付
方

法

納
付

方
法

は
、

市
の

窓
口

で
の

納
付

、
金

融
機

関
で

の
納

付
、

郵
便

局
で

の
納

付
、

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
(
以
下
「
コ
ン
ビ
ニ
」
と
い
う

。
)

で
の

納
付

、
口

座
振

替
に

よ
る

納
付

、
納

税
協

力
会

へ
の

納
付

に
よ

る
も

の
が
あ
る

。

日
納

税
協

力
会

へ
の

納
付

納
税

協
力

会
と

は
、

金
沢

市
納

税
奨

励
規

程
に

基
づ

き
、

納
税

資
金

の
貯

蓄
を

図
り

、
市

税
を

納
期

限

ま
で

に
納

付
す

る
た

め
、
一

定
地

域
又

は
職

域
内

若
し

く
は

同
一

業
種

の
納

税
者

で
組

織
さ

れ
、
納

税
思

想
、
の
啓
発
及
び
納
税
成
績
の

向
上

を
図

る
た

め
に

設
け

ら
れ

た
組

織
で

あ
り

、
個

人
市

県
民

税
(

普
通

徴

ア
各

種
納

付
方

法

l
 

市
の

窓
口

で
の

納
付

市
役

所
本

庁
舎

の
税

務
課

窓
口

で
納

付
す

る
方

法
で

あ
る

。
な

お
、

市
内

に
14

箇
所

あ
る

市
民

セ
ン

タ
ー

で
は

納
付

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

本
庁

舎
の

場
合

は
、

庁
舎

内
に

指
定

金
融

機
関

が
あ

る
た

め
、
金

融
機

関
の

営
業

時
間

内
の

場
合

は
金

融
機

関
窓

口
で

、
営

業
時

間
外

の
場

合
は

税
務

課
窓

口
で

そ
れ

ぞ
れ

納
付

を
受

け
付

け
る

。
不

正
防

止
等
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イ
納

付
方

法
別

の
利

用
状

況

過
去

5
年
間

の
納

付
方

法
別

の
利

用
状

況
は

、
以

下
の
と
お
り
で
あ
る
。

減 N ∞ 哩 ∞ 羽 E q ω 闘争 卦 bラ 期う省

;::ぺ
納

付
舎

全
体

口
座

振
替

金
融

機
関

郵
便

局
コ

ン
ビ

ニ

件
数

金
額

利
用

率
利

用
率

利
用

率
利

用
率

利
用

率
利

用
率

利
用

率
利

用
率

(
件
数
)

(
金
術
)

<f
'1
数
)

(
金
額
)

(件
数
)

(
金
額
)

(
刊
数
)

(
企
傾
)

(
件
)

I
 (
千

円
)

(
%
)
 

(
%
)
 

(
%
)
 

(
%
)
 

(
%
)
 

(
%
)
 

(%
)
 

(
%
)
 

2
3
年

度
19
2
，
7
7
6
 

9
，
2
4
5
，
5
0
4
 

6
6
.
6

 
5
9
.7
 

1.
3

 
1.
3

 
3
2
.

 1
 

3
9
.0

 

個
人

2
4
年

度
19
5
，
2
4
2
 

9
，
7
4
2
，
4
4
5
 

6
6
.
8
 

6
0
.
3
 

1.
3

 
1.
3

 
3
1. 
9

 
3
8
.
4
 

市
県

民
税

2
5年

度
19
3
，6

8
6
 

9
，9
91

，
8
5
4
 

44
.
3

 
4
6
.
6
 

0
.9

 
0
.
8
 

2
2
.4

 
12
.0
 

3
2
.4
 

4
0
.
5
 

(
普
通
徴
収
)

2
6
年

度
0
.
8
 

2
5
.
7
 

13
.5
 

3
2
.
6
 

4
2
.
3
 

19
1
，
3
8
6
 

10
，
3
3
8
，
8
4
5
 

4
0
.
6
 

4
3
.
4
 

1.
1

 

2
7
年

度
18
5
，
8
4
6
 
10

，
14
1
，
9
8
0
 

3
6
.
5

 
4
2
.
5
 

0
.
5

 
0
.
6
 

2
9
.
7

 
15
.3
 

3
3
.
2
 

4
1.
7

 

2
3
年

度
48
1
，8

2
6
 
3
6
，6

19
，
44
1 

4
5
.
6
 

5
8
.
0
 

1.
3

 
1.
4

 
53
. 
1

 
4
0
.
6
 

固
定

資
産

税
24

年
度

4
8
7
，0

5
3
 
3
4
，
3
5
6
，
0
2
4
 

4
4
.
6
 

5
6
.
9
 

1.
3

 
1.
3

 
54
. 
1

 
4
1.
9

 

都
市
及
計
び
画

税
2
5
年

度
4
8
4
，
37
1 

34
，
5
5
5
，
2
74
 

34
.
7

 
5
2
.
7
 

0
.9

 
0
.
9
 

8
.5
 

3
.4

 
5
5
.
9
 

43
.1
 

2
6年

度
48
1
，
9
8
0
 
34

，
7
7
6
，
3
6
0
 

3
0
.
9
 

5
0
.
6

 
0
.
8
 

0
.
8

 
10
.7
 

4
.3

 
5
7
.
5
 

4
4
.3

 

2
7
年

度
4
8
8
，
5
2
7
 
34

，
7
4
8
，
3
4
8
 

2
9
.
0
 

4
8

日
0
.
7

 
0
.
7
 

12
.
5

 
5
.
0
 

5
7
.
8
 

4
5
.
5
 

2
3年

度
12
0
，0

2
3
 

6
5
6
，
9
2
3
 

79
.
2

 
7
9
.
4

 
2
.

 1
 

1.
6

 
18

.
7
 

1
9
.
0
 

2
4
年

度
12
2
，
2
6
5
 

6
7
5
，

 7
9
4
 

5
1. 
9

 
5
1. 
3

 
0
.
2

 
0
.
2
 

2
8
.
3

 
2
8
.
7
 

19
.
6

 
19
.8
 

軽
自

動
車

税
2
5年

度
12
4
，8

5
5
 

6
9
8
，
8
6
8
 

4
6
.
7
 

4
6
.
0
 

0
.
2
 

0
.
2
 

3
3
.
0
 

3
3
.
5
 

20
. 
1

 
2
0
.3
 

2
6
年

度
12
8
，

 15
9 

7
2
5
，
4
8
9
 

4
2
.
8

 
4
1.
9

 
0
.
2

 
0
.
2
 

3
6
.6

 
3
7
.4
 

2
0
.
3

 
2
0
.5

 

2
7
年

度
13
0
，8
41
 

7
4
9
，
2
1
2
 

4
0
.
3
 

3
9
.
4
 

O. 
1

 
。。

3
9
.
6
 

4
0
.
4
 

20
. 
1

 
2
0
.2

 

2
3
年

度
79
4
，6

2
5
 
4
6
，
52
1
，
8
6
8
 

5
5
.
8

 
5
8
.
6
 

1.
4

 
1.
4

 
4
2
.
8
 

4
0
.
0
 

24
年

度
8
0
4
，
5
6
0
 
44

，
77
4
，
2
6
3
 

5
1. 

1
 

5
7
.5
 

1.
1

 
1.
3

 
4
.
3
 

0.
4 

4
3
.
5
 

4
0
.
8
 

合
計

2
5年

度
8
0
2
，9

1
2
 
4
5
，
2
4
5
，
9
9
6
 

3
8
.
9
 

5
1. 
3

 
0
.
8
 

0
.
9
 

15
.6
 

5
.
7
 

4
4
.
7
 

42
.1
 

2
6
牢

度
80
1
，
5
2
5
 
4
5
，
8
4
0
，
6
9
4
 

3
5
.

 1
 

4
8
.
9
 

0
.8

 
0
.
8
 

18
.5
 

6
.
9

 
4
5
.
6
 

4
3
.
5
 

2
7
年

度
8
0
5
，
2
14

 4
5
，
6
3
9
，
5
4
0
 

3
2
.
6
 

4
7
.
3

 
0
.
5
 

0
.
7

 
2
0
.
9
 

7
.
8

 
4
6
.
0
 

4
4
.2

 

納
付

方
法
閉

lの
利

用
状

況
(

現
年

課
税

分
4

月
1

~I
 ~
 3

月
31
1J

収
入

分
)

収
)

、
固

定
資

産
税

及
び

都
市

計
画

税
の

納
付

手
続

を
行

っ
て

い
る

。

納
税

協
力

会
は

会
員

の
各

税
金

を
取

り
ま

と
め

、
金

融
機

関
窓

口
で

納
付

す
る

。

納
税

協
力

会
で

の
取

扱
い

は
納

期
内

納
付

に
限

定
さ

れ
、

滞
納

者
に

対
し

て
は

、
市

職
員

が
督

促
や

催

告
等

の
滞

納
整

理
事

務
を

行
う

こ
と

に
な
る
。

納
税

協
力

会
に

は
、

以
下

の
算

定
基

準
に

基
づ

き
、

取
扱

件
数

に
応

じ
た

納
税

奨
励

金
(
⑦

③
の

合
算

額
)

が
支

払
わ

れ
る

。

②
納

期
ご

と
の

納
付

に
係

る
事

務
費

相
当

額
(

以
下

の
い

ず
れ

か
)

・
全

会
員

の
納

付
書

を
納

税
協

カ
会

に
一

括
送

付
@
3
0
0
円

×
納

期
内

納
付

件
数

・
各

会
員

に
納

付
舎

を
個

別
送

付
@
5
0
円

×
納

期
内

納
付

件
数

コ
ン

ビ
ニ

納
付

は
、

平
成

2
4
年

度
に

軽
自

動
車

税
、

平
成

2
5年

度
に

個
人

市
県

民
税

(
普

通
徴

収
)

、
固

定
資

産
税

及
び

都
市

計
同

税

に
特

入

@
納

税
協

力
会

の
運

営
に

係
る

事
務

費
相

当
額

納
付

件
数

奨
励

金
額

4
0

 f牛
~1

99
i'
牛

30
，
0
0
0
円

20
0
件
~
2
9
9
件

50
，
0
0
0
円

30
0
件
~
3
9
9
件

70
，
0
0
0
円

40
0
件
~
4
9
9
件

9
0
，
0
0
0
円

50
0 

f牛
~
5
9
9
i'牛

11
0
，
0
0
0
円

6
0
0
 i

'牛
~
69

9
i'牛

13
0
，
0
0
0
円

70
0
件
~

79
9
件

15
0
，
0
0
0
円

80
0
件
~
8
9
9
件

17
0
，
0
0
0
円

90
0
件
~
9
9
9
件

19
0
，
0
0
0
円

1，
00
0
件

以
上

21
0
，
0
0
0
円

こ
の

ほ
か

、
納

税
協

力
会

が
新

設
さ

れ
る

場
合

は
、

新
設
に

係
る
事
務
費
相
当
額
と
し
て
、

2
0
，
0
0
0

円
が

JJ[
嘆

さ
れ

る
。

ー l 品 吋 | |
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ウ
延

滞
金

の
減

免

延
滞

金
の

減
免

は
、

施
行

規
則

第
6
条

の
2
に
規
定
さ
れ
て
お
り

、
以

下
の

事
由

に
該

当
す

る
場

合
は

、

納
付

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
と

認
め

ら
れ

る
金

額
を

限
度

と
し

て
、
延

滞
金

を
減

免
す

る
こ

と
が

で
き

る
と

さ
れ
て
い
る

。

⑤
延
i貯

金
に
つ
い
て

延
滞

金
と

は
、
本

来
の

納
期

限
ま

で
に

納
付

さ
れ

な
か

っ
た

場
合

に
、

そ
の

遅
延

し
た

税
額

に
対

し
、

納
期

限
の

翌
日

か
ら

納
付

日
ま
で
の

日
数

に
応

じ
て

課
さ

れ
る

も
の

で
あ

る
。

減 N ∞ 哩 ∞ 羽 E q ω 闘争 卦 bラ 期う省

納
税

者
又

は
特

別
徴

収
義

務
者

(
以
下
「

納
税

者
等
」
と
い
う
。
)
が
そ
の
財
産
に
つ
き

、
震
災

、
風

水
害

、

火
災

そ
の

他
の

災
害

又
は

盗
難

に
よ

り
多

額
の

損
失

を
受

け
た

場
合

納
税
者

等
又

は
こ

れ
ら

の
者

と
生

計
を

ー
に
す
る

親
銀

が
病

気
に

か
か

り
、

又
は

負
傷

し
、
多

額
の

医
療

rt
を

支
払

っ
た
場
合

納
税
者

等
が

そ
の

事
業

を
廃

止
し
、
又

は
休

止
し

た
場

合
で

、
や

む
を

得
な

い
理

由
が

あ
る

と
認

め
ら

れ

る
と
き

納
税

者
等

が
そ

の
事

業
に

つ
き

著
し

い
損

失
を

受
け

た
場

合
で

、
や

む
を

得
な

い
理

由
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

と
き

納
税

者
が

生
活
保

護
法

の
規

定
に

よ
る

保
護

を
受

け
て

い
る

者
で

あ
る

場
合

又
は

こ
れ

と
同

程
度

の
実

情

に
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
者

で
あ

る
場

合

納
税
者

等
が

破
産

法
の

規
定

に
よ

り
破

産
手

続
開

始
の

決
定

を
受

け
た

場
合

で
、
や

む
を

得
な

い
理

由
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

と
き

納
税

者
等

の
相

続
人

が、
限

定
承

認
文

は
相

続
の

放
棄

を
し

、
相

続
財

産
の

管
理

人
が

選
任

さ
れ

た
場

合

で
、

配
当

原
資

が
な

い
と

認
め

ら
れ

る
と

き

納
税
者

等
が

民
事

再
生

法
の
規

定
に

よ
り

再
生

手
続

開
始

の
決

定
を

受
け

た
場

合
文

は
会

社
更

生
法

の
規

定
に

よ
り

更
生

手
続

開
始

の
決

定
を

受
け

た
場

合
で

、
や

む
を

得
な

い
理

由
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

と
き

納
税

者
等

が
死

亡
し
、
文

は
身

体
の
拘

束
を

受
け

た
た

め
、

滞
納

と
な

っ
た

場
合

納
税
者

等
が

納
税

の
告

知
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
る

こ
と

が
で

き
な

い
正

当
な

理
由

が
あ

る
場

合
で

、
や

む

を
得

な
い

と
認

め
ら

れ
る

と
き

市
長

が
特

に
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

場
合

ア
延

滞
金

の
根

拠
と

割
合

各
税

目
の

延
滞

金
に

係
る

根
拠

条
文

と
割

合
は

、
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。

税
目

根
拠

条
文

個
人

市
民

税
地

方
税

法
第

3
2
6
粂

法
人

市
民

税
地

方
税

法
第

3
2
6
条

固
定

資
産

税
地

方
税

法
第

3
6
9
条

軽
自

動
車

税
地

方
税

法
第

4
5
5
条

市
た

ば
こ

税
地

方
税

法
第

4
8
2
条

入
湯

税
地

方
税

法
第

7
0
1
条
の

11

事
業

所
税

地
方

税
法

第
7
0
1
条
の

6
0

都
市

計
画

税
地

方
税

法
第

7
0
2
条
の

8

期
間

納
期

限
の

翌
日

か
ら

1
か
月

納
期

限
の

翌
日
か
ら

1
か

月
を

を
経

過
す

る
ま

で
の

期
間

経
過

し
た

日
か

ら
納

付
の

日
ま

平
成

2
2
年

1
月

1
日

で
の

期
間

~
平

成
2
5
年

1
2
月

3
1
日

4
.
3
%

 
1
4
.
6
%

 

平
成

2
6
年

1
月

1
日

~
平

成
2
6
年

1
2
月

3
1
日

2
.
9
%

 
9
.
2
%

 

平
成

2
7
年

1
月

1
日

~
平

成
2
8
年

12
月

3
1
日

2
.
8
%
 

9
.
1
%

 

ま
た

、
過

去
5
年

間
に

お
け

る
延

滞
金

の
減

免
実

績
は

、
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。

な
お

、
延

滞
金

は
、

1
，0

0
0

円
未

満
の

場
合

は
全

額
が

切
り

捨
て

ら
れ

る
た

め
、

納
期

限
を

過
ぎ

て
納

付

し
た

場
合

で
も

、
実

質
的

に
延

滞
金

が
発

生
し

な
い

場
合

も
あ

る
。

(単
立

件
文

は
千

円
)

個
人

市
県

民
税

法
人

市
民

税
固

定
資

産
税

軽
自

動
車

税
市

た
ば

こ
税

事
業

所
税

言十
年

度
都

市
計

画
税

件
数

減
免

額
件

数
減

免
額

件
数

減
免

額
件

数
減

免
額

件
数

減
免

額
件

数
減

免
額

件
数

減
免

額

23
 

15
4 

1，
38
0 

。
-
1

 1
6
1

 
1 ，
8
8
9
 

2
 
。

。
-

1
 3
1
6
 

3，
2
71
 

24
 

l5
2 

2
，

 l4
8 

5
 

26
1

 2
64
 

9
，4
82
 

2l
 

48
 

49
 

II
 

9
6
0
 

45
4 

l2
，
7l

3
 

25
 

16
7 

3
，
6
l4

 
2
14

 
30
4 

lO
，0
3
6
 

6
 

23
 
。

63
l 

4
7
9
 

14
，
5
18

 

26
 

2
49
 

4
，0
57
 

ワ
6
1

 l
24
 

56
5 

II
 

l8
 
。

。
-

1
 3
8
6
 

4
，
6
4
6
 

27
 

95
 

l，
l9
3 

。
21
4 

6
，9
8
3
 

8
 

27
 
。

。
31
7 

8
，
20
3 

入
湯

税
は

減
免

の
実

績
が

な
い

。
(
注
)

イ
延

滞
金

収
入

額
の

推
移

過
去

5
年

間
に

お
け

る
延

滞
金

収
入

額
の

推
移

は
、

以
下

の
と

お
り

で
あ

る
。

な
お

、
税

目
こ

と
の

内
訳

は
抱

握
さ

れ
て

い
な

い
。
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件
又

は
千

円
)

(
単
位

過
去

5
年

間
の

還
付

金
の

件
数

及
び

金
額

の
推

移
は

、
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。
⑥

還
付

金
に

つ
い

て

減
額

更
正

や
納

税
申

告
に

よ
り

確
定

し
た

税
額

を
超

え
て
納

付
が

な
さ

れ
た

場
合

等
の

過
誤

納
分

は
、
遅

滞

な
く

還
付

す
る

こ
と

と
な

る
が

、
納

税
者

に
滞
納

が
あ

れ
ば

、
滞

納
分

に
充

当
す

る
こ

と
と

な
る

。
還

付
手

続

の
概

要
は

、
以

下
の
と
お
り
で
あ
る
。

立
き
¥

平
成

23
年
度

平
成

24
年
度

平
成

25
年
度

平
成

26
年
度

平
成

2
7
年
度

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

個
人
市
県
民
税

8
，
7
1
4
 

12
4
，
15
7 

9
，
0
9
0
 

13
6
，
27
8 

10
，
6
0
2
 

14
5
，
3
7
7
 

10
，3
0
3
 

15
1，
2
5
2
 

11
，9

2
9
 

15
5
，
7
2
7
 

法
人
市
民
税

1，
6
5
8

 
3
4
2
，
3
4
2
 

1，
7
3
1
 
2
9
7
，
89

9
 

1，
97

5
 
2
8
6
，
5
92
 

1，
8
6
4
 

2
4
4
，
9
2
4
 

2
，
18
0 

32
4
，

 13
0 

固
定
資
産
税

8
8
1

 
4
2
，
6
13

 
1，
0
7
7
 

4
4
，
75
6 

1 ，
0
4
1
 

4
1，
2
5
8
 

8
6
7
 

52
，
8
1
0
 

9
6
1
 

57
，
10
3
 

都
市
計
画
税

軽
自
動
車
税

26
1

 
1，
27

8
 

3
3
5
 

1 ，
62

8
 

2
5
4
 

1，
2
4
7
 

2
3
9
 

1， 
2
3
0
 

4
3
8
 

2
，
2
6
7
 

そ
の
{也

70
 

13
，
3
9
4
 

70
 

12
，
0
5
0
 

70
 

19
，8

0
2
 

5
1
 

9
，
4
4
4
 

67
 

13
，
5
9
7
 

配
当

制
株

式

1，
3
1
9
 

15
，
3
4
5
 

1，
3
6
8
 

15
，
4
32
 

1，
4
3
0
 

14
，8

0
6
 

2
，
1
3
6
 

50
，
01
1 

2
，0

2
8
 

50
，
4
6
8
 

誠
渡
所
科

~~l
J

延
滞
金

13
6
 

68
1 

15
3 

1，
7
13

 
13
7 

9
8
4
 

14
6
 

4
9
4
 

13
1
 

4
9
1
 

小
言
十

13
，
0
3
9
 

5
3
9
，8
1
0
 

13
，
8
2
4
 

5
0
9
，
75
6 

15
，
5
0
9
 

5
10
，
0
6
6
 

15
，
6
0
6
 

5
1
0
，

 16
5 

17
，
7
34
 

6
0
3
，
7
8
3
 

還
付
加
算
金

1，
10
5
 

11
，
2
6
0
 

1，
2
7
7
 

15
，
36
0 

1，
2
8
5
 

9
，4

4
3
 

94
1
 

6
，
5
0
7
 

6
4
8
 

4
，
0
1
6
 

合
計

14
，
14
4
 

5
5
1，
0
7
0
 

15
，
10

1
 
5
2
5
，
11
6 

16
，
7
9
4
 

5
19
，
5
09
 

16
，5
4
7
 

5
1
6
，
6
7
2
 

18
，
3
8
2
 

6
0
7
，
7
9
9
 

う省 卦 bラ

歳
入

選
付

(
当

年
度

歳
入

よ
り

支
出

す
る

i墨
付

)
と

歳
出

還
付

(
当

年
度

歳
出

予
算

よ
り

支
出

す
る

還

付
)

の
合

計
で

あ
る

。

配
当

割
・
株

式
譲

渡
所

得
制

は
、

上
場

株
式

等
の

配
当

や
議

渡
査

を
等

に
対

し
て

課
税

さ
れ

た
個

人
県

民

税
を

、
市

が
納

税
者

に
還

付
す

る
も

の
で

あ
る

。

還
付

加
算

金
は

、
納

め
過

ぎ
た

税
の

納
付

日
の

翌
日

等
か

ら
還

付
金

の
支

払
決

定
ま

で
の

日
数

に
応

じ

て
、
加
算

さ
れ

る
金

額
で

あ
る

。

(
注
)
1

 

2
 

3
 

期
(
2
)

監
査

手
続

①
収

納
事

務
に

つ
い

て
、税

務
課

へ
の

質
問

及
び

関
連

資
料

の
閲

覧
を

行
う

こ
と
に
よ
り

、
概
要

を
把

握
し
た

。

②
納
付

方
法

ご
と

に
、

必
要

な
手

続
が

正
確

か
つ

適
正

に
、

ま
た

効
果

的
に

行
わ

れ
て

い
る

か
検

証
し

た
。

③
延

滞
金

の
減

免
に

つ
い

て
、

無
作

為
に

数
件
抽

出
し、

申
請

か
ら
承
認
ま
で
、
の
手
続
が
適
正
に
行
わ
れ
て
い

る
か
検

証
し
た

。

④
還

付
事

務
に
つ
い
て

、
還

付
を

行
う

た
め

の
手

続
が

適
切

に
行
わ
れ
て
い
る
か
検
証
し
た
。

領
収

証
書

、
復

命
書

、
口

座
振

替
依

頼
書

、
収

入
管

理
班

業
務

マ
ニ

ュ
ア

ル
、

延
滞

金
の

減
免

申

請
書

、
金

沢
市

延
滞

金
減

免
事

務
処

理
の

手
引

き
、
還

付
に

関
す

る
決

裁
伺

書
、
確
定
申

告
書

、

決
算

書
等

閲
覧

資
料
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延
滞

金
も

コ
ン

ビ
ニ

で
納

付
で

き
る

こ
と

と
な

っ
た

。

平
成

2
4年

度
以

降
の

コ
ン

ビ
ニ

納
付

の
実
績
は

、
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。

減 N ∞ 哩 ∞ 羽 E q ω 闘争 う省

い
よ

全
体

コ
ン
ビ

ニ

件
@
数

金
⑤額

件。
数

利。
用/
③率

金
。額

利
⑨
用/
⑤率

(
件
)

(
千
円
)

(
件
)

(
%
)
 

(
千
円
)

(%
)

 

24
年

度
19
5
，
24
2 

9
，
74
2
，
44
5 

個
人
市
県
民
税

25
年

度
19
3
，
6
8
6
 

9
，
99
1
，
85
4 

43
，
39
3 

22
.
 

'1
 1
，
19
7
，
13
9 

12
.
0
 

(
普
通
徴
収
)

26
年

度
19
1. 
3
8
6
 

10
，
33
8
，
84
5 

49
，
23
5 

2
5
.
7
 

1，
39
8
，
8
6
0
 

13
.
5
 

27
年

度
18
5
，
8
4
6
 

10
，
14

1，
98
0 

55
，
22
8 

29
.7
 

1，
54

8
，
14
7 

15
.
3
 

24
年

度
4
8
7
，
05
3 

34
，
3
5
6
，
02
4 

固
定

資
産

税
25

年
度

48
4
，
37
1 

34
，
55
5
，
27
4 

4
1，
00
4 

8
.5

 
1，

 16
2
，
62
2 

3.
4 

都
市

計
画

税
26

年
度

48
1
，
9
8
0
 

34
，
77
6
，
36
0 

51
，
80
6 

10
.
7
 
1，
49

6
，
5
0
3
 

4
.
3
 

27
年

度
4
8
8
，
52
7 

34
，
74
8
，
34
8 

60
，
99
5 

12
.5

 
1，
72
4
，
 12
1 

5
.
0
 

24
年

度
12
2
，
26
5 

67
5
，
79
4 

34
，
63
2 

28
.3

 
19
3
，
86
4 

28
.7
 

軽
自

動
車

税
25

年
度

12
4
，
85
5 

69
8
，
86
8 

4
1. 

17
6 

33
.0
 

23
4
.2
9
6
 

33
.
5
 

26
年

度
12
8
，
15
9 

72
5
，
48
9 

46
，
9
17

 
36

.6
 

27
1
，
3
8
5
 

37
.4
 

27
年

度
13
0
，
84

1
 

74
9
，
21
2 

5
1，
80
5 

3
9
.
6
 

30
2
，
58
7 

40
.
4
 

24
年

度
8
0
4
，
5
6
0
 

44
，
77
4
，
26
3 

34
，
63
2 

4
.
3
 

19
3
，
8
6
4
 

0.
4
 

合
計

25
年

度
8
0
2
，
9
12

 
4
5
，
24
5
，
99
6 

12
5
，
57
3 

15
.6
 
2
，
59
4
，
0
57
 

5
.7
 

26
年

度
8
0
1. 
52
5 

4
5
，
8
4
0
，
69
4 

14
7
，
95
8 

18
.5
 
3
，
16
6
，
74
8 

6
.
9
 

27
年

度
8
0
5
，
2
14

 
4
5
，
63
9
，
54
0 

16
8
，
02
8 

20
.9

 3
，
57
4
，
8
5
5
 

7
.
8
 

(
3
)

監
査

結
果

①
納

付
方

法
に

つ
い

て

市
の
窓
口

、
金

融
機

関
、
郵
便

局
及

び
コ

ン
ビ

ニ
で

の
納

付
、
口
座
振

替
に
よ
る

納
付

、
納

税
協

力
会

へ
の

納
付

な
ど

、
納

付
方

法
ご
と
に

収
納

に
係

る
一

連
の

書
類

を
確

認
し

た
が

、
い

ず
れ

も
正
確

か
つ

適
正

に
処

理

さ
れ
て
お
り

、
問

題
点

は
検

出
さ
れ
な
か
っ
た

。

た
だ

し
、

納
税

協
力

会
へ

の
納

付
件
数

に
応

じ
て

、
市

か
ら

納
税

協
力

会
に

交
付

さ
れ

て
い

る
納

税
奨

励
金

に
つ

い
て

は
、
以
下
の
と
お
り

検
討

が
必

要
で
あ
る

。

納
税
協
力
会
は
、
個

人
市

県
民
税

(
普
通
徴
収
入
固
定
資
産
税
及
ひ
'
都
市
計
画
税
の

納
付

手
続

を
行

っ
て

お

り
、
過

去
か

ら
市

税
の

収
納

に
大

き
く

貢
献

し
て
き
た

。
し
か
し

、
近

年
、

コ
ン

ビ
、ニ

で
の

納
付

な
ど

、
納
税

者
に

と
っ

て
利

便
性

の
高

い
納

付
方

法
が

導
入

さ
れ

、
納

税
環

境
が

向
上

し
て

き
た

こ
と

に
伴

い
、

以
下

の
と

お
り

会
員

数
及

び
取

扱
税

額
と
も
減
少
し
て
い
る

。
今
後
も

、
そ

の
傾

向
が

続
く

と
見

込
ま

れ
る

こ
と

か
ら

、

制
度

の
見

直
し

を
検

討
す

る
必

要
が

あ
る

と
言

え
る

。

~
空

平
成

18
年

度
平

成
2
1
年

度
平
成

2
4
年

度
平

成
2
7
年

度
対

平
成

1
8

年
度

比

協
力
会
数
(
団
体
)

3
3
4
 

2
9
2
 

2
7
5
 

2
5
0
 

ム
8
4

協
力
会
員
数
(
人
)

16
，
3
7
0
 

1
3
，
8
1
8
 

1
1
，
3
2
3
 

1
0
，
7
2
9
 

ム
5
，
6
4
1

協
力
会
取
扱
税
額

(
千
円
)
③

5
，

 1
4
5
，

 7
6
6
 

4
，
5
5
8
，
6
0
2
 

3
，
7
7
1
，
9
3
9
 

3
，
3
3
3
，
9
9
6
 

ム
1.

8
1
1
，

 7
7
0
 

納
期
内
納
付
額
(
千
円
)

⑧
 

3
5
，
5
5
7
，
6
2
6
 

3
4
，
6
6
7
，
7
5
4
 
3
2
，
5
8
2
，
3
4
6
 

3
6
，
6
2
3
，

 1
9
5
 

1
，
0
6
5
，
5
6
9
 

③
/
⑤
 

14
.
5
%
 

1
3
.
1
%
 

1
1. 

6
%
 

9
.
1

%
 

納
税
奨
励
金
交
付
額
(
千
円
)

2
0
，
5
2
4
 

16
，
8
5
3
 

1
3
，
7
3
8
 

1
1
，
3
3
2
 

ム
9
，
19

2

卦

ー l u c - -
bラ 期

近
年

、
金

沢
市

内
に

は
数

多
く

の
コ

ン
ヒ
ニ
が
あ
り

、
年

齢
や

性
別

を
問

わ
ず

、
市

民
に

と
っ

て
は

身
近

な
存

在
と

な
っ

て
い

る
。

コ
ン
ビ
ニ

納
付

は
、
そ

の
よ

う
な

コ
ン

ビ
ニ

で
い

つ
で

も
納

付
で
き
る
方
法
で
あ
り

、
今
後

も
そ

の
件

数
は

増
加

す
る

と
考

え
ら

れ
る

が
、

近
年

こ
れ

ら
の

手
法

に
加

え
、
ペ

イ
ジ

ー
に
よ
る
納

付
が
可
能
な

自
治
体
が
増
加
し
て
い
る

。

ペ
イ

ジ
ー

と
は

、
税
金

や
公

共
料

金
な

ど
を

、
パ

ソ
コ

ン
や

ス
マ

ー
ト

フ
ォ
ン

、
A
T
M

か
ら
支
払
う

こ
と

が
で
き
る
も
の
で
あ
り

、
利

便
性

が
高

い
と

言
わ

れ
て

い
る

。

平
成

2
8
年

11
月

1
日
現

在
、ペ

イ
ジ

ー
に

よ
る

納
付

が
可

能
な

主
な

自
治

体
は

、
以
下

の
と

お
り

で
あ

る
。

ま
た
、
納
税
奨
励
金
に
つ
い
て
は
、
平
成

2
7
年

度
の

事
務

事
業

市
民

行
政

評
価

に
お

い
て

も
議

論
さ

れ
て

お

り
、
「
会
員
数
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
や

、
納

期
内

納
付

率
が

10
0
%

に
達

し
て

い
な

い
協
力

会
が

多
い

な
ど

、

制
度

の
効

果
が

薄
れ

て
い

る
ほ

か
、

コ
ン
ヒ
守
ニ
収
納
な
ど
納

税
環

境
が

向
上
し

て
い
る
こ
と
か
ら

、
納

税
意

識

の
一

層
の

啓
発

に
取

り
組

む
と

と
も

に
、
収
入

率
の

向
上

策
を

検
討

す
る

中
で

、
廃
止

を
含
め

制
度

を
抜

本
的

に
見
直
す
べ
き
で
あ
る

。
」
と
評
価

さ
れ
て
い
る

。
市

民
行

政
評

価
は

、
有

識
者

の
ほ

か
、

実
際

に
市

民
が

参
画

し
、

効
果

を
よ

り
高

め
る

た
め

の
見

直
し

ゃ
事

業
の

あ
り

方
等

に
つ

い
て

評
価

す
る
も
の
で
あ
り

、
そ

の
結

果

は
重

く
受

け
止

め
る

必
要

が
あ

る
と

考
え

ら
れ

る
が

、
今

監
査

時
点

に
お

い
て

、
評

価
結

果
を

踏
ま

え
た

見
直

し
が
な
さ
れ
て
い
な
い

。
納

税
協

力
会

の
会

員
数

及
び

取
扱

税
額

が
減

少
傾

向
に

あ
る

こ
と

か
ら

、
市

民
行

政

評
価

の
結

果
も

十
分

噂
重

し
、
制

度
の

抜
本

的
な

見
直

し
を

検
討

す
る

必
要

が
あ

る
。

【意
見】

納
税

奨
励

金
に

つ
い

て
は

、
納
税
協

力
会
の
会
員

数
及

び
取

扱
税

額
が

減
少
傾

向
に
あ

る
こ
と
か

ら
、
市
民
行

政
評

価
の

結
果

も
十

分
尊

重
し

、
制

度
の

抜
本

的
な

見
直

し
を

検
討

す
る

必
要

が
あ

る
。

金
沢

市
で

は
、
納
税

の
利

便
性

を
向

上
さ

せ
、
市
税

の
納
期

内
納

付
の
推

進
を
図
る
た
め

、
平

成
2
4
年

度
か

ら
軽

自
動

車
税
、
平
成

2
5
年

度
か
ら

個
人

市
県
民
税
(
普

通
徴

収
)
、
固
定
資

産
税
及

び
都

市
計

画
税

の
現

年

分
が

コ
ン

ビ
エ

で
の

納
付

が
可

能
と

な
っ

た
。

さ
ら
に

、
平

成
2
7
年

度
か

ら
は

、
こ

れ
ら

の
滞
納

繰
越

分
及

び
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【意
見

】

納
税

者
の

利
便

性
の

更
な

る
向

上
と

市
税

収
入

を
確

保
す

る
観

点
か

ら
、

ペ
イ

ジ
ー

や
ク

レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
に

よ
る

納
付

が
可

能
と

な
る

よ
う

検
討

を
進

め
る

必
要

が
あ

る
。

卦 bラ 期

②
延

滞
金

の
減

免
に

つ
い

て

平
成

27
年
度
の
延
滞
金
の
減
免
か
ら
、

5
件

を
無

作
為

に
抽

出
し

、
申

請
か

ら
承

認
ま

で
の

関
連

資
料

を
確

認
し

た
が

、
以

下
の

と
お

り
、
今

後
対

応
を

検
討

す
る

必
要

の
あ

る
案

件
が

見
受

け
ら

れ
た

。

具
体

的
に

は
、

固
定

資
産

税
及

び
都

市
計

画
税

に
係

る
延

滞
金

で
、

申
請

者
が

事
業

再
生

の
た

め
の

経
営

改

善
計

画
を

作
成

し
た

た
め

、
施
行
規
則

第
6
条
の

2
第

1
項

第
11

号
の

規
定

(
市

長
が

特
に

必
要

が
あ

る
と

認

め
る

場
合

)
に

基
づ

き
、

延
滞

金
の

5
0
%
を
減
免
し
た
も
の
で
あ
る

。

金
沢
市
税
延
滞
金
減
免
事
務
処
理
の
手
引
き
で
は
、
同
号
に
該
当
す
る
事
例
と
し
て
、

「
失
業
そ
の

他
こ

れ
ら

に
準

ず
る

事
由

に
よ

っ
て

、
当

該
年

の
所

得
の

見
積

額
が

前
年

の
所

得
に

比
べ

著
し

く
減

少
し

た
こ

と
に

よ
り

、

生
活

に
困

窮
す

る
者

」
と

し
て

お
り

、
こ

れ
に

該
当

す
る

場
合

は
、

延
滞

金
の

5
0
%
を

限
度

と
し

て
、

減
免

す

る
と
し
て
い
る

。

市
は

、
減

免
の

決
定

に
際

し
て

、
申

請
者

か
ら

提
出

さ
れ

た
決

算
書

等
を

審
査

し
、

直
近

2
期

に
お

い
て

流

動
比

率
が

10
0怖

を
下
回
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
慢
性
的
に
資
金
シ
ョ
ー
ト
の
危
険
性
が
あ
る
状
態

j
と
判
断

し
て

い
る

が
、

申
請

者
は

直
近

期
で

約
1，
70
0
万
円
の
債
務
超
過
で
あ
る
が
、
売
上
高
は
糟
加
傾
向
に
あ
り
、

直
近

3
期

は
い

ず
れ

も
純
利

益
を
計

上
し
て
お
り
、
直
近
期
は
約

25
0
万

円
の

黒
字

と
な

っ
て

い
た

。

ま
た

、
経

営
状

況
が

厳
し

い
会

社
が

形
式

上
利

益
を

計
上

す
る

た
め

に
減

価
償

却
費

を
計

上
し

な
い

こ
と

が

あ
る

が
、

申
請

者
は

、
直

近
3
期
と
も

に
減

価
償

却
費

が
計

上
さ

れ
て

お
り

、
直

近
期

に
つ

い
て

は
、

税
務

上

の
償

却
限

度
額

ま
で

減
価

償
却

費
が

計
上

さ
れ

て
い

た
。

減
価

償
却

費
を

計
上

す
る

と
い

う
こ

と
は

、
減

価
償

却
l費

相
当

額
が

、
資

金
と

し
て

留
保

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

意
味

し
て

い
る

。

流
動

比
率

が
2
期

連
続

で
10
0
%

を
下

回
っ

て
い

る
こ

と
は

、
経

営
状

況
が

良
好

で
な

い
こ

と
を

示
す

指
標

の
1
つ

で
あ

る
が

、
流

動
負

債
が

増
え

て
い

る
一

方
、

固
定

負
債

は
減

少
し

て
お

り
、

負
債

全
体

が
減

少
し

て

い
る

こ
と

か
ら

す
る

と
、

長
期

借
入

金
が

短
期

借
入

金
に

振
り

替
え

ら
れ

て
い

る
と

い
う

こ
と

で
あ

り
、

流
動

比
率

が
1
0
0
%
を
下
回
っ
て
い
る
こ
と
の
み
を
も
っ
て
、

「慢
性

的
に

資
金

シ
ョ

ー
ト

の
危

険
性

が
あ

る
状

態
」

と
は
言
い
難
い

。

提
出

さ
れ

て
い

る
資

料
を

確
認

す
る

限
り

、
必

ず
し

も
延

滞
金

の
納

付
が

困
難

で
あ

る
状

況
と

は
認

め
ら

れ

な
か
っ
た

。

延
滞
金
の
減
免
に
つ
い
て
は
、
決
算
書
の
分
析
な
ど
専
門
的
な
知
識
が
求
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

研
修

等
を

行
い

職
員

の
専

門
的

な
実

務
能

力
を

高
め

る
ほ

か
、

必
要

に
応

じ
て

、
専

門
家

に
分

析
を

依
頼

し
、

意
見

を
求

め
る

こ
と

を
検

討
す

る
必

要
が

あ
る

。

区
分

都
道

府
県

指
定

都
市

中
核
市

全
数

47
 

20
 

47
 

導
入

数
22
 

10
 

9
 

導
入

率
46

.8
%
 

5
0
.
0
%
 

19
.
1%

 

岩
手

県
仙

台
市

宇
都

宮
市

2
 

宮
城

県
千

葉
市

前
橋

市

3
 

茨
城

県
横

浜
市

両
崎

市

4
 

栃
木

県
川

崎
市

柏
市

5
 

群
馬

県
相

模
原

市
長

野
市

6
 

埼
玉

県
新

潟
市

豊
橋

市

7
 

東
京

都
名

古
屋

市
岡

崎
市

8
 

神
奈

川
県

大
阪

市
豊

岡
市

9
 

岐
阜

県
堺

市
鹿

児
島

市

10
 

静
岡

県
福

岡
市

11
 

愛
知

県

12
 

三
重

県

13
 

大
阪

府

14
 

兵
庫

県

15
 

奈
良

県

16
 

和
歌

山
県

17
 

島
根
県

18
 

岡
山
県

19
 

広
島

県

20
 

佐
賀

県

21
 

熊
本

県

22
 

鹿
児

島
県

ー l 日 - ーー

【意
見

】

延
滞

金
の

減
免

に
つ

い
て

は
、

決
算

書
の

分
析

な
ど

専
門

的
な

知
識

が
求

め
ら

れ
る

場
合

が
あ

る
こ

と
か

ら
、

研
修

等
を

行
い

職
員

の
専

門
的

な
実

務
能

力
を

高
め

る
ほ

か
、

必
要

に
応

じ
て

、
専

門
家

に
分

析
を

依
頼

し
、

意

見
を

求
め

る
こ

と
を

検
討

す
る

必
要

が
あ

る
。

ま
た

、
東
京
都
、
大
阪
府
、
福
島
県
、

三
重

県
、

大
分

県
、

千
葉

市
、

京
都

市
、

神
戸

市
、

福
岡

市
及

び
姫

路
市

に
お

い
て

は
、

ク
レ

ジ
ッ

ト
カ

ー
ド

で
の

納
付

が
可

能
と

な
っ

て
い

る
。

国
に
お
い
て
も
、
平
成

29
年

1
月

4
日

か
ら

、
国

税
の

納
付

を
ク

レ
ジ

ッ
ト

カ
ー

ド
で

可
能

と
し

た
こ

と
か

ら
、
今
後
、
国
の
証
明

j
向

に
合

わ
せ

、
ク

レ
ジ

ッ
ト

カ
ー

ド
に

よ
る

納
付

を
可

能
と

す
る

自
治

体
は

、
更

に
噌

加

す
る

と
考

え
ら

れ
る

。

納
税
者
の
利
便
性
の
更
な
る
向
上
と
市
税
収
入
を
確
保
す
る
観
点
、
か
ら
、
金
沢
市
に
お
い
て
も
、
国
や
他
の

自
治

体
の

状
況

を
踏

ま
え

、
ペ

イ
ジ

ー
や

ク
レ

ジ
ッ

ト
カ

ー
ド

に
よ

る
納

付
が

可
能

と
な

る
よ

う
検

討
す

る
必

要
が
あ
る

。

(
注
)
中
核
市
の
数
は

、
平
成

28
年

11
月

1
日
現
在
で
あ
る

。
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滞

納
整

理
事

務

(
1

 )
概

要

滞
納

整
理

事
務

と
は

、
収
納

に
係

る
事
務
の

う
ち

、
滞

納
者
の

財
産

及
び

実
態

を
調

査
し、

差
押

え
、
強
制

換
価

等
の

滞
納

処
分

、
滞

納
処

分
の
執

行
停

止
、

不
納

欠
損

に
至
る
一

連
の
事
務
の
こ

と
で
あ
る

。

③
還

付
事

務
に
つ

い
て

過
誤

納
金

の
発

生
か

ら
、

対
象

者
に
還

付
さ
れ

る
ま
で
の

一
連

の
書

類
及

び
手

続
を

確
認

し
た
が

、
い

ず
れ

も
適

正
に

行
わ

れ
て
お

り
、

問
題

点
は
検
出

さ
れ
な
か
っ
た

。

減 N ∞ 哩 ∞ 羽 E q ω

(l
ji
{立

1'1'
:又

は
千

円
)

li:: 
制

定
額

収
入

額
不

納
欠

損
額

新
規

滞
納

繰
越

額
滞

納
繰

越
額

(
滞
納
繰
越
分
)

(
当
年

度
回

収
分
)

(
執
行
停
止
)

(
消
誠

U'，
'j
:効
)

(
当
年
度
発
生
分
)

(
次
年
度
繰
越
分
)

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

2
3年

度
10
5
，
1
5
3
 
2
，1

11
，
2
7
2

 
18

，9
2
0
 

3
8
1，

74
5

 
1，
0
66

 
2
3
，
6
5
9

 
5
，
76

3
 

6
8
，
33
1 

2
6
，
2
2
6
 

1
1
9
，

 19
6 

10
5
，
9
3
0

 2
，
3
3
6
，
7
3
0
 

2
1
'ド

度
10
5
，
6
0
6
 
2
，
2
8
3
，
74

1
 2
0
，
8
5
5
 

1
0
6
，
5
6
9
 

1，
 11
0

 
2
2
，
2
3
8
 

5
，
8
8
3
 

9
2
，
0
3
9
 
2
6
，
0
5
1

 
1
6
9
，1
5
1
 
10
3
，
7
8
2
 
2
，
23
2
，
3
4
9
 

2
5年

度
10
3
，
3
0
7
 
2
，
2
2
5
，
6
6
9
 
2
3
，
12
4

 
1
3
6
，
9
8
1

 
1，

2
05

 
2
6
，
2
18

 
6
，
9
2
2
 

11
3
，8

9
4

 2
3
，
7
2
7
 

4
5
0
，
3
0
7

 
9
5
，

 7
8
3
 
2
，0

9
8
，8

8
3
 

2
6年

度
9
5
，
3
9
9
 
2
，0

8
9
，8

0
8

 2
2
，
8
8
5
 

4
3
9
，
6
3
8
 

1，
2
3
6
 

2
4
，
3
9
5
 

5
，
8
8
5
 

8
8
，
3
2
2
 
2
2
，
3
0
3

 
3
9
2
，4
3
1

 
8
7
，
6
9
6
 

1，
9
2
9
，8

8
4
 

2
7
年

度
8
7
，
4
7
0
 

1，
9
2
5
，8

7
8
 
2
2
，
71

3
 
4
2
8
，
3
4
3

 
1，
6
3
6
 

2
9
，
2
2
6
 

4
，
4
7
6
 

7
1，
3
4
4

 2
0
，
4
9
5

 
4
0
5
，
77
4 

7
9
，

 14
0
 

1，
8
0
2
，
7
3
9
 

①
滞

納
繰

越
額

の
過

去
5
年

間
の
推

移

I個
人

市
民

税
l

闘争 う省 卦

(
単

{
立

件
又

は
千

円
)

lz: 
制

定
制

収
入

制
不

納
欠

損
稲

新
規

滞
納

繰
越

額
滞

納
繰

越
額

(
滞
納
繰
越
分
)

(
当
午

度
回

収
分

)
(
執
行
停
止
)

(
消
滅
時
効
)

(
当

年
度

発
生

分
)

(
次
年
度
繰
越
分
)

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
制

件
数

企
徽

23
'1
'度

1，
6
4
5

 
1
10
，
01
1 

2
8
6
 

2
0
，

 15
6

 
11
4

 
8
，
0
1
0
 

9
0
 

5
，
3
3
6
 

1
8
9
 

3
0
，1

16
 

1，
64

4
 

10
6
，8

9
5

 

2
4年

度
1，
6
4
5
 

10
6
，
6
9
7

 
3
16

 
2
3
，

 16
3

 
90

 
6
，
8
7
6
 

9
5
 

'1
，
90
4 

4
4
4

 
4
3
，
5
7
8
 

1，
5
8
8
 

11
5
，
3
3
2
 

2
5年

度
1，
5
8
8
 

1
15
，
24

7
 

3
3
6
 

3
1，
6
8
3
 

82
 

4
，
9
3
1

 
10
5
 

6
，
4
9
1

 
4
19

 
2
6
，0
1
5

 
1，
4
8
4
 

9
8
，

 15
7

 

2
6年

度
1，
4
8
4
 

97
，
5
3
7

 
3
4
4
 

2
6
，
7
10
 

59
 

4
，
8
0
5
 

7
1

 
3
，
4
9
5
 

3
3
0

 
5
6
，9

8
4

 
1，
3
4
0
 

11
9
，
5
11
 

2
7 年

度
1，
3
3
8
 

1
19
，
3
6
6
 

2
9
5

 
18
，
9
5
6

 
60

 
3
，
5
3
5

 
8
3
 

6
，
6
77
 

3
01
 

17
，8

74
 

1，
2
01
 

10
8
，
0
7
2

 

I法
人

市
民

税
l

ー l 日 N | |

bラ 期

(l
ii
{立

件
又

は
千

円
)

lz: 
制

定
制

収
入

制
不

納
欠

抑
制

新
規
滞
納
繰
越
1
1
)
'1

滞
納
繰
越
1
1
)
'1

(
滞
納
繰
越
分
)

(
当
年

度
1"1
収

分
)

(
執
行
停
止
)

(
j
円
減
時
効
)

(
当
年
度
発
生
分
)

(
品
:
年
度
繰
趨
分
)

件
数

金
額

f'l
数

金
額

件
数

金
額

f'l
数

金
額

f'l
数

金
額

件
数

企
部
l

2
3年

度
64

，
 16
2

 2
，
5
3
5
，
5
4
0
 

12
，
9
9
9
 

5
0
6
，
6
19

 
76

1
 

5
3
，
0
5
8
 

2
，

 14
8
 

5
0
，
64
4 

17
，
6
8
0

 
7
6
3
，
3
8
3
 

6
5
，
9
3
4
 

2
，
6
8
8
，6

0
2

 

24
年

度
6
5
，
8
7
9

 2
，6

8
8
，
2
0
8

 
13

，
7
2
2
 

6
0
3
，
64

6
 

7
10
 

13
7
，
4
6
0
 

1，
4
8
4

 
2
5
，
3
0
5
 

16
，
5
6
1

 
6
17
，
3
16

 
6
6
，
5
2
4
 

2
，
5
3
9
，
11
3

 

2
5
年

度
6
6
，
4
6
8
 
2
，
5
3
6
，
6
3
4
 

14
，
6
8
2
 

5
8
3
，
8
4
7

 
1，
2
7
2
 

4
3
，
4
0
日

2
，
7
7
3
 

4
4
，4
1
4

 
14
，
9
8
1

 
5
19

，
3
7
7
 

6
2
，
7
2
2
 
2
，
38

4
，
3
4
2
 

2
6
年

度
6
2
，
6
9
6
 
2
，
3
8
3
，8

4
6
 

15
，
13
5
 

5
4
5
，
7
5
3
 

1，
3
3
3
 

14
1，
6
6
8
 

2
，
4
6
0
 

4
0
，
63
4 

14
，

 18
5
 

4
19
，6

2
7
 

5
7
，
9
5
3
 
2
，
0
7
5
，
4
18

 

2
7
年

度
5
7
，
8
2
6
 
2
，0

7
2
，8

5
7

 
15
，
13

7
 
4
8
7
，
5
4
0
 

1，
2
7
8
 

75
，
2
5
3
 

2
，
4
3
4

 
8
9
，
6
3
7

 
13
，
15
2
 

3
4
8
，9

2
9
 

5
2
，

 12
9

 
1 ，
7
6
9
，
3
5
6
 

I固
定

資
産

税
l

(
単

位
件

又
は

千
円

)

I~
 

翻
定

額
収

入
額

不
納

欠
釦

額
新

規
滞

納
繰

越
額

滞
納

繰
越

額

(
滞
納
繰
越
分
)

(
当
年

度
同

収
分

)
(
執
行
停
止
)

(
消
滅
時
効
)

(
当
年
度
発
生
分
)

(
次
年
度
繰
越
分
)

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

2
3年

度
17
，
2
5
2

 
6
4
，
40
1 

2
，6

5
8
 

11
，
3
9
8
 

17
5 

78
0

 
1，
9
8
5
 

7
，
0
1
0
 

4
，
9
4
1

 
2
0
，2

5
7
 

17
，
3
7
5
 

6
5
，4

7
0
 

2
1年

度
16
，
8
79
 

6
2
，
1
2
5
 

2
，
5
5
1

 
10
，
9
9
6
 

15
7

 
5
1
6
 

1，
9
5
5
 

6
，
8
12

 
4
，
1
2
8
 

18
，

 18
7

 
16
，
6
1
1

 
62

，
2
5
8
 

2
5年

度
16
，
5
7
2
 

6
1，
8
5
1

 
2
，
8
3
1

 
12
，
0
3
2
 

16
2 

6
2
3
 

1，
9
4
9
 

6
，
7
7
0
 

4
，
3
9
3

 
18
，4

1
3

 
16
，
0
2
3
 

6
0
，8

6
9

 

2
6 年

度
15
，
9
7
5
 

6
0
，
6
3
3
 

2
，8
8
0

 
12
，

 14
1 

12
4

 
5
5
5
 

1，
8
5
9
 

6
，
5
3
0

 
3
，
9
2
5
 

16
，
7
41
 

15
，
0
3
7
 

5
8
，

 14
8
 

2
7 年

度
14
，
71

6
 

5
6
，

 19
8

 
2
，9

0
5
 

12
，
3
8
5
 

2
13

 
8
9
5
 

1，
7
2
0
 

6
，

 14
7

 
3
，
5
74

 
15
，4

4
3

 
13
，
4
5
2
 

52
，
2
14

 

I軽
自

動
車

税
l



闘争 期卦 bラう省朝 間 神 話 有 ( 凶 吉 宗 明 ) 品 温 二 回 減 N ∞ 哩 ∞ 羽 E q ω

よ
ぐ

と
平

成
2
3
年

度
平
成

2
4
年
度

平
成

2
5
年
度

平
成

2
6
年
度

平
成

2
7
年
度

個
人
市

県
民
税
(
普
通
徴
収
)

6
5
，
7
9
7

 
6
6
，
3
9
2
 

6
1
，
7
4
6
 

6
0
，
3
5
7
 

5
6
，
5
3
9
 

個
人

市
県
民
税
(
特
別
徴
収
)

6
，
9
6
5

 
6
，
6
4
7
 

6
，
5
6
7
 

6
，
5
5
0

 
6
，
2
1
4
 

法
人

市
民

税
1
，
3
1
5

 
1， 

4
2
8
 

1， 
1
2
9
 

1， 
0
9
1
 

9
8
7
 

固
定

資
産

税
・
都

市
計

画
税

7
7
，
1
9
6
 

7
3
，
1
7
0
 

6
6
，
6
5
6
 

6
4
，
9
9
0
 

6
4
，
0
6
3
 

軽
自

動
車

税
2
6
，
1
9
3
 

2
4
，
1
0
3
 

2
3
，
7
7
3
 

2
3
，
0
2
1

 
2
2
，

 1
6
8
 

市
た

ば
こ

税
5

 
l

 
l

 
。

。
入

湯
税

9
5
 

8
6
 

8
7
 

7
9
 

6
5
 

事
業

所
税

5
4
 

5
0
 

5
6
 

3
8

 
4
7
 

合
計

1
7
7
，
6
2
0
 

1
7
1
，
8
7
7
 

1
6
0
，
0
1
5

 
1
5
6
，
2
1
6
 

1
5
0
，
0
8
3
 

②
滞

納
整

理
事
務

の
流

れ

納
期

限
ま

で
に

納
付

が
な

い
場

合
は

、
督

促
や

催
告

を
行

い、
そ

れ
で

も
納

付
が

な
さ

れ
な

い
場

合
は

、
財

産
調

査
、

差
押

え
等

を
行

う
こ

と
と

な
る

。

ア
督

促

督
促

と
は

、
納

期
限

を
過

ぎ
て

も
納

付
し
な

い
者

に
対
し
、

督
促

状
に
よ
り

、
期

限
を

指
定

し
て

そ
の

履

行
を

促
す

行
為

の
こ

と
で

あ
る

。

督
促

状
は

、
納

期
限

後
2
0
日
以

内
に

発
送

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

さ
れ

て
お

り
、

時
効

中
断

が
認

め
ら

れ
、

滞
納

処
分

執
行

の
要

件
と

な
っ

て
い

る
。

金
沢

市
に

お
い

て
は

、
シ

ス
テ

ム
に

よ
り

、
滞

納
者

に
対

す
る

督
促

状
を

作
成

し
、

決
裁

後
、

発
送

し
て

い
る

。

督
促

状
が

送
達

で
き

な
い

場
合

は
調

査
を

行
う
が、

そ
れ

で
も
住

所
等

が
明

ら
か

で
な

い
場

合
は

、
公

示

送
達

に
よ

り
対

応
す

る
こ

と
と

な
る

。

過
去

5
年

間
の

督
促

状
の

発
送

件
数

の
推

移
は

、
以

下
の

と
お

り
で

あ
る
。

ル T
f  

(
単
{立

な
お

、
平

成
2
7
年

度
に

お
け
る

滞
納

金
額

別
の

内
訳

は
、

以
下

の
と

お
り
で、

あ
る

。

人
又

は
千

円
)

区
分

滞
納
者

数
滞

納
金

額

1
0
万

円
未

満
1
0
，
7
6
0
 

2
9
9
，
2
9
9
 

1
0
万

円
以

上
3
0
万

円
未

満
4
，
5
4
0
 

6
5
9
，
5
9
2
 

3
0
万

円
以

上
5
0
万

円
未

満
1
，
2
3
7
 

3
9
5
，
7
6
9
 

5
0
万

円
以

上
1
0
0
万

円
未

満
9
7
0
 

5
5
3
，
9
1
2
 

1
0
0
万

円
以

上
3
0
0
万

円
未

満
4
7
1

 
5
9
8
，
7
7
6
 

3
0
0
万

円
以

上
1
3
6
 

1， 
6
2
5
，

 4
9
7
 

言1
1
8
，
1
1
4

 
4
，

 1
3
2
，
8
4
5
 

(
単
位

;;:: 
制

定
額

収
入

額
不

納
欠

抑
制

新
規

滞
納

繰
越

智
l

滞
納

練
越

智
l

(1
市
納

繰
越

分
)

(
当

年
度

回
収

分
)

(執
行

停
止

)
(
消
滅
時
効
)

(当
年

度
発

生
分
)

(
政
年
度
繰
越
分
)

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

23
'
1'
度

3
 

27
 

。
10

 
。

。
27
7 

4
 

29
4 

2
4
年

度
4
 

2
9
3
 

4
 

29
3 

。
。

。
。

2
5牢

度
。

。
。

。
。

。
2
6年

度
。

。
。

。
。

。
27

年
度

。
。

。
。

。
。

~
 

調
定

徹
収

入
獄

不
納

欠
伺

徹
新

規
滞

納
繰

越
街

滞
納

繰
越

徹

(
滞
納
繰
越
分
)

(
当

年
度

回
収

分
)

(執
行

停
止

)
(
消
滅

時
効

)
(
当

年
度

発
生

分
)

(且
:年

度
繰

越
分

)

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

2
3年

度
9
8
 

5
，
20
7 

62
 

3
，
71
5 

。
。

27
 

1 ，
6
4
9
 

6
3

 
3
，

 14
1

 

2
4
年

度
63
 

3
，

 14
0
 

59
 

2
，9

30
 

。
。

36
 

2
，0
6
4

 
4
0
 

2
，2

74
 

2
5年

度
4
0
 

2
，
2
7
5
 

36
 

1，
9
27
 

。
。

38
 

2
，0
5
4

 
4
2
 

2
，4
0
2

 

2
6 年

度
4
2
 

2
，
40
2 

42
 

2
，4
0
2
 

。
。

。
。

2
7
年

度
。

。
。

。
。

。

i:: 
制

定
額

収
入

額
不

納
欠

抑
制

新
規

滞
納

繰
越

額
滞

納
繰

越
額

(
滞
納
繰
越
分
)

(
当

年
度

回
収

分
)

(執
行

停
止

)
(
消

滅
時

効
)

(
当

年
度

発
生

分
)

(
政
年
度
繰
越
分
)

1'1
数

金
額

1'1
数

金
額

i'I
数

金
制

判
数

金
額

付
数

金
額

件
数

金
額

2
3年

度
67
 

59
，

 10
8 

17
 

16
，0
99
 

2
 

9
，

 14
9 

。
23
 

23
，6
5
3
 

71
 

5
7
，
5
13

 

2
4
'1
' 皮

7
1
 

5
7
，
5
14
 

16
 

16
，5
9
0
 

2
 

2
，
25
5 

。
18

 
17

，
15
7 

7
1

 
55

，8
2
6
 

2
5年

度
7
1
 

55
，
8
2
5
 

15
 

16
，6

2
3
 

6
12

 
2

 
1，
3
3
9
 

15
 

16
，4
2
4

 
6
8
 

53
，6

75
 

2
6年

度
68
 

53
，
6
7
5
 

12
 

17
，
6
78

 
4
 

7
，
3
0
2
 

。
13

 
8
，5
4
5

 
6
5
 

3
7
，2
4
0

 

27
年

度
65
 

3
7
，
2
40
 

13
 

7
，
72
7 

4
 

6
0
5
 

2
 

18
0

 
10

 
7
，0
2
9
 

5
6
 

35
，
75
7 

::( 
制

定
縦

収
入

制
不

納
欠

抑
制

新
規

滞
納

繰
位

制
滞

納
繰

越
傾

(
i
似
の
繰
越
分
)

(
当
年

度
回

収
分

)
(執

行
停

止
)

(
消
滅

H寺
効

)
(
当
年

度
発

生
分

)
(次

年
度

繰
越

分
)

ド
|
数

金
制

1'
1
数

金
額

lq
数

金
額

1'1
数

金
額

判
数

金
額

1'
1
数

金
額

2
3年

度
64

，
16
2 

5
2
8
，
7
11
 

12
，
9
9
9
 

10
5
，
6
4
0
 

76
1
 

1
1，
0
6
4
 
2
，
14
8 

10
，
5
6
0

 1
7
，
66

1
 
15
7
，
3
9
5
 

65
，9

15
 

55
8
，8

4
2

 

24
年

度
65

，
8
7
9
 

55
8
，

 76
4
 1
3
，
72
2 

12
5
，
4
72
 

7
10

 
2
8
，
57
2 

1，
4
84
 

5
，
2
6
0

 
16
，
5
56

 
12
6
，
8
16

 
66

，
5
19

 
5
2
6
，
2
76
 

2
5年

度
6
6
，4
6
8
 

5
2
5
，
6
3
3
 
14
，
6
8
2
 

12
0
，
98
3 

1，
2
72

 
8
，9
9
5
 

2
，
77
3

 
9
，
2
0
3
 

14
，
9
8
5

 
10
6
，
4
5
3
 

62
，
7
2
6
 

4
92

，9
0
5
 

2
6
年

度
62

，6
9
6
 

4
9
2
，
7
7
1
 1
5
，
13
5 

11
2
，
81
4 

1，
33
3 

2
9
，
28
5 

2
，
46
0 

8
，
4
00
 

14
，
18
5

 
85

，
9
9
6
 

57
，9
5
3
 

4
28

，
26
8 

2
7
年

度
57

，
8
2
6
 

42
7
，
69
2 

15
，
13
7 

10
0
，
59
4 

1 ，
2
78
 

15
，
5
2
7
 
2
，
43

4
 

18
，
4
9
5
 

13
，
15

1
 

71
，
63

1
 
5
2
，

 12
8

 
36
4
，
7
0
7

 

(!
i!
位

件
又

は
千

円
)

(
単

位
件

又
は

千
円
)

(
単

位
件

又
は

千
円
)

(
単

位
件

又
は

千
F'
J)

(注
)
全

て
の

税
目

に
お

い
て

、
更

正
等

が
あ

る
た

め
、

年
度

末
の

「
滞

納
繰

越
額

(
次

年
度

繰
越
分

)J
と
翌

年

度
の

「
調

定
額

(
滞

納
繰

越
分

)
J

は
一

致
し

な
い

。

[
市

た
ば

こ
税

]

[都
市

計
画

税
]

[
事

業
所

説
l

[入
湯

税
]
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納
税

相
談

窓
口

の
相

談
件

数
lV

 

減 N ∞ 哩 ∞ 羽 E q ω

ク
財

産
調

査

督
促

や
催

告
を

行
っ

て
も

、
な

お
納

付
が

な
い

場
合

、
滞

納
者

の
財

産
調

査
を

行
う

こ
と

と
な

る
。

財
産

調
査

と
は

、
滞

納
処

分
執

行
の

た
め

、
滞

納
者

の
財

産
の

有
無

や
所

有
す

る
財

産
の

換
価

価
値

を
調

査
す

る
こ

と
で

あ
る

。
調

査
の

対
象

と
す

る
財

産
は

、
預

貯
金

、
保

険
、

給
与

、
年

金
、

国
税

還
付

金
、

不

動
産

、
動

産
、

有
価

証
券

、
自

動
車

等
で

あ
り

、
国

税
徴

収
法

第
14

1
条

の
質

問
検

査
権

を
行

使
し

て
調

査

を
行

い
、

必
要

が
あ

れ
ば

同
法

第
14
2
条

に
基

づ
く

捜
索

を
行

う
。

イ
催

告

督
促

状
の

発
送

は
1
回

限
り

で
あ

り
、

そ
の

後
は

随
時

催
告

に
よ

っ
て

納
付

を
促

す
こ

と
と

な
る

。

催
告

は
、

文
書

の
送

付
、

架
電

、
訪

問
等

に
よ

り
行

う
が

、
催

告
に

つ
い

て
の

法
律

上
の

規
定

は
な

い
。

督
促

状
を

発
送

し
で

も
納

付
が

な
い

場
合

は
、

約
1
か

月
後

に
催

告
書

を
発

送
し

て
い

る
が

、
滞

納
者

に

強
制

執
行

等
の

手
続

が
開

始
さ

れ
た

場
合

に
お

い
て

は
、

徴
収

を
急

ぐ
必

要
が

あ
る

た
め

、
催

告
な

し
に

差

押
え

等
の

手
続

を
行

う
こ

と
が

あ
る

。

初
期

の
滞

納
に

つ
い

て
は

、
主

に
徴

収
嘱

託
員

(
非

常
勤

)
が

訪
問

し
、

納
付

勧
奨

を
実

施
し

、
滞

納
繰

越
分

に
つ

い
て

は
、

市
職

員
が

定
期

的
、

ま
た

必
要

に
応

じ
て

随
時

、
文

書
催

告
を

実
施

し
て

い
る

。

日
中

や
夜

間
、

休
日

に
電

話
等

に
よ

る
催

告
を

実
施

し
て

い
る

が
、

催
告

を
し

て
も

連
絡

が
な

い
場

合
や

連
絡

先
が

不
明

な
場

合
は

、
財

産
調

査
も

兼
ね

て
訪

問
に

よ
る

実
態

調
査

等
を

実
施

し
て

い
る

。

ま
た

、
平

成
2
6
年

度
か

ら
月

1
回

、
夜

間
及

び
休

日
に

納
税

相
談

窓
口

を
設

け
、

督
促

状
や

呼
出

状
に

よ

り
納

税
相

談
を

呼
び

か
け

て
い

る
。

過
去

5
年

間
の

催
告

の
推

移
は

、
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。

闘争 う省 卦 bラ 期

国
税

徴
収

法

(
質
問
及
び
検
査
)

第
14

1
条

徴
収

職
員

は
、

滞
納

処
分

の
た

め
滞

納
者

の
財

産
を

調
査

す
る

必
要

が
あ

る
と

き
は

、
そ

の
必

要

と
認

め
ら

れ
る

範
囲

内
に

お
い

て
、

次
に

掲
げ

る
者

に
質

問
し

、
又

は
そ

の
者

の
財

産
に

関
す

る
帳

簿
書

類

(
そ

の
作

成
又

は
保

存
に

代
え

て
電

磁
的

記
録

(
電

子
的

方
式

、
磁

気
的

方
式

そ
の

他
の

人
の

知
覚

に
よ

っ

て
は

認
識

す
る

こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
て
、
あ
っ
て

、
電
子

計
算

機
に

よ
る

情
報

処
理

の
用

に
供

さ
れ

る
も

の
を

し
づ

。
)

の
作

成
又

は
保

存
が

さ
れ

て
い

る
場

合
に

お
け

る
当

該
電

磁
的

記
録

を
含

む
。

第
14
6
条

の
2
及

び
第

18
8
条

第
2
号

に
お

い
て

同
じ

。
)

を
検

査
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

滞
納

者

二
滞

納
者

の
財

産
を

占
有

す
る

第
三

者
及

び
こ

れ
を

占
有

し
て

い
る

と
認

め
る

に
足

り
る

相
当

の
理

由

が
あ

る
第

三
者

三
滞

納
者

に
対

し
債

権
若

し
く

は
債

務
が

あ
り

、
又

は
滞

納
者

か
ら

財
産

を
取

得
し

た
と

認
め

る
に

足

り
る

相
当

の
理

由
が

あ
る

者

四
滞

納
者

が
株

主
又

は
出

資
者

で
あ

る
法

人

催
告

書
の

発
送

件
数

電
話

催
告

の
件

数

(
捜
索
の
権
限
及
び
方
法
)

第
14
2
条

徴
収

職
員

は
、

滞
納

処
分

の
た

め
必

要
が

あ
る

と
き

は
、

滞
納

者
の

物
又

は
住

居
そ

の
他

の
場

所
に

つ
き

捜
索

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

2
 
徴

収
職

員
は

、
滞

納
処

分
の

た
め

必
要

が
あ

る
場

合
に

は
、

次
の

各
号

の
ー

に
該
当
す
る
と
き
に
限
り
、

第
三

者
の

物
文

は
住

居
そ

の
他

の
場

所
に

つ
き

捜
索

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

滞
納

者
の

財
産

を
所

持
す

る
第

三
者

が
そ

の
引

渡
を

し
な

い
と

き
。

二
滞

納
者

の
親

族
そ

の
他

の
特

殊
関

係
者

が
滞

納
者

の
財

産
を

所
持

す
る

と
認

め
る

に
足

り
る

相
当

の

理
由

が
あ

る
場

合
に

お
い

て
、

そ
の

引
渡

を
し

な
い

と
き

。

3
 
徴

収
職

員
は

、
前

二
項

の
捜

索
に

際
し

必
要

が
あ

る
と

き
は

、
滞

納
者

若
し

く
は

第
三

者
に

戸
若

し
く

は

金
庫

そ
の

他
の

容
器

の
類

を
開

か
せ

、
又

は
自

ら
こ

れ
ら

を
開

く
た

め
必

要
な

処
分

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

仲 ナ
，a司 l l

孟ご
と

平
成

23
年
度

平
成

24
年
度

平
成

25
年
度

平
成

26
年

度
平
成

27
年
度

夜
間

1，
7
3
1

 
2
，3

6
4
 

1，
9
14

 

休
日

]， 
3
0
2
 

1，
4
3
7
 

1，
2
4
0
 

徴
収
嘱
託
員

17
，
7
8
5
 

16
，
7
7
5
 

16
，
13
2 

17
，
2
0
1

 
16
，
9
7
5
 

応
援

4
，4

2
0
 

4
，
4
9
6
 

4
，0

7
2
 

(
単
位

訪
問

催
告

の
件

数
且
l

(
注

)
応

援
と

は
、

資
産

税
課

、
市

民
税

課
及

び
徴

収
担

当
以

外
の

税
務

課
職
員

が
協

力
し

て
行

う
夜

間
訪

問
催

告
の

こ
と

で
あ

る
。

平
成

2
6
年

度
か

ら
、

夜
間

や
休
日

の
電

話
催

告
に

加
え

、
納

税
相

談
窓

口
を

開
設

し
た

た
め

、
夜

間
や

休
日

の
訪

問
催

告
は

実
施

し
て

い
な
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々々
組

別
件
数

物
件
概
要

滞
札
価
格

滞
納
処
分
費

市
税
充
当
額

摘
要

平
成

23
年
度

該
当
事
項
な
し

平
成

24
年
度

政
当
事
項
な
し

不
動

産
l
ア
パ
ー

ト
11
，
12
0
，
0
0
0
 

6
1
5
，
9
3
0
 
6
，
5
0
2
，
57
1 
残ネ
額ッ

ト
公
先

平
成

25
年
度

は
i也
の
配

当
噂

動
産

26
茶
腕
、
D
1
1、

掛
軸
等

2
，
7
2
8
，
2
1
2
 

11
7.
4
35
 
2
.
6
1
0
.
7
7
7
 ネ

ッ
ト
公
究

平
成

26
年
度

不
動

産
l
宅
地

5
，

 15
5
，
0
0
0
 

3
2
3
，
62
2 

4
，
83
1
，
3
7
8
 ネ

ッ
ト
公
売

動
産

19
茶
腕
、

]11
等

1. 
19
5.
 
12
2 

7
0
.
7
0
0
 

1. 
12
4
.4

22
 ヰ

ッ
ト
公
売

平
成

27
年
度

不
動

産
4
宅
地
、

Il
J
林
、
事
務
所

40
，
2
5
2
，
0
0
0
 
2
，

 17
2
，

 92
i 

13
，
4
5
9
.
9
0
0
 会
残場
額公
は先
本人
、

ネに
交ッ
付ト
公
先
、

(
単

位
件

又
は

円
)

公
先
の
状
況

エ
滞

納
処

分
の

手
続

滞
納

処
分

と
は

、
市

が
行

う
強

制
徴

収
手

続
の

総
称

の
こ

と
で

あ
り

、
主

な
も

の
は

以
下

の
と

お
り

で
あ

る。

1
 

差
押

え

督
促

や
催

告
に

よ
り

納
付

を
促

し
て

も
納

付
が

さ
れ

な
い

場
合

に
、

国
税

徴
収

法
及

び
地

方
税

法
に

基

づ
き

滞
納

者
の

財
産

を
処

分
し、

こ
れ

を
換

価
で

き
る

状
態

に
し

て
お

く
強

制
的

な
処

分
の

こ
と

で
あ

る
。

過
去

5
年

間
の

差
押

え
等

の
状

況
は

以
下

の
と

お
り

で
あ

る
。

減 N ∞ 哩 ∞ 羽 E q ω 闘争 う省

(
単

位
作

文
は

千
円

)

よ更
と

前
年
度
繰
越
分

交
付
要
求

百
日
当
及
び
納
付
額

交
付
要
求
失
効
額

翌
年
度
繰
越
分

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

平
成

2
3年

度
1， 

4
1
5
 

7
3
7
，
6
0
8
 

5
1
0
 

4
6
1
，
7
2
5
 

(2
1)
 

(
3
6
，
9
2
8
)
 

2
1
9
 

2
9
9
，
9
0
9
 

1
，
5
4
8
 

8
0
9
，
6
3
4
 

15
8
 

8
9
，

 7
9
0
 

平
成

2
4
年
度

1，
5
4
8
 

8
0
9
，
6
3
4
 

3
9
2
 

3
9
1
，
7
6
6
 

(6
1)
 

(
4
3
，

 5
7
9
)
 

2
9
7
 

2
2
0
，
8
8
8
 

1，
4
5
6
 

8
5
8
，
3
0
3
 

18
7
 

1
2
2
，
2
0
9
 

平
成

2
5
年
度

1，
4
5
6
 

8
5
8
，
3
0
3
 

4
4
9
 

4
5
2
，
8
8
5
 

(4
0)
 

(
5
8
，
6
3
3
)
 

2
4
9
 

2
8
6
，
9
9
2
 

1，
4
9
8
 

9
0
7
，
7
1
1
 

15
8
 

1
1
6
，
4
8
5
 

平
成

2
6
年
度

1， 
.1
9
8
 

9
0
7
，
7
11
 

2
7
1
 

2
0
1， 

0
5
3
 

(3
7)
 

(
1
5
，
5
8
7
)
 

13
0
 

15
3
，

 1
7
5
 

1， 
5
1
7
 

8
17

，
2
5
9
 

12
2
 

1
3
8
，

 3
3
0
 

平
成

2
7年

度
1， 

5
1
7
 

8
17

，
2
5
9
 

2
2
2
 

1
7
9
，
7
1
2
 

(3
2)
 

(8
，
2
2
6)
 

11
1 

7
2
，
4
9
4
 

1， 
5
1
2
 

8
6
5
，
2
8
6
 

1
1
6
 

5
9
，

 19
1

 

交
付
要
求
の
状
況

卦 bラ 期

よ
そ

前
年
度
繰
越
分

当
年
度
差
押
分

当
年
度
差

PI'
解
除
分

翌
年
度
繰
越
分

公
売

徴
収
そ
の
他

i'I
数

金
額

同
数

金
額

(
~
数

金
制

('1
数

金
制

('1
数

金
額

}平i)
( 

不
動

産
90
2 

3
，
8
4
6
，
6
4
5

 
2
0
8
 

40
4
，
9
0
8
 

。
16
7 

1 ，
4
6
5
，
5
2
6
 

94
3 

2
，
7
8
6
，
02
7 

動
産

。
。

。
。

。
2
3
 

年度
債

権
35
0 

3
4
8
，
9
4
8

 
6
6
9
 

4
5
9
，
0
9
9
 

。
5
5
5
 

3
2
3
，
0
2
6
 

4
64
 

4
85

，
02

1
 

合
計

1，
2
52
 
4
，
 19
5
，
5
9
3
 

8
7
7
 

86
4
，
0
0
7
 

。
7
2
2
 

1，
7
8
8
，
5
5
2
 

1.
40
7 

3
，
27

1，
0
4
8

 

成平
不

動
産

9
4
3
 
2
，
7
8
6
，
0
2
7
 

14
0
 

2
7
3
，
4
3
7
 

。
16
4 

5
4
9
，
4
6
6
 

9
19

 2
，
5
0
9
，
99
8 

24
 
動

産
。

。
。

。
。

度午
債

権
4
6
，1

 
4
8
5
，
02

1
 

1，
0
0
6
 

70
5
，
81
1 

。
9
2
4
 

5
3
0
，
3
19
 

5
4
6
 

6
6
0
.
5
1
3
 

合
計

1，
4
0
7

 3
，
27
1
，
0
4
8

 
1，

14
6
 

9
7
9
，
2
4
8
 

。
1，
08

8
 
1，
0
7
9
，
7
8
5
 

1，
46

5
 3
，
17
0
，
5
11 

p平i)
( 

不
動

産
9
1
9
 
2
，
5
0
9
，
9
9
8
 

6
9
1

 1
59

，
8
2
9
 

2
，
5
3
8
 

8
6
1

 
18
9
，
77
6 

90
1

 2
，
4
7
7
，
5
13

 

動
産

1，
0
8
2
 

2
1

 
40

，
6
9
9
 

2
1

 
40

，
6
9
9
 

1，
0
82
 

。
2
5
 

年度
債

権
54
6 

6
6
0
，
5
1
3
 

1，
09
4 

54
1，
0
5
3
 

。
1，
0
3
5
 

49
8
，
9
8
6
 

6
0
5
 

70
2
，
58
0 

合
計

1，
4
6
6
 
3
，
17
1
，
5
9
3
 

1，
16
5 

74
1，
58
1 

3
1

 
43

，
2
3
7

 
1，

12
2 

6
8
9
，
8
4
4

 
1，
5
0
6
 
3
，
18
0
，
09
3 

平JjX
 不

動
産

90
1 

2
，
4
7
7
，
5
12

 
6
7
1

 1
26

，
7
7
3
 

I1 
46

，
7
7
9
 

8
6
 

87
，

 18
4 

88
1

 2
，
4
7
0
，
32
2 

動
産

。
11 

40
，
35

1
 

I1 
40

，
35
1 

。
。

2
6
 

年度
債

権
6
0
5
 

70
2
，
5
8
0
 

7
1
7
 

4
8
5
，
4
3
4
 

。
7
3
7
 

4
4
5
，
3
5
3
 

5
8
5
 

74
2
，
66
1 

合
計

1，
5
06
 
3
，
 18
0
，
0
9
2
 

7
8
5
 

6
5
2
，
5
5
8
 

2
1

 
87

，
13
0

 
8
2
3
 

5
3
2
，
5
3
7
 

1，
4
66
 
3
，
2
12
，
98
3 

成平
不

動
産

88
1 

2
，
4
7
0
，
32
2 

4
5
1

 1
33

，
13

1
 

2
 

5
，
14
0 

80
1 

10
0
，

 10
0 

84
4 

2
，
4
9
8
，
21
3 

動
産

。
3
9
8
 

。
3
9
8
 

。
2
7
 

午度
債

権
58
5 

7
4
2
，
66
1 

6
3
5
 

73
8
，
7
3
2
 

。
7
0
5
 

5
0
3
，
9
8
3
 

5
15

 
9
7
7
，
4
10

 

合
計

1，
4
6
6
 
3
，
2
12
，
9
8
3
 

68
1 

8
7
2
，
2
61
 

2
 

5
，
14
0 

7
8
6
 

60
4
，
4
8
1

 
1，
3
5
9
 
3
，
47

5
，
62
3 

(
単

位
判

又
は

千
円

)

ー l u u ー ー
(
注
)
(
)
内
の
数
値
は
競
売
に
よ
る
配
当
で
あ
る

。

山
分

害
I1納

付

や
む

を
得

な
い

事
情

に
よ

り
一

括
納

付
が

困
難

な
状

況
に

あ
る

納
税
者

に
つ

い
て

は
、

分
割

納
付

を
認

め
る

こ
と

が
あ

る
。

IV
 

滞
納

処
分

の
執

行
停

止
等

a
 
納

税
の

猶
予

地
方

税
法

第
1
5
条

か
ら

第
1
5
条

の
6
の

3
ま

で
の

規
定

に
基

づ
き

、
災

害
や

病
気

等
に

よ
り

納
税

が
困

難
な

場
合

は
原

貝
IJ
1
年

以
内

の
期

間
、

納
税

を
猶

予
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

b
 
執

行
停

止

地
方

税
法

第
1
5

条
の

7
の

規
定

に
基

づ
き

、
財

産
調

査
を

行
っ

て
も

滞
納

処
分

を
す

る
こ

と
が

で

き
る

財
産

が
な

い
場

合
等

は
、

滞
納

処
分

の
執
行

を
停
止

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
執

行
停

止
が

3
年

間

継
続

し
た

と
き

は
納

税
義

務
が

消
滅

す
る

が
、

徴
収

で
き

な
い

こ
と

が
明

ら
か

な
場

合
は

、
納

税
義

務

を
直

ち
に

消
滅

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
。

過
去

5
年

間
の

執
行

停
止

の
状

況
は

以
下

の
と

お
り

で
あ

る
。

H
 

換
価

差
押

え
を

行
っ

た
不

動
産

や
動

産
等

を
公

売
し

た
り

、
給

与
支

払
者

や
金

融
機

関
等

の
第

三
債

務
者

等

へ
、

給
与

や
預

貯
金

等
の

差
押

え
を

行
っ

た
債

権
の

取
立

て
に

よ
り

、
差

押
財

産
を

金
銭

に
換

え
る

こ
と

で
あ

る
。

な
お

、
換

価
さ

れ
た

財
産

は
、

国
税

徴
収

法
等

の
規

定
に

基
づ

い
て

債
権

者
に

配
当

さ
れ

る
こ

と
と
な
る
。

過
去

5
年

間
の

公
売

及
び

交
付

要
求

の
状

況
は

、
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。
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(l
jl
位

件
又

は
千

円
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よ
~

平
成

23
年

度
平

成
2
4年

度
平

成
2
5年

度
平

成
2
6年

度
平

成
27

年
度

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

例
人
市
民
税
(
哲
一通

徴
収

)
6
，6

3
9
 

8
8
，
6
3
7
 
6
，6

8
0
 

11
0
，
5
5
0
 
7
，
79
4 

13
4
，
0
1
7
 
6
，
7
41
 

10
7
，6

78
 
5
，
7
8
0
 

9
5
，0

2
3
 

個
人

市
民

税
(

特
別

徴
収

)
2
8
6
 

4
，
75

1
 

4
4
9
 

5
，

 10
3

 
3
5
7
 

6
，
6
16
 

4
0
8
 

5
，
3
2
0
 

39
4 

6
，
3
12

 

法
人

市
民

税
2
0
5
 

13
，
4
18

 
18
6
 

1
1，
9
10

 
19
0
 

11
，
67

1
 

13
0
 

8
，
3
0
0
 

14
4

 
10
，2

4
5
 

悶
定

資
麗

税
2
，9

6
'1

 
10
7
，
3
3
7
 
2
，3

0
0
 

18
2
，
9
5
0
 
4
，0

7
8
 

9
0
，
26
4 

3
，8
2
1
 

18
4
，0

7
0
 
3
，
7
5
0
 

16
6
，
7
6
0
 

軽
自

動
ll
[税

2
，
17
4 

7
，
8
4
8
 
2
，
13
3 

7
，
3
9
6
 
2
，

 11
8

 
7
，
41
1 

1，
9
9
3
 

7
，
11
5 

1，
9
3
6
 

7
，0
5
7
 

特
別

七
地

保
有

税
。

13
8 

。
。

。
事

業
所

説
2

 
9
，

 14
9 

2
 

2
，
2
5
5
 

3
 

1，
9
5
1

 
4

 
7
，
30
2 

6
 

i8
5
 

都
市

計
J!!_
ij
税

22
，
3
7
3
 

37
，
9
7
9
 

18
，
6
9
8
 

3
8
，0
4
7

 
34

，4
0
6
 

Zロ
~
 

12
，2

7
0
 

2
5
3
，
5
13

 11
，
75

1
 

3
5
8
，
2
8
1

 14
，5

4
0
 

2
7
0
，
6
2
8
 1
3
，
0
9
7
 

3
5
7
，8
3
2
 
12
，
0
1
0
 

3
2
0
，5
8
8
 

不納
無

財
産

2
，2

4
3
 

10
9
，
0
0
8
 
2
，2
2
2
 

2
3
3
，

 76
8

 2
，
3
9
7
 

9
0
，
8
2
2
 
2
，
6
41
 

2
0
9
，9

4
7

 2
，8

8
2
 

12
6
，4
2
5
 

損事う同
ι

 生
活

困
窮

8
3
2
 

12
，
2
15

 
9
0
9
 

9
，
9
17

 
1，
4
2
6
 

2
0
，
3
4
8

 
1，

13
7 

16
，9

8
3
 

1，
 12
1

 
17
，4

9
6
 

所
在

財
産

不
明

3
7
4
 

10
，
2
2
5
 

3
5
8
 

6
，
6
3
6
 

6
4
6
 

11
，

 13
7 

7
3
7
 

12
，
7
6
6
 

5
7
9
 

9
，8

4
0
 

そ
の

他
8
，8
21
 

12
2
，
0
6
5
 
8
，2

62
 

10
7
，
9
6
0
 1
0
，0

7
1

 
14
8
，
32
1 

8
，
5
8
2
 

11
8
，
13
6 

7
，
4
2
8
 

16
6
，8
2
7
 

(
単
位

1'1'
:立

は
千
円
)

よ
¥
」
!

半
成

2
3年

度
平

成
24
年

度
平

成
2
5年

度
平

成
2
6年

度
斗
L
成

2
7
年
度

件
数

金
制

件
数

金
制

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
制

個
人

市
民

税
(

普
通

徴
収

)
1，
8
4
3
 

4
0
，
4
3
6
 
2
，
4
16

 
4
7
，2

8
7
 

1，
8
5
0
 

2
9
，9

7
4

 
9
6
9
 

18
，
2
2
2
 

1，
14
2 

17
，
9
3
5
 

個
人

市
民

税
(

特
別

徴
収

)
2

 
16

 
7

 
39
 

49
1 

。
50
 

6
3
5
 

法
人

市
民

税
。

。
。

2
 

10
0
 

4
 

4
36
 

回
定

資
産

税
1 ，
2
6
4
 

2
1，
5
6
9
 

1，
3
3
4
 

4
2
，

 18
5
 

1，
06
1 

24
，
4
0
6
 

5
5
9
 

14
，8

3
3
 

4
89
 

5
6
，
9
0
9
 

軽
自

動
車

税
17
9 

8
12
 

3
2
8
 

1，
3
6
2
 

2
4
5
 

9
6
6
 

12
0 

43
1

 
12
3 

58
2 

事
業

所
税

。
。

。
。

。
都

市
計

画
税

4
，4
9
4
 

8
，
7
5
7
 

5
，0
1
4

 
3
，
0
6
5

 
11

，
7
4
2

 

i口
，
 計

3
，2

8
8
 

6
7
，
32
7 

4
，
0
7
9
 

9
9
，
5
9
8
 
3
，

 19
5

 
6
0
，8
51
 

1，
6
50
 

3
6
，
65

1
 1
，
8
0
8
 

8
8
，
23

9
 

執?昨?
 
無

財
産

1 ，
6
6
5
 

39
，
9
3
3
 

1，
74
1 

6
3
，0

3
2
 

1，
2
2
1

 
3
2
，
7
4
5
 

7
6
6
 

2
3
，8
4
1

 
8
8
0
 

7
6
，
4
58
 

止
ノt

活
困

窮
9
7
4
 

14
，
57

1
 1
，
5
2
5
 

2
3
，9

2
9
 

1，
3
15

 
15
，
46
1 

6
3
2
 

7
，8

2
4

 
67
4 

7
，
9
9
9
 

理由
所

在
財

産
不

明
6
4
9
 

12
，
8
2
3
 

8
13

 
12

，6
3
7

 
6
5
9
 

12
，
6
4
5
 

2
5
2
 

4
，9

8
6
 

25
4 

3
，
7
82
 

執
行

停
止

の
推

移
(

地
方

税
法

第
15
条

の
7
第

5
項

骸
当

分
を

除
く

)

(
世

)
都

市
計

画
税

に
つ

い
て

は
、

固
定

資
産

税
と

併
せ

て
取

り
扱

う
た

め
、

件
数

を
記

載
し

て
い

な
し

、
。

闘争 卦 bラ 期う省

(
注
)

1
都

市
計

画
税

に
つ

い
て

は
、
同

定
資

産
税

と
併

せ
て

取
り

扱
う

た
め

、
件

数
を

記
載

し
て

い
な

い
。

2
不

納
欠

損
事

由
「そ

の
他

」
は

、
法

定
納

期
限

後
5
年

経
過

に
よ

り
時

効
と

な
っ

た
も

の
で

あ
る

@

な
お

、
平

成
2
7
年

度
に

お
け

る
不

納
欠

償
額

別
の

内
訳

は
、

以
下

の
と

お
り

で
あ

る
。

(
単

位
件

又
は

千
円

)

金
~
ご
円

執
行

停
止

消
滅

時
効

合
.1

件
数

金
額

件
数

金
制

件
数

金
制

10
万

円
未

満
2
，
9
6
4
 

5
5
，9

5
3
 

8
，4

7
1

 
9
8
，
3
6
3
 

11
，
4
3
5
 

15
4
，
3
1
6
 

10
万

円
以

上
3
0
万

円
未

満
2
5
3
 

3
3
，9

7
6
 

16
4 

2
1，
4
54
 

4
17

 
55

，
4
3
0
 

3
0
月

刊
以

上
5
0
万

円
未

満
6
0
1

 
2
3
，
7
4
6
 

2
3
 

7
，
3
7
3
 

8
3
1

 
3
1 ，

1
19

 

5
0
万

円
以

上
10
0
万

円
未

満
18

1
 
14

，4
3
4

 
3
3
1

 
22

，
4
10
 

51
1

 
3
6
，
8
44
 

10
0
万

円
以

上
3
0
0
万

円
未

満
。

24
1

 
42

，
8
7
9
 

2
41
 

4
2
，8

7
9
 

3
0
0
万

円
以

上
。

。
。

合
1十

3
，2

9
5
 

12
8
，
10
9
 

8
，
7
15

 
19
2
，
4
7
9
 

12
，
0
1
0
 

3
2
0
.
5
8
8
 

オ
不

納
欠

損

不
納

欠
損

と
は

、
滞

納
分

の
徴

収
金

が
徴

収
さ

れ
な

く
な

っ
た

と
し

て
、

そ
れ

に
係

る
調

定
績

を
消

滅
さ

せ
る

こ
と

で
あ

る
。

不
納

欠
慣

が
行

わ
れ

る
の

は
、

滞
納

処
分

の
執

行
停

止
後

3
年

が
経

過
し

た
場

合
(

地
方

税
法

第
15

条
の

7
第

4
項
)
、

滞
納

処
分

の
執

行
停

止
を

し
た

も
の

で
明

ら
か

に
徴

収
で

き
な

い
場

合
(
地

方
税

法
第

15
条

の
7
第

5
項
)
、
納
期

限
後

5
年

経
過
に
よ
り

時
効

と
な

っ
た

場
合

(
地

方
税

法
第

18
条

第
1
項

)
の

3
パ

タ
ー
ン
が
あ
る
。

過
会

5
年

間
の
不

納
欠

損
の

状
況

は
以

下
の
と
お
り
で
あ
る

。

(
注
)

1
 
都

市
計

開
i税

に
つ

い
て

は
、

固
定

資
産

税
と

併
せ

て
取

り
扱

う
た

め
、

件
数

に
は

含
め

て
い

な
し

」

2
 
消

滅
時

効
に

は
、

執
行

停
止

後
に

時
効

に
よ

り
消

滅
し

た
も

の
を

吉
む

。
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⑤
滞
納

整
理

に
係

る
業

務
体

制
に

つ
い

て
、
石
川

県
滞

納
整

理
機

構
と
の

比
較

に
よ

り
、

効
率

的
か

つ
効

果
的

な
体
制
lに

な
っ

て
い

る
か

検
証

し
た

。

③
滞

納
整

理
に

係
る
業
務

体
制

金
沢

市
に

お
い

て
は

、
税
務

課
が

全
て

の
税

目
に

係
る

滞
納

整
理

事
務

を
担
当

し
て
い
る

。

閲
覧

資
料

滞
納

管
理

シ
ス

テ
ム

説
明
資

料
、
不

動
産

差
押

・
参
加

l差
押

関
係

資
料

、
債
権

差
押

等
関
係

資
料
、

滞
納

処
分

の
執

行
停

止
関

係
資

料
、

競
売

・
破

産
交

付
要

求
関

係
資

料
、

石
川

県
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ

(
滞
納
整
理
機
構

情
報
)
、
平

成
2
7
年

度
石

川
県

包
括

外
部

監
査

報
告

書
、
総

務
省

ホ
ー

ム
ペ

ー

ジ
(
平
成

27
年

度
個

人
の

市
町

村
民
税
の

納
税
義

務
者

等
に

関
す

る
調

)
、
滞
納

処
分

執
行

停
止

基

準
等

ア
業

務
体

制

各
係

の
職

員
数

等
は

以
下

の
と
お
り
で
あ
り

、
基

本
的

に
は

納
税

者
の

住
所

等
に

基
づ

い
て

、
地

区
を

担

当
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る

。

減 N ∞ 哩 ∞ 羽 E q ω

(
3
)

監
査

結
果

①
滞

納
処

分
に

つ
い
て

平
成

27
年
度
の
滞
納
処
分
案
件
か
ら
、

10
件

を
無
作

為
に

抽
出
し
、

督
促

か
ら

催
告
及

び
財

産
調

査
を
経

て
、

滞
納

処
分

に
至

る
ま

で
の

一
連

の
書

類
及

び
手

続
を

確
認

し
た

が
、

以
下

の
と

お
り

、
今

後
対

応
を

検
討

す
る

必
要

が
あ

る
案

件
が

見
受

け
ら

れ
た

。

係
等

職
員

数
担

当
地

区

納
税

第
1
係

9
人

主
に

金
沢

市
中

部
、

市
外

及
び

県
外

納
税

第
2
係

9
人

主
に

金
沢

市
南

部

納
税

第
3
係

10
人

主
に

金
沢

市
北

部

収
納

推
進

室
7
人

市
内

全
域

、
市

外
及

び
県

外

闘争 う省 卦 bラ

手
続

概
要

経
過

保
険

の
交

付
要

求
個

人
市

県
民

税
及

び
固

定
資

産
税

平
成

12
年

度
か

ら
度

々
滞

納
を

繰
り

返
し

て

等
に

つ
い

て
、

交
付

要
求

に
よ
り

い
た

た
め

、
平

成
24

年
7
月

に
財

産
調

査
を

行

全
額

回
収

し
た

も
の

。
い

、
平

成
25

年
11

月
に

差
押

え
を

行
っ

た
。

そ
の

結
果

、
滞

納
分

は
-

_
e
_
完
納
と
な
っ
た

が
、

そ
の

後
も

滞
納

は
続
い
た

。

以
降

、
架

電
や

文
書

催
告

は
行

わ
れ

た
が

、
交

付
要

求
が

行
わ

れ
た

の
は

、
平

成
28

年
2
月

で

あ
っ
た

。

(
注
)
非
常
勤
職
員
を
含
む
。

な
お

、
滞
納

未
処

分
案
件

に
つ

い
て

は
滞

納
額

が
3
0
0
万

円
、

滞
納

処
分

済
案

件
に

つ
い

て
は

10
0
万

円

を
基
準
と
し
て

、
納

税
各

係
と
収
納

推
進

室
の
業
務
を
区
分
し
て
お
り

、
高

額
滞

納
者

に
対

す
る

滞
納

整
理

は
収

納
推

進
室

が
行
う
こ
と
と

な
る

。

イ
滞

納
情

報
の

管
理

滞
納

情
報

に
つ

い
て

は
、
滞
納

管
理

シ
ス

テ
ム

に
よ

り
管

理
し
て
い
る
が

、
当

該
シ

ス
テ

ム
は

、
税

オ
ン

ラ
イ

ン
シ

ス
テ

ム
と

連
動

し
て
お
り

、
納
税

者
の

滞
納

に
関

す
る

税
目

や
金

額
等

が
一

元
管

理
で

き
る

シ
ス

テ
ム

と
な

っ
て

い
る

。

時
効

が
迫

っ
て

い
る

滞
納

者
や

、
分

割
納

付
を

行
っ

て
い

る
滞

納
者

に
つ

い
て

は
、

定
期

的
に

リ
ス

ト
を

出
力

し
、

徴
収

漏
れ

が
な

い
よ

う
納

税
を

促
し

て
い
る

。

収
納

推
進

室

3
0
0
万
円
超

10
0
万
円
超

納
税
第

1
~
3
係

3
0
0
万

円
以

下

10
0
万

円
以

下

区
分

未
処

分
案

件

処
分

済
案

件

期

分
割

納
付

の
約

束
を

し
て

い
る

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

履
行

の
意

思
が

見
ら

れ
な

か
っ

た
こ

と
か
ら

、
早
期
に

財
産

調
査

及
び

差
押

え
が

な
さ

れ
る

必
要

が
あ

っ
た

と
考
え
ら
れ
る

。

長
期

に
わ

た
る

滞
納

や
分

割
納

付
の

不
履

行
が

著
し

い
な

ど
、

悪
質

な
滞

納
者

に
対

し
て

は
、

可
能

な
限

り

迅
速

に
滞

納
処

分
を

検
討

す
る

必
要

が
あ

る
こ

と
か

ら
、

ま
ず

は
、

滞
納

の
期

間
や

金
額

が
一

定
の

基
準

に
達

し
た

者
に

つ
い

て
、
速

や
か

に
財

産
調

査
を

行
う

た
め

の
体

制
を
構

築
す

る
必

要
が

あ
る

。
(
 2
)

監
査

手
続

①
滞

納
整

理
事

務
に

つ
い

て
、
税
務

課
へ

の
質

問
及

び
関
連

資
料

の
閲

覧
を
行
う

こ
と

に
よ
り

、
概

要
を

把
握

し
Tこ

。
【意

見】

悪
質
な
滞
納
者
に
対
し
て
は
、

可
能

な
限

り
迅

速
に

滞
納

処
分

を
検

討
す

る
必

要
が

あ
る

こ
と
か
ら
、
滞
納
の

期
間

や
金

額
が

一
定

の
基

準
に

達
し

た
者

に
つ

い
て

、
速

や
か

に
財

産
調

査
を

行
う

た
め

の
体

制
を

構
築

す
る

必

要
が

あ
る

。

②
滞
納
処
分

に
つ
い
て

、
無

作
為

に
数

件
抽
出
し
、

督
促

か
ら

滞
納

処
分

ま
で
の

一
連

の
手

続
が

適
正

に
行

わ

れ
て

い
る

か
検

証
し

た
。

②
執

行
停

止
に
つ
い
て

平
成

27
年

度
の

執
行

停
止

案
件

か
ら

、
無

作
為

に
10

件
を
抽
出
し
、

一
連

の
書

類
及

び
手
続
を

確
認

し
た

が
、

以
下

の
と

お
り

、
今

後
対

応
を

検
討

す
る

案
件

が
見

受
け

ら
れ

た
。

具
体

的
に
は

、
地
方
税

法
第

15
条

の
7
第

1
項

第
1
号

及
び

同
条

第
5
項
の

規
定
に
基
づ
く
、

相
続

財
産
管

③
執

行
停

止
に
つ

い
て

、
無

作
為

に
数
件

抽
出

し
、

必
要

な
手

続
が
適

正
に
行
わ
れ
て

い
る
か
検
証
し
た

。

④
不

納
欠

損
に
つ
い
て

、
時
効

の
算

定
な

ど
が

適
正
に

行
わ

れ
て

い
る

か
検

証
し

た
。
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設
立

年
度

機
構

名
称

参
加

市
町

平
成

24
年

度
石

川
県

央
地

区
地

方
税

滞
納

整
理

機
構

白
山
市
、
野
々
市
市
、
か
ほ
く
市
、
津
幡
町
、

内
灘

町

平
成

25
年

度
南

加
賀

地
区

地
方

税
滞

納
整

理
機

構
小

松
市

、
加

賀
市

、
能

美
市

、
川

北
町

平
成

26
年

度
中

能
登

地
区

地
方

税
滞

納
整

理
機

構
七

尾
市

、
羽
咋
市
、

宝
達

志
水

町
、

中
能

登
町、

志
賀

町

平
成

26
年

度
奥

能
登

地
区

地
方

税
滞

納
整

理
機

構
輪

島
市

、
珠

洲
市

、
穴

水
町

、
能

登
l町

理
人

の
任

務
終

了
に

伴
う

執
行

停
止

で
あ

り
、

そ
れ

に
至

る
ま

で
の

金
融

機
関

へ
の

預
金

照
会

の
方

法
に

つ
い

て
で
あ
る

。

減 N ∞ 哩 ∞ 羽 E q ω

設
立

当
初

は
、

機
構

に
参

加
し

な
い

市
町

も
あ

っ
た

が
、

順
次

、
参

加
市

町
が

増
加

し
、

平
成

28
年

度
現

在

に
お

い
て

参
加

し
て

い
な

い
の

は
金

沢
市

の
み

と
な

っ
て

い
る

。

機
構

に
は

、
石

川
県

と
各

市
町

か
ら

担
当

職
員

が
派

遣
さ

れ
て

お
り

、
主

と
し

て
個

人
市

県
民

税
の

徴
収

を

対
象

と
し

て
い

る
が

、
他

の
県

税
市

税
も

取
り

扱
っ

て
い

る
。

機
構

の
事

業
成

果
を

測
る

指
標

で
あ

る
収

入
率

(
個

人
市

県
民

税
滞

納
分

の
収

入
額

/
滞

納
繰

越
額

)
の

推
移

に
つ

い
て

は
、

以
下

の
と

お
り

で
あ

る
。

金
沢

市
に

隣
接

す
る

市
町

が
参

加
し

て
い

る
県

央
地

区
機

構
の

状
況

で
あ

る
が

、
機

構
へ

の
参
加

に
よ
り
、

一
定

の
効

果
が

上
が

っ
て

い
る

こ
と

が
分

か
る

。

地
方

税
法

(
滞
納
処
分
の
停
止
の
要
件
等
)

第
15

条
の

7
地

方
団

体
の

長
は

、
滞

納
者

に
つ

き
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
事

実
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

滞
納

処
分

の
執

行
を

停
止

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

一
滞

納
処

分
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

財
産

が
な

い
と

き
。

(
略
)

5
 
第

一
項

第
一

号
の

規
定

に
よ

り
滞

納
処

分
の

執
行

を
停

止
し

た
場

合
に

お
い

て
、

そ
の

地
方

団
体

の
徴

収
金

が
限

定
承

認
に

係
る

も
の

で
あ

る
と

き
、

そ
の

他
そ

の
地

方
団

体
の

徴
収

金
を

徴
収

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
こ

と
が

明
ら

か
で

あ
る

と
き

は
、

地
方

団
体

の
長

は
、

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、
そ

の
地

方
団

体
の

徴
収

金

を
納

付
し

、
又

は
納

入
す

る
義

務
を

直
ち

に
消

滅
さ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

。

闘争 卦 bラう省
自
治
体
名

平
成

23
年

度
平

成
24

年
度

平
成

25
年

度
平

成
26

年
度

平
成

27
年

度
機

構
参

加
年

度

白
山
市

19
.4
%

 
23
.7

%
 

27
.
1%

 
3
1. 
9
%
 

38
.0

%
 

平
成

24
年

度

野
々

市
市

22
.3

%
 

2
1. 
9
%

 
2
8
.
5
%
 

3
3
.
2
%
 

3
8
.
2
%
 

平
成

24
年

度

か
ほ

く
市

18
.
2
%
 

20
.4

%
 

2
6
.
4
%
 

2
6
.
2
%
 

2
9
.
0
%
 

平
成

24
年

度

津
幡

町
22

.9
%
 

22
.1

%
 

22
.7

%
 

22
.9

%
 

34
.8

%
 

平
成

27
年

度

内
灘

町
2
1. 
2
%
 

2
1. 
1

 
%

 
2
2
.
9
%
 

20
.3

%
 

30
.7

%
 

平
成

27
年

度

金
沢

市
15
.
8
%
 

1
7
.
8
%
 

19
.
6
%
 

2
1. 
0
%
 

2
2
.
2
%
 

金
融

機
関

に
対

す
る

預
金

照
会

の
|祭

、
滞
納
者
の
住
所
に
つ
い
て
は
、
相
続
財
産
管
理
人
の
住
所
を
記
載
し
、

氏
名

に
つ

い
て

は
「亡

0
0

0
0
相

続
財

産
J

と
記

載
し

て
い

る
が

、
預

金
口

座
は

相
続

財
産

管
理

人
が

名
義

変
更

の
手

続
を

し
な

い
限

り
、

被
相

続
人

の
住

所
、

氏
名

の
ま

ま
で

あ
る

。
相

続
財

産
管

理
人

の
住

所
と

f亡

0
0

0
0
相

続
財

産
」

と
い

う
氏

名
の

特
定

方
法

で
は

、
被

相
続

人
本

人
の

口
座

が
あ

っ
て

も
「亡

0
0

0
0

相
続

財
産

」
と

い
う

口
座

は
な

い
こ

と
か

ら
、

「
該
当
な

し
」
と

し
、
う
回
答
と
な
る
可
能
性
が
あ
る

。

今
後

、
同

様
な

事
案

に
つ

い
て

、
金

融
機

関
に

預
金

照
会

す
る

際
は

、
被

相
続

人
本

人
の

口
座

の
照

会
も

含

ま
れ

て
い

る
こ

と
を

明
確

に
す

る
た

め
に

、
相

続
財

産
管

理
人

の
住

所
氏

名
と

と
も

に
被

相
続

人
本

人
の

住
所

及
び

氏
名

も
併

記
す

る
な

ど
、

記
載

方
法

を
見

直
す

必
要

が
あ

る
。

期

金
沢

市
の

滞
納

繰
越

分
に

係
る

収
入

率
は

、
機
構

参
加

市
町

と
比

較
す

る
と

低
く

、
平

成
23

年
度

か
ら

年
々

上
昇

し
て

い
る

が
、

あ
ま

り
大

き
な

改
善

は
見

ら
れ

な
い
。

こ
れ

に
つ

い
て

、
税

務
課

か
ら

は
「徴

収
職

員
1
人

当
た

り
の

高
額

案
件

や
困

難
案

件
の

占
め

る
割

合
が

大

き
い

た
め

、
収

入
率

が
低

い
と

考
え

て
い

る
。
個

人
市

県
民

税
の

滞
納

繰
越

分
収

入
率

に
つ

い
て

は
県

央
地

区

と
比
較
す
る
と
最
下
位
で
あ
る
が
、
市
税
金
体
の
収
入
率
に
つ
い
て
は
中
位
で
、
あ
る

。
」

と
の

回
答

を
得

た
。

高
額

案
件

や
困

難
案

件
が

都
市

部
に

多
い

こ
と

は
徴

税
実

務
に

お
い

て
は

一
般

的
で

あ
る

た
め

、
妥

当
な

理

由
と

考
え

ら
れ

、
ま

た
市

税
全

体
の

収
入

率
が

中
位

で
あ

る
こ

と
を

踏
ま
え
る
と

、
金

沢
市

に
お

い
て

も
、

独

自
で

効
果

的
に

徴
収

が
行

わ
れ

て
い

る
と

考
え

ら
れ

る
。

実
際

に
、

金
沢

市
で

は
、

自
治

大
学

校
や

東
京

税
務

協
会

主
催

研
修

等
へ

の
職

員
派

遣
、

そ
れ

ら
の

伝
達

研

修
に

よ
る

手
法

学
習

を
充

実
さ

せ
る

な
ど

、
他

市
町

と
比

較
し

、
研

修
体

制
が

充
実

し
て

い
る

と
言

え
る

。

ま
た

、
金

沢
市

の
税

収
規

模
は

突
出

し
て

お
り

、
以

下
の

と
お

り
、

徴
収

職
員

1
人

当
た

り
の

引
受

額
は

大

き
い
が

、
機

構
と

同
程

度
の

徴
収

率
を

上
げ
て
い
る

こ
と

が
分
か
る

。

③
不

納
欠

損
に

つ
い

て

平
成

27
年

度
に

不
納

欠
損

処
理

さ
れ

た
案

件
の

関
連

資
料

を
閲

覧
し

、
時

効
に

係
る

期
間

の
算

定
等

が
正

確

に
行

わ
れ

て
い

る
か

を
確

認
し

た
が

、
適

正
に

行
わ

れ
て

お
り

、
問

題
点

は
検

出
さ

れ
な

か
っ

た
。

【
意

見】

金
融

機
関

に
対

し
て

預
金

照
会

す
る

際
、

よ
り

正
確

に
回

答
を

得
る

た
め

、
相

続
財

産
管

理
人

と
被

相
続

人
本

人
の

住
所

及
び

氏
名

を
記

載
し

た
上

で
、

照
会

す
る

必
要

が
あ

る
。

@
滞

納
整

理
に
係

る
業

務
体

制
に

つ
い

て

金
沢

市
の

滞
納

整
理

に
係

る
業

務
体

市
1)
に

つ
い

て
、

効
率

的
か

つ
効

果
的

な
も

の
で

あ
る

か
検

証
す

る
た

め
、

関
連

資
料

を
閲

覧
す

る
と

と
も

に
、

石
川

県
滞

納
整

理
機

構
と

の
比

較
を

行
っ

た
。

石
川

県
滞

納
整

理
機

構
(

以
下

「
機

構
」

と
し

づ
。
)

と
は

、
市

町
が

徴
収

事
務

を
担

っ
て

い
る

個
人

市
県

民

税
の

滞
納

額
が

年
々

増
加

し
て

い
る

問
題

に
対

処
す

る
た

め
、

石
川

県
が

、
県

内
を

4
つ

の
区

域
に

分
け

、
平

成
24

年
度

か
ら

順
次

、
設

立
し

た
組

織
で

あ
る

。



朝 間 神 話 有 ( 凶 吉 宗 明 ) 品 温 二 回

指
摘

事
項

・
意

見
一

覧 な
し

21
件

指
摘

事
項 見

意
2

 

金
沢

市
と

県
央

地
区

機
構

の
徴

収
職

員
1
人

当
た

り
引

受
領

及
び

徴
収

額

区
分

金
沢

市
機

構

l
人

当
た

り
引

受
額

H
意

3
，6
71

万
円

6
，2
42

万
円

l
人

当
た

り
徴

収
額

3
，4
03

万
円

1，
6
5
6
万

円

徴
収

率
2
4
.
9
%
 

26
.
5
%
 

減 N ∞ 哩 ∞ 羽 E q ω 闘争 う省 卦 bラ

[個
人

市
民

税
]

N
o
 

頁
内

時廿
一・

33
 

-
未

課
税

者
へ

の
対

応
に

つ
い

て
①

来
課

税
者

の
実

態
を

正
確

に
把

握
す

る
た

め
、

長
期

に
わ

た
り

課
税

シ
ス

テ
ム

に
無

職
と

し
て

登
録

さ
れ

て
い

る
者

に
あ

っ
て

は
、
年

齢
等

も
考

慮
し

た
上

で
、

必
要

に
応

じ
て

現
地

調
査

の
対

象
と

す
る

必
要

が
あ

る
。

2
 

34
 

-
未

課
税

者
へ

の
対

応
に

つ
い

て
②

未
課

税
者

調
査

の
結

果
、
長

期
に

わ
た

っ
て

継
続

調
査

と
な

っ
て

い
る

案
件

に
つ

い
て

は
、

重

点
的

か
っ

き
め

細
か

に
現

地
調
査

を
実

施
す

る
必

要
が

あ
る

。

3
 

36
 

-
特
別
徴
収

義
務

者
の

捕
捉

に
つ

い
て

よ
り

安
定

し
た

税
収

を
確

保
す

る
た

め
、

普
通

徴
収

を
行

っ
て

い
る

事
業

者
に

対
し

て
特
別

徴

収
へ

の
切

替
え

を
積

短
的

に
呼

び
か

け
る

な
ど

、
特

別
徴

収
の

推
進

に
向

け
た

取
組

を
強

化
す

る

必
要

が
あ

る
。

4
 

39
 

-
家

屋
敷

課
税

に
つ

い
て

家
屋

敷
課

税
に

つ
い

て
は

、
対

象
者

か
ら

の
申

告
を

促
す

た
め

、
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
や

市
税

の
し

お
り

等
に

お
い

て
、

十
分

に
制

度
を

周
知

す
る

と
と

も
に

、
効

率
的

な
対

象
者

の
把

握
方

法
に

つ

い
て

検
討

す
る

必
要

が
あ

る
。

以
上

の
よ

う
に

、
金

沢
市

の
滞

納
整

理
に

係
る

業
務

体
制

は
、

効
率

的
か

つ
効

果
的

な
も

の
と

な
っ

て
い

る

と
考

え
ら

れ
る

。

期
[法

人
市

民
税
1

N
o
 

頁
内

廿r;a
."
・

5
 

45
 

-
課

税
事

務
の

正
確

性
に

つ
い

て

法
人

市
民

税
の

均
等

割
に

つ
い

て
は

、
前

年
の

申
告

内
容

や
給

与
支

払
報

告
書

の
情

報
を

参
考

に
、

申
告

内
容

の
正

確
性

を
検

証
す

る
必

要
が

あ
る

。

6
 

4
6
 

-
特

定
非

営
利

活
動

法
人

の
把

握
と

減
免

に
つ

い
て

特
定

非
営

利
活

動
法

人
の

正
確

な
情

報
把

握
に

努
め

る
と

と
も

に
、

未
申

告
の

法
人

に
対

し
て

は
、

税
制

度
を

積
極

的
に

周
知

す
る

必
要

が
あ

る
。

7
 

47
 

-
未

申
告

法
人

へ
の

対
応

に
つ

い
て

未
申

告
法

人
の

実
態

を
把

握
す

る
た

め
、

申
告

期
限

を
過

ぎ
た

法
人

に
対

し
て

催
告

状
を

送
付

す
る

な
ど

の
取

組
の

実
施

を
検

討
す

る
必

要
が

あ
る

。
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I事
業

所
税

]

N
o
 

頁
内

廿~
 

15
 

8
6
 

-
非

課
税

に
つ

い
て

民
間

団
体

に
対

す
る

事
業

所
税

の
非

課
税

適
用

に
つ

い
て

は
、

非
課

税
明

細
書

な
ど

の
提

出
を

必
要

に
応

じ
て

求
め

、
慎

重
に

判
断

す
る

必
要

が
あ

る
。

16
 

8
7
 

-
米

申
告

法
人

等
へ

の
対

応
に

つ
い

て

事
業

所
税

の
申

告
義

務
が

あ
る

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

長
年

に
わ

た
り

未
申

告
で

あ
る

者
に

対
し

て
は
、
重
点
的
に
訪
問
し

、
そ

の
必

要
性

を
周

知
す

る
こ

と
に

よ
り

、
申

告
を

促
す

必
要

が
あ

る
。

[
固

定
資

産
税

及
び

都
市

計
画

税
l

N
o
 

頁
内

;j廿
-

8
 

6
3
 

-
課

税
事

務
の

正
確

性
に

つ
い

て

減
価
償

却
明

細
書

の
写

し
の

提
出

に
つ

い
て

、
所

有
者

の
協

力
を

よ
り

求
め

る
ほ

か
、

他
都

市

の
取

組
も

参
考

に
し

た
上

で
、

よ
り

正
確

に
対

象
資

産
を

把
握

す
る

た
め

の
対

策
を

検
討

す
る

必

要
が
あ
る

。

9
 

6
5
 

-
更

正
に

つ
い

て

更
E

と
な

っ
た

原
因

を
十

分
に

究
明

す
る

と
と

も
に

、
課

内
研

修
等

に
よ

り
情

報
共

有
を

図
る

な
ど

、
改

め
て

正
確

か
つ

慎
重

な
事

務
を

徹
底

し
、
再

発
防

止
に
努
め
る
必
要
が
あ
る

。
減 N ∞ 哩 ∞ 羽 E q ω 闘争 う省 卦 bラ

[収
納

事
務

(
滞

納
整

理
事

務
を

除
く

J
]

N
o
 

頁
内

廿~
・

17
 

9
7
 

-
納

付
方

法
に

つ
い

て
①

納
税

奨
励

金
に

つ
い

て
は

、
納

税
協

力
会

の
会

員
数

及
び

取
扱

税
額

が
減

少
傾

向
に

あ
る

こ
と

か
ら

、
市

民
行

政
評

価
の

結
果

も
十

分
尊

重
し

、
制

度
の

抜
本

的
な

見
直

し
を

検
討

す
る

必
要

が

あ
る

。

18
 

10
0 

-
納

付
方

法
に

つ
い

て
②

納
税

者
の

利
便

性
の

更
な

る
向

上
と

市
税

収
入

を
確
保

す
る

観
点

か
ら

、
ペ

イ
ジ

ー
や

ク
レ

ジ
ッ

ト
カ

ー
ド

に
よ

る
納

付
が

可
能

と
な

る
よ

う
検

討
を

進
め

る
必

要
が

あ
る

。

19
 

10
0 

-
延

滞
金

の
減

免
に

つ
い

て

延
滞

金
の

減
免

に
つ

い
て

は
、
決

算
書

の
分
析

な
ど

専
門
的

な
知

識
が

求
め

ら
れ

る
場

合
が

あ

る
こ
と
か
ら
、
研
修
等
を
行
し
、
職
員
の
専
門

的
な

実
務

能
力

を
高

め
る

ほ
か

、
必
要
に
応
じ
て
、

専
門
家

に
分

析
を

依
頼

し
、

意
見

を
求

め
る

こ
と

を
検

討
す

る
必

要
が

あ
る

。

I軽
自

動
車

税
I

N
o
 

頁
内

ペ件ヨ、
ー

10
 

6
9
 

.
 

a果
税
事
務
の
正
確
性
に
つ
い
て

小
型

特
殊

自
動

車
に

係
る

申
告

に
つ

い
て

は
、

販
売

庖
等

に
協

力
を

依
頼

し
、

販
売

時
に

お
け

る
購

入
者

へ
の

説
明

を
徹

底
す

る
ほ

か
、
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
等

に
お

い
て

も
申

告
の

必
要

性
を

十
分

に
周

知
す

る
必

要
が

あ
る

。

11
 

7
0
 

-
減

免
に

つ
い

て

軽
自

動
車

税
に

係
る

身
体

障
害

者
等

減
免

の
継

続
審

査
に

つ
い

て
は

、
効

率
性

及
び

正
確

性
の

観
点

か
ら

、
シ
ス
テ
ム
で
の

一
括

処
理

や
デ

ー
タ

化
を

検
討

す
る

必
要

が
あ

る
。

12
 

7
1
 

-
ナ

ン
バ

ー
プ

レ
ー
ト
の
管
理
に
つ
い
て

ナ
ン

バ
ー

プ
レ

ー
ト
の
紛
失
や
盗
難

、
不

正
利

用
等

を
防

止
す

る
た

め
、

交
付

及
び

回
収

に
係

る
取

扱
方

針
を

明
確

に
定

め
る

ほ
か

、
管

理
台

帳
を

作
成

す
る

な
ど

、
厳

重
な

管
理

を
徹

底
す

る

必
要
が
あ
る

。

ー l ∞。 ーー

期
[滞

納
整

理
事

務
]

N
o
 

頁
内

n廿
~
 

2
0
 

11
2
 

-
滞

納
処

分
に

つ
い

て

悪
質

な
滞

納
者

に
対

し
て

は
、

可
能

な
限

り
迅

速
に

滞
納

処
分

を
検

討
す

る
必

要
が

あ
る

こ
と

か
ら

、
滞

納
の

期
間

や
金

額
が

一
定

の
基

準
に

達
し

た
者

に
つ

い
て

、
速

や
か

に
財

産
調

査
を

行

う
た

め
の

体
制

を
構

築
す

る
必

要
が

あ
る

。

2
1
 

1
13

 
-
執

行
停

止
に

つ
い

て

金
融

機
関

に
対

し
て

預
金

照
会

す
る

際
、

よ
り

正
確

に
回

答
を

得
る

た
め

、
相

続
財

産
管

理
人

と
被

相
続

人
本

人
の

住
所

及
び

氏
名

を
記

載
し

た
上

で
、

照
会

す
る

必
要

が
あ

る
。

I入
湯

税
]

N
o
 

頁
内

n化
~

13
 

77
 

-
入

湯
客

数
の

把
握

に
つ

い
て

特
別

徴
収

義
務

者
に

対
す

る
実

地
調

査
を

行
い

、
入

湯
税

に
係

る
帳

簿
と

、
会

計
帳

簿
と

の
突

き
合
わ
せ
に
よ
り

、
申

告
内

容
の

正
確

性
を

検
証

す
る

必
要

が
あ

る
。

14
 

78
 

-
特

別
徴

収
義

務
者

の
把
握

に
つ

い
て

特
別

徴
収

義
務

者
等

に
対

し
て

、
分
か
り
や
す
く

丁
寧

に
制

度
を

周
知

す
る

と
と

も
に

、
実

態

調
査

を
適

宜
実

施
す

る
な

ど
、

申
告

漏
れ

を
防

ぐ
た

め
の

対
策

を
講

じ
る

必
要

が
あ

る
。
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